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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２７年第４回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、１２月１１日に告示され、同日、

議案等の配付をいたしました。 

 今期定例会の運営については、あらかじめ議会運

営委員会と諮り、会期及び日程等を審議いたしまし

た。 

 本定例会に提出の案件は、町長からの提出議案１

０件、報告案件１件、議長からの報告案件５件及び

認定案件２件、議員からの発議案件１件でありま

す。 

 また、町長から本定例会までの主要事項につい

て、行政報告の発言の申し出があり、行政報告とと

もに平成２７年度建設工事発注状況を配付しました

ので参考に願います。 

 町の一般行政について、８名の議員から一般質問

の通告がありました。その要旨は、本日配付したと

おりであります。 

 本定例会におけます地方自治法第１２１条の規定

によります説明員は、町長以下別紙配付資料のとお

りでございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ７番 北 條 隆 男 君 

     ８番 竹 山 正 一 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期の決定につ

いて議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの

２日間といたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、１２月１６日までの２日間と決

しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 本定例会までの主な行政執行経過について、町長

から報告の申し出がありましたので、発言を許しま

す。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第４回定例町議会に御出席をいただ

き、まことにありがとうございます。 

 この機会に、去る９月定例町議会以降におきます

町政執行の概要について御報告させていただきま

す。 

 初めに、平成２７年度の町表彰式についてであり

ますが、多くの御来賓の御臨席を賜り、１１月３日

に挙行いたしました。町の関係では、長年にわたり

地方自治の振興発展に貢献された２名に自治功労表

彰、また社会教育行政及び地域生活安全の推進、社

会福祉活動に功績を残されました３名に社会貢献

賞、さらに長年役場庁舎に生け花を飾られている１

団体に善行表彰を授与いたしました。 

 教育委員会関係では、文化功労賞とスポーツ功労

賞にそれぞれ１名を、また文化奨励賞とスポーツ奨

励賞には２８名と１０団体を表彰をさせていただい

たところであります。 

 国の栄典関係では、１１月３日発令の秋の叙勲に

おきまして、消防功労として瑞宝双光章を１名、瑞

宝単光章を１名が受章され、また、同日発令の危険

業務従事者叙勲では、防衛功労として瑞宝単光章４

名、消防功労として瑞宝単光章を２名が受章されま

した。 

 受章されました皆様の御功績に対し、心より敬意

をあらわしますとともに、ますますの御活躍と御健

勝をお祈り申し上げる次第であります。 

 次に、第２０回国勢調査についてでありますが、
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１０月１日を調査基準日として全国一斉に実施され

たところであります。今回の調査から、インター

ネット回答も導入され、本町の調査結果は速報で世

帯数４,３６２戸、世帯人員数１万８１５人となっ

ており、前回調査から世帯数で１３戸、世帯人員数

で７３０人の減となっているところであります。 

 次に、全国町村長大会及びふるさと会等について

でありますが、１１月１８日の全国町村長大会に出

席するとともに、旭川十勝道路の整備促進に向け

て、秋季の中央要望を行ってまいりました。また、

東京ふらの会総会が開催されましたことから、沿線

市町村長とともに出席をしてまいりました。 

 なお、札幌上富良野会総会につきましては、１１

月６日に開催され、町内関係者とともに出席し、本

町にゆかりのある多くの方々とお会いし、親交を深

めることができました。 

 次に、本町の人口ビジョン及び総合戦略の策定状

況についてでありますが、８月末の素案取りまとめ

以降、町内関係団体の方々や１１月１２日に開催し

たまちづくりトークでの御意見を初め、議会特別検

討委員会よりいただいた意見書を踏まえて、１０月

１日に設置しました「上富良野町まち・ひと・しご

と創生会議」で、２回にわたり議論をいただいたと

ころであります。 

 その後、１１月３０日に開催いたしました策定委

員会において、人口ビジョン・総合戦略をまとめま

したことから、今後、パブリックコメントに付し、

年度内に策定するよう取り進めてまいります。 

 次に、北海道日本ハムファイターズ市町村応援大

使の来町についてでありますが、今年度、本町の応

援大使となりました、杉谷拳士・石川慎吾の両選手

が、１１月２７日に本町を訪れ、上富良野小学校を

会場に町内の小学生と触れ合う機会を設け、子ども

たちにとって大変貴重な経験となりました。 

 また、夜には、社会教育総合センターにおいて、

トークイベントを開催し、お集まりいただきました

６００名の皆様と楽しい時間を過ごしていただきま

した。 

 次に、火山避難計画策定モデル事業についてであ

りますが、７月に改正された活動火山対策特別措置

法により、常時観測火山に隣接する自治体に、避難

計画の策定が義務づけられたところであります。 

 国においては、計画作成のノウハウを関係自治体

に提供していくことを目的として、このたび、那須

岳、白山とともに、十勝岳が避難計画の策定を支援

する国のモデル事業に選ばれたことから、今後、計

画の作成を進め、火山防災対策に有効に活用してま

いります。 

 次に、基地対策及び自衛隊関係についてでありま

すが、１１月１９日に北海道基地協議会によります

「平成２８年度基地関係予算の確保及び基地交付金

に関する要望、防衛施設周辺整備対策に関する中央

要望」を行い、同月２７日に北海道自衛隊駐屯地等

連絡協議会によります「北海道の自衛隊体制強化を

求める中央要望」をそれぞれ国会議員、自由民主党

本部、財務省、防衛省に対して行ってまいりまし

た。 

 また、１０月１５日から１６日にかけて、富良野

地方自衛隊協力会によります「上富良野駐屯地現状

規模堅持更なる拡充を求める要望」を道内選出国会

議員、防衛省に対して行ってきたところでありま

す。 

 次に、記念行事についてでありますが、創隊２０

周年を迎えた第２戦車連隊を初め、この間、地元駐

屯地関連部隊の記念行事に参加させていただくとと

もに、１０月４日の第２後方支援連隊創立２７周年

記念行事、北海道殉職者隊員追悼式及び北部方面創

隊６３周年記念行事に、それぞれ参加したところで

あります。 

 次に、臨時福祉給付金についてでありますが、１

１月４日に申請受け付けを終了し、申請辞退や居所

不明などにより申請のなかった方を除き、支給対象

１,５８７件に対し、１,５５８件、１,２８０万４,

０００円を支給したところであります。 

 また、子育て世帯臨時特例給付金につきまして

は、８８６世帯、対象児童数１,４９１人、４４７

万３,０００円を支給いたしました。 

 次に、姉妹都市交流についてでありますが、１０

月１０日から１１日に開催されました「津まつり」

に、私ほか職員・関係者を含む６名で訪問し、本町

の観光・特産品のＰＲ、販売を行うなど、来場者に

広く紹介させていただいたところであります。 

 平成２９年度には、友好提携２０周年を迎えるこ

とから、来年度は、これまでの交流を振り返るとと

もに、今後における人材交流や経済、スポーツ・文

化などさまざまな分野においての交流、推進につい

て確認してまいります。 

 次に、北海道・アルバータ州姉妹都市連絡会議に

ついてでありますが、今年度は、本町を会場として

１１月１１日に開催されました。 

 当日は、カナダ・アルバータ州政府在日事務所代

表のデイビット・アンダーソンさんを初め、北海

道、北海道カナダ協会外８自治体に出席をいただ

き、本年１０月に実施されました北海道・アルバー

タ州姉妹提携３５周年事業と各自治体の交流状況に

ついて、意見交換をさせていただいたところであり

ます。 

 次に、マイナンバー制度開始に伴う個人番号の通
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知カードについてでありますが、本町の対象世帯

５,２５５世帯に対し、これまで簡易書留で郵送さ

れましたが、再配達期間が経過したり、郵便物の転

送サービスを利用できないことにより、１２月１０

日現在、３８３世帯分の通知カードを役場で保管し

ているところであります。 

 返戻された通知カードにつきましては、未着世帯

の申し出により、随時交付させていただいておりま

すが、なるべく早く受領していただけるよう広報

紙、防災無線により周知を図るとともに、翌年１月

以降には、世帯宛てに通知を検討してまいります。 

 また、通知カードの取り扱い、個人番号カードの

申請等についての相談・照会につきましては、引き

続き、丁寧な対応を心がけて、説明を行ってまいり

ます。 

 次に、プレミアム商品券事業についてであります

が、下半期に発行する７,５００組につきまして

は、９月１６日から２５日までの事前予約期間に

５,２６２組の予約があり、残り２,２３８組につき

ましても引きかえ販売後３日目の１０月５日は、全

て完売したところであります。 

 商品券の利用状況につきましては、１１月末現在

で、発行額９,０００万円の６４.４％に当たる５,

７９８万３,０００円との報告を受けているところ

であります。 

 また、児童手当支給対象世帯に交付し、１１月末

で使用期間が終了した子育て応援商品券交付事業に

つきましては、９１７世帯の申請があり、対象児童

数１,５５３人、４９６万７,０００円分の商品券を

交付したところであります。 

 次に、北海道治水砂防海岸事業促進同盟への行事

参加についてでありますが、１１月２６日に東京都

で開催された全国治水砂防促進大会へ出席してまい

りました。今後におきましても、道内の河川砂防整

備の促進はもとより、本町の河川砂防施設の整備が

より進むよう取り組んでまいります。 

 次に、第５２回町総合文化祭についてであります

が、１０月３１日から１１月３日までの４日間、社

会教育総合センターにおいて開催されました。 

 開催に当たっては、多くの町民の皆様に参加して

いただき、作品展示、郷土館特別展示、町民コン

サート、芸能発表のほか、体験コーナーなどの協賛

事業が行われ、延べ２,７８６名の方々に御来場を

いただき、盛会のうちに終了することができまし

た。 

 また、１１月６日には、特別協賛事業として、北

海道舞台塾ふらの塾ＯＢユニット公演が、保健福祉

総合センターにおいて開催され、２５８名の方々に

鑑賞いただいたところであります。 

 次に、児童生徒のクラブ等の活動についてであり

ますが、上富良野小学校スクールバンドが、１１月

２８日に開催された旭川地区小学校スクールバンド

フェスティバルにおいて大賞を受賞し、来年２月に

横浜市で開催される「２０１６全国小学校管楽器合

奏フェスティバル・東日本大会」に出場することと

なり、その活躍が大いに期待されるところでありま

す。 

 また、上富良野中学校陸上部３名が、１０月２３

日から横浜市で開催された「全国ジュニアオリン

ピック大会」に出場し、このうち１名が女子４００

掛ける１００メートルリレーにおいて、北海道選抜

チームの選手として出場し、見事、全国優勝を果た

しました。生徒の健闘と活躍をたたえるとともに、

今後のさらなる活躍に期待するところであります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、９月定例町議会で報告以降に入札執行した建設

工事は、１１月２４日現在、件数で９件、事業費総

額で１億１８８万７,２００円で、本年度累計では

４０件、事業費総額１６億７,６７９万６,６６０円

となっております。 

 詳細につきましては、お手元に「平成２７年度建

設工事発注状況」を配付しておりますので、御高覧

をいただきたく存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

      ◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告について、監査委員

より報告を求めます。 

 代表監査委員、米田末範君。 

○代表監査委員（米田末範君） 監査及び例月現金

出納検査の結果について御報告いたします。概要の

み申し上げますので、御了承を賜りたいと存じま

す。 

 初めに、定期監査の結果について御報告を申し上

げます。 

 １ページをお開きください。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により定期監

査を執行しましたので、同条第９項の規定により、

その結果を報告いたします。 

 監査の対象及び範囲ですが、町民生活課所管の財

務事務を監査の対象として、平成２７年１１月１８

日の１日間、平成２７年度に執行された財務及びこ

れらに関する事務の執行状況を監査いたしました。 

 監査の方法ですが、所管財務事務に関しての一部

を選択して試査する部分監査とし、伝票、決議書な
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ど関係書類の資料の提出を求め、その中から抽出し

て点検、照合を行うとともに、必要に応じて関係職

員から事務の執行及び内容の聴取もいたしました。 

 監査の結果を申し上げます。 

 抽出により試査した結果、財務に関する事務は、

おおむね適正に執行されていると認められました。 

 次に、２ページ目から１３ページ目の例月現金出

納検査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、

例月現金出納検査を執行いたしましたので、同条第

３項の規定により、その結果を報告いたします。 

 平成２７年度８月分から１０月分について、概要

並びに検査結果を一括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は、別紙資料に示

すとおりであり、現金は適正に保管されていること

を認めました。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１４ページ

にございますので、参考としていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

      ◎日程第５ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 報告第２号町内

行政調査について、報告を求めます。 

 総務産建常任委員長、中澤良隆君。 

〇総務産建常任委員長（中澤良隆君） ただいま上

程されました報告第２号町内行政調査報告について

御報告申し上げます。 

 裏面をごらんください。 

 町内行政調査報告書。 

 平成２７年第３回定例会において議決された町内

行政調査について、次のとおり実施したので、その

結果を報告する。 

 平成２７年１２月１０日。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 総務産建常任委員長、中澤良隆。 

 厚生文教常任委員長、佐川典子。 

 記。 

 １、調査の経過。 

 平成２７年１０月６日、全議員による合同調査と

して町内行政調査を実施し、町内公共施設等の現況

を視察し、町理事者及び所管課長等から説明を求

め、調査を行った。 

 ２、調査の結果。 

 施設等の把握をすることを重点とし、１４カ所の

現地調査を行ったところ、その実態により今後の議

会審議に資することとした。 

 調査時点では、工事などおおむね適正に進められ

ているが、今後においても適正な施工・管理に努め

られたい。 

 調査した施設等は次のとおりである。 

 以下、１４カ所については御高覧願います。 

 以上、町内行政調査の御報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 報告第３号議員

派遣結果報告について、報告を求めます。 

 議会運営委員長、金子益三君。 

〇議会運営委員長（金子益三君） ただいま上程さ

れました報告第３号議員派遣結果について、朗読を

もって報告とさせていただきます。 

 裏面を御高覧ください。 

 議員派遣結果報告書。 

 平成２７年第３回定例会において議決された議員

派遣について、次のとおり実施したので、その結果

を報告する。 

 平成２７年１２月１０日。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 議会運営委員長、金子益三。 

 記。 

 １、富良野沿線市町村議会議員研修会。 

 （1）研修の経過。 

 本町議会は、平成２７年１０月５日に上富良野町

で開催された富良野沿線市町村議長会主催の議員研

修会に１３名が参加した。 

 （2）研修の結果。 

 北海道保健福祉部健康安全局国保医療課長、望月

泰彦により、「国民健康保険の見直しについて」の

講演を聴講した。 

 ２、上川管内町村議会議員研修会。 

 （1）研修の経過。 

 本町議会は、平成２７年１０月２７日に当麻町で

開催された上川町村議会議長会主催の議員研修会に

１４名が参加した。 

 （2）研修の結果。 
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 東京大学大学院農学国際専攻教授、鈴木宣弘氏よ

り、「ＴＰＰ交渉について」の講演と、経済ジャー

ナリスト須田慎一郎氏より、「日本経済の課題と展

望」の講演を聴講した。 

 以上、結果報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって議員派遣結果について、報告を終わります。 

────────────────── 

      ◎日程第７ 報告第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 報告第４号議会

懇談会開催結果報告について、報告を求めます。 

 議会運営委員長、金子益三君。 

〇議会運営委員長（金子益三君） ただいま上程さ

れました報告第４号議会懇談会開催結果報告につい

て、朗読をもって報告といたします。 

 １枚、お開きください。 

 議会懇談会開催結果報告書。 

 平成２７年第３回定例会において議決された議会

懇談会について、次のとおり実施したので、その結

果を報告する。 

 平成２７年１２月１０日。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 議会運営委員長、金子益三。 

 記。 

 １、開催の目的。 

 上富良野町自治基本条例による「議会の役割と責

務」の趣旨に基づき、議会の監視機能や政策提言活

動など議会活動を町民に直接報告するため、全議員

による議会懇談会を町内４カ所で開催いたしまし

た。 

 結果については、全会場で寄せられた意見などを

まとめ、かみふらの議会だよりで周知、報告するも

のとします。 

 まとめといたしまして、（1）今回は、これまで

の議会報告会から議会懇談会として見直しを行い、

できるだけ多くの意見を聞くよう内容の変更を行い

開催した。 

 第１部では、各常任委員会の活動報告とし、委員

会で調査した事項等について説明を行った。 

 第２部では、参加者と議会との直接的な懇談の場

を設けて、住民の質問に議会が答えるという一方通

行ではなく、住民からまちづくりの意見を聞くとい

う、相互の意見交換が図られた。今後も引き続き幅

広い住民の意見を聞きながら、議会活性化とともに

住民に身近で、開かれた議会を目指していく。 

 （2）今回の議会懇談会において、住民から出さ

れた要望等で重要なものについては、町長に書面で

提出し、今後の町政の参考とするよう求めていく。 

 （3）多くの方が参加するよう、より興味を持ち

やすい議会懇談会のテーマや、参加しやすい実施方

法などについて、さらに検討する必要がある。 

 なお、開催日、開催場所、参加人員、出席議員等

につきましては、御高覧いただいたものとして省略

させていただきます。 

 以上、報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって、本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第８ 報告第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 報告第５号総合

戦略特別検討委員会結果報告について、報告を求め

ます。 

 総合戦略特別検討委員会委員長、村上和子君。 

○総合戦略特別検討委員会委員長（村上和子君）  

 ただいま上程されました報告第５号結果報告を朗

読をもって説明にかえさせていただきます。 

 裏面をごらんください。 

 総合戦略特別検討委員会報告書。 

 平成２７年第３回定例会において設置された総合

戦略特別検討委員会について、次のとおり意見書を

提出したので、会議規則第７７条の規定により、そ

の結果を報告する。 

 平成２７年１２月１０日。 

 上富良野町議長、西村昭教様。 

 総合戦略特別検討委員会委員長、村上和子。 

 記。 

 １、検討の経過。 

 平成２７年９月２９日に設置議決後、議長を除く

１３名の委員で１０月２９日までの間に計５回の総

合戦略特別検討委員会を開催し、上富良野町まち・

ひと・しごと創生総合戦略(素案)の検討・意見集約

を行い、意見書としてまとめた。 

 ２、意見書の提出。 

 １０月２９日委員会終了後、「上富良野町まち・

ひと・しごと創生総合戦略意見書」を西村議長に提

出した。 

 １１月９日、議長より町長に意見書の提出が行わ

れた。 

 提出された意見にいては、今後の総合戦略策定に

おいて十分検討されたい。 

 ３、上富良野町まち・ひと・しごと創生総合戦略

意見書、別添のとおりでございます。 
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 既に御高覧いただいているものと思いますが、恐

れ入ります総合戦略意見書の６ページを、終わりの

ところだけ朗読させていただきたいと思います。 

 このたびの「上富良野町まち・ひと・しごと創生

総合戦略」の策定に当たり、人口減少対策は、出生

率の向上と転出抑制と転入増加により、人口規模の

確保を図らなければなりません。 

 上富良野町の総合戦略(素案)においては、２０４

０年に合計特殊出生率と純移動率の改善により、約

１万人の人口を維持するとのことであるが、出生率

の向上、転出抑制策、転入増加策の施策展開の内容

が目標を達成するためにも、より具体的に記述する

ことが望ましいと考える。 

 今を生きる私たちは、次世代を担う子どもたち

へ、豊かで住みよい地域を継承していくことが重要

な責務であると考えます。 

 以上のような認識から、「かみふらの総合戦略」

は、人口減少と地域経済縮小の克服に向けて、具体

的施策の重点化、集中化を全ての町民とともに、総

力を挙げて取り組まなければなりません。また、現

在まで第５次総合計画や農業振興計画等の個別計画

によりさまざまな事業を展開し、着実に事業を進め

られていますが、今後、さらに充実・拡充し、さら

なる町の発展、振興のために尽力されるよう望みま

す。 

 執行部においては、本提言の趣旨を十分踏まえ、

実効性のある「総合戦略」を策定し、着実に推進さ

れますことを要望します。 

 以下でございます。御審議賜りまして、お認めい

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第９ 報告第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 報告第６号専決

処分の報告について、報告を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました専決処分に関する報告第６号南部地区土

砂流出対策工事(ベベルイ川)(Ｈ２６国債)請負契約

の変更について経過報告を行います。 

 本工事は、平成２７年３月３日に議決を賜り、工

期を平成２７年１２月１０日までとし、株式会社ア

ラタ工業により施工され、現場不都合があったこと

から、設計変更を行ったところであります。 

 １点目は、護岸ブロックにおきまして、設計の箇

所で洗掘が多かったことから、護岸ブロック敷設面

積の増による増額となったこと。 

 ２点目に、既設護岸ブロック及び護床ブロックの

一部を再利用する計画としておりましたが、予想以

上に劣化が激しいことから、一部新材による敷設を

行ったこと。 

 ３点目に、演習場内を工事用道路として使用して

いることから、補足砂利が必要となり、増額となっ

たこと。 

 以上、増額要因３点について、北海道防衛局と協

議を終了しましたことから、平成２７年１１月３０

日の専決処分により、４９万６,８００円を増額す

る契約変更を行ったものであります。 

 以上、朗読をもって説明にかえさせていただきま

す。 

 報告第６号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項。南部地区土砂流出対策工事(ベベルイ

川)(Ｈ２６国債)請負契約の変更について。 

 １ページをお開きください。 

 専決処分書。 

 南部地区土砂流出対策工事(ベベルイ川)(Ｈ２６

国債)請負契約の締結(平成２７年３月３日議決を経

た議案第３０号に係るもの)を次により変更するた

め、地方自治法第１８０条第１項の規定により、次

のとおり専決処分する。 

 平成２７年１１月３０日。 

 上富良野町長、向山富夫。 

 記。 

 変更する事項。 

 契約金額。変更前、７,１８７万４,０００円。変

更後、７,２３７万８００円。 

 以上、報告といたします。御承認賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１０ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 
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 初めに、６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 私は、さきに通告してあり

ます２点につきまして、町長に所信をお伺いいたし

ます。 

 初めに、外国語対応職員配置についてお伺いいた

します。 

 今年度、外国人観光客の入り込み状況につきまし

ては全国はもとより、北海道においても過去最高の

入り込みとなった地域が多数あると報道されており

ます。まさに、爆買いなどの言葉が生まれるまで、

アジアからの富裕層のインバウンドが激増している

状況にあります。我が町においては東日本大震災、

いわゆる３.１１以前の中国本土からの観光客の入

り込み状況の数字までには至らないものの、台湾や

香港を初めとした東南アジア諸国からの観光客の入

り込みも昨年に比べると、増加をしている状況にあ

ります。さらに、富良野・美瑛の広域観光圏におい

ての外国人観光客の入り込み状況は、さきの北海道

新聞の報道にもありますように、年々大きく伸ばし

ている状況にあります。 

 そのような中、先日、占冠村にあります観光施設

も、中国企業が国内の大手リゾート企業から１８０

億円を超える金額で買い取りが進み、今後ますます

富良野・美瑛地域への外国人観光客の増加が見込ま

れる状況にあります。このような状況において、現

在、我が町上富良野町の観光案内施設では、外国語

対応の職員が不在の状況にあります。富良野市、美

瑛町、中富良野町の観光協会においては、外国語対

応職員が数名配置されており、占冠村においては、

民間の観光施設に外国語対応の職員が常勤をしてい

る状況にあります。 

 我が町においては、かみふらの十勝岳観光協会

で、正職員として外国語が対応できる職員が配置さ

れておらず、パートの職員一人が唯一、独学で学ん

だ少しの外国語の対応をしている状況にあります。 

 駅舎等で行っている観光ボランティアの皆さんに

おかれましても、外国人の外国語への対応について

は困惑している状況にあり、我が町のこれからのイ

ンバウンド観光客増加のためにも、早急に外国語が

対応できる職員を観光部署に配置させる必要性を強

く感じますが、この対応についていかがか、町長に

お伺いをいたします。 

 ２点目についてお伺いいたします。２点目は、自

転車を活用した、まちづくり観光振興についてお伺

いいたします。 

 近年、北海道への新しい観光分野として、スポー

ツサイクリングを中心とした観光が大きく伸びてい

る状況にあります。昔は自転車の旅行というと、お

金をかけずに時間に制約がない学生さんたちが、ラ

ンドナーと呼ばれるツーリング型の自転車に乗っ

て、通過型の旅行というのが主流でありました。し

かしながら、昨今は数十万円から、高い物では数百

万円の高級自転車による、本格的なツーリングやロ

ングライド、さらには各種目的別のサイクルイベン

トが非常に人気で、多額の参加費を払ってでも遠方

から訪れるようになってきております。 

 富良野・美瑛の広域観光圏においては、富良野市

を中心としたグレートアース、美瑛町では町が開催

するセンチュリーライドに代表されるように、各種

のサイクルイベントが人気を有し、年々参加者も増

大傾向にあります。また、全国の自転車によるまち

づくりでは、広島県と愛媛県が協働で行う「しまな

み海道」のサイクリストの取り込みは、観光客誘致

の主流となっており、地場の産業の活性化や新しい

産業の創生もされていることも現状事実でありま

す。 

 町においてもこの間、十勝岳ヒルクライムが２回

開催され、上富良野町内の観光地を周遊しながら、

町内で食事や買い物をして回るイベントなども２回

開催されて、官民協働での自転車を活用した新しい

観光振興への機運が非常に高まってきております。

そこで今後の展開について、取り組みをどのように

考えるかお伺いいたします。 

 一つ目としては、町がイニシアチブをとって、富

良野・美瑛エリアのサイクリングコースの核とし

て、また、サイクリストへのおもてなしの拠点とし

ての取り組みを行ってはいかがか。 

 ２点目としては、各種メディアを招聘し、サイク

リストを多く取り組むために、有名なサイクル雑誌

への協力をして、サイクリスト観光客増加に向けて

このエリアを発信するために、別枠の予算をつけて

出版社と協働で別冊の出版協力をしてはいかがで

しょうか。 

 ３点目は、観光客がみずからの自転車を持ち込ま

なくても、また、サイクリストの初心者が気軽に自

転車に乗ってこの地域を散策できるように、公共の

レンタルサイクリング拠点をつくり、富良野エリア

で共有をし、自転車周遊観光の促進のためのインフ

ラ整備と、有名な自転車メーカーとの協働により、

この富良野地域エリア独自の自転車を開発してはい

かがか。 

 ４点目として、現在、さまざまな民間の団体で取

り組んでいる広域の事業へも町として後援をして、

起業化、そして新たな雇用の機会の創出へのバック

アップを協力してはいかがでしょうか。 

 以上、２項目の中４点について、町長に所信をお

伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 
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○町長（向山富夫君） ６番金子議員の御質問にお

答えをさせていただきます。 

 まず、１項目めの外国語対応職員配置に関する御

質問にお答えをさせていただきます。 

 当町におきましても外国人観光客の入り込み数は

大きく伸びており、本年度、上半期で約７,０００

人、前年度同期の約３,０００人と比較いたしまし

ても、２倍以上の入り込みとなっております。今後

におきましても、この傾向が続くものと予想されま

すことから、増加が期待される外国人観光客への対

応につきましては、充実を図っていくことは、重要

なことと認識をしているところでございます。 

 御質問の外国語対応の職員の配置につきまして

は、外国人観光客の皆様に不安を感じさせず、かつ

快適に観光をしていただく上で、外国語対応の充実

は重要であると認識をしておりまして、特に夏の期

間における町内の観光案内所では、観光ボランティ

アの皆様の努力によりまして、情報提供などの対応

が図られておりまして、年々増加する外国人観光客

対応に、御苦労されていることも聞き及んでいると

ころであります。 

 これまでも観光協会におきましては、ホームペー

ジや飲食店会員の料理メニューなどでは、外国語対

応に取り組まれておりますが、外国語会話に対応で

きる人材を確保したインバウンド対応につきまして

は、観光協会など関係機関・団体との情報共有を図

りながら、対応策等の検討を行ってまいりたいとい

うふうに考えております。 

 なお、外国人対応職員の配置につきましても、こ

れらの検討を進める中で研究してまいりますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの自転車を生かしたまちづくり観

光振興に関する４点の御質問につきましては、これ

ら関連がありますことから、一括してお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、現在、増加を続けておりますサイクルス

ポーツ愛好者を地域の活性化に結びつけていくこと

は、大変有効なものと考えており、さまざまな地域

から訪れるサイクリストの皆様が楽しんでいただく

ための拠点、あるいは情報収集ポイント等の必要性

は、十分に理解できるところであります。 

 また、サイクリストのみならず、富良野・美瑛の

広域観光エリアへ訪れてくれる皆様は、それぞれに

思いや目的を持って来られていると思われ、圏域へ

の誘客戦略として、今後、さまざなニーズに対し行

政機関として果たす役割、あるいは民間力を生かす

分野、さらに圏域内での各地域の特性や強みを生か

したすみ分け等を、十分に協議を重ねていくべきも

のと思っております。 

 このような協議を通じ、御質問にあります情報発

信、あるいは拠点づくり、また、レンタルサイクル

等、個々の課題への町としての取り組み方を検討さ

せていただきたいと思います。 

 なお、現在、既に民間で取り組まれております広

域事業への支援につきましても、必要に応じて推進

をしてまいります。 

○議長（西村昭教君） 再質問受けます。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） まず、１点目の外国語対応

職員ということでございます。 

 町長も答弁の中でありましたように、本当に我が

町、早急に特に今、非常に増加しておりますアジア

からの観光客ですが、いわゆる母国語でなくてもい

いと思うのですよね。最低限やはり旅行客、日本に

来られる外国人はおおむね、ほとんどの方が英語は

通じるもので、できれば母国語というのは話せれば

いいのですが、最低限英語、英会話能力は持てる人

が常勤していませんと、例えば不測の事態が、道案

内ですとか、日の出公園をどうやっていったらいい

ですかということぐらいだったらいいのですが、や

はり旅行の形態も変わってきておりまして、過去は

大型バスで乗って観光地をただめぐっていくという

ことですが、今は外国人の方もみずからがハンドル

を握って運転をするというそういったものもありま

すし、本当に不測の事態、病院であったりとかいう

ものも駆け込みで来ることもございます。 

 そういったものもありますので、少なくとも私が

提唱したいのは、最低限でも英会話能力はできる、

そういう常勤できる職員というものを、いずれかの

施設に置くことが望ましいのではないかと思います

が、まずこの点いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 多言語の中でもとりわけ英語ですね、英語による

意思疎通というものがかなりの部分を占めている

と、また、英語で対応しきれるというような状況

は、御発言のとおりだと思います。とりわけ私も

トップセールス等で、海外へ研修に行かせていただ

いた折なんかにも、痛切に感じておりますけれど

も、やはり意思疎通ができるというようなところに

は人も集まりますし、その効果というのは非常に大

きいというふうに考えております。 

 御質問の中にありましたとりわけ緊急時とか、あ

るいは不測の事態のときに即応できるそういう態勢

というものは、これはやはり観光地としての自治体

としてもしっかりと、その辺の備えは意識しておか

なければならないと考えておりまして、これは育成
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すると申しましても、なかなか時間のかかることで

ありますので、そういうような能力を持ち合わせた

方がそういう活躍の場、活躍していただけるような

条件整備をこれからしていくことは、観光地として

しっかりと地域おこしをしていこうと考えれば、避

けて通れないというふうに考えておりますので、ど

ういった形で進めるかということについては、これ

から関係の方々と協議して進めていくことになると

思いますけれども、方向としてはそういう御発言の

ようなことで、臨むことが必要だろうというふうに

は考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） まずちょうど新年度を迎え

るに当たって、恐らく観光協会サイドですとか、そ

れからそういう観光施設サイドからも、そういった

要望等は上がってくるものだと思っておりますし、

やはり本来であれば本当に常勤として、町の職員の

待遇の処遇のもとにしっかりと配置させるのが望ま

しいのでしょうが、町長が今おっしゃるように、人

材の確保部分というもの、また、その専門職として

雇うということがなかなか難しいでしょうから、そ

ういう協会であったり商工会であったり、割と一般

的な外国人観光客と公共の場で対応する時間の多い

そういった機関に職員配置ということで、例えば実

験的な形で３年なら３年とかという雇用期間を決め

て、しっかりと雇用契約を結べる職員を雇ってみる

というのも、一つのやり方だとは考えられますが、

いずれにしてもこの観光客の入り込み状況、上半期

の数値を見ましても、外国語対応できる人がいない

から観光客が減っているということではないのです

が、いずれにしても対応できる職員の置いてあると

ころというのは、やはりそういう魅力がある施設も

持っていますし、それに対応できる人員配置もなっ

ているということから、やはり富良野であり美瑛で

あり中富良野であり、そして占冠であるという広域

沿線の中においても、非常に外国の方々をしっかり

とおもてなしできる土壌というのができているとこ

ろには、やはり大きな数字があらわれているという

ことにもなっておりますので、やはり置いていかれ

ないためにもこの上富良野町、早急にそのような方

策が必要かなというふうに考えますが、その辺いか

がでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の多言語対応

に対します御質問にお答えさせていただきますが、

御質問にいただきましたことの中に、重要な部分が

大変多く含まれております。 

 先ほどのお答えと重複いたしますけれども、やは

りこの観光というものを主要産業に育てていくとい

うことを考えれば、一部民間にゆだねることのほう

が効果が高いものもありましょうが、やはり公とし

てバックアップをすると、あるいは環境をつくって

いくということもこれも大事なことでありますの

で、人材の確保の仕方、あるいは人材の処遇の身分

の置き方、そういったものを少し研究しながら、例

えば地域おこし協力隊のような人材の活用の方法

も、方法としては考えられますので、すぐ目指して

果たしてかなえられるかどうか、ちょっとわかりま

せんが、いずれにいたしましても目的意識をしっか

りと持っていれば、早い対応が可能かと思いますの

で、これから意を用いてまいりたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ぜひそのようなさまざまな

方策をとっていただきたいというと思います。 

 あと、町長も御存じだと思うのですけれども、

今、タブレットですとか、スマートフォンのアプ

リ、総務省がつくっているやつで、多言語の無料の

アプリケーションがあるのですね。ここにもあるの

ですけれども、ちょうどこの間、参議院の長谷川岳

先生が来たときに、フリーボイスというのがあっ

て、日本語で「こんにちは」としゃべると、いろい

ろな国の言葉がそのまましゃべってくれるというの

があるのですね。それはスマートフォンでなくても

タブレットでもありますので、先ほど町長がおっ

しゃっていただいたように、やはりコミュニケー

ションというのはこういうツールではなく、生の言

葉でするというのが一番安心感もありますし、それ

からおもてなし感も出るのですが、不測の事態です

とかそういった場合、本当にできない緊急の場合と

いうのは、かなりな三十何カ国語ぐらい入ってい

る、総務省で無料であるのですけれども、こういっ

たものも例えばそういう観光施設であったりとか観

光案内所にタブレットとして配置することで、いわ

ゆる緊急のところを乗り切れると思いますので、そ

ういったものを配置する。 

 一方で、また、マンパワーを有した人と人との触

れ合いというものを大切にしていくおもてなしとい

うもの、両面から進めていっていただきながら、こ

れらの外国語に対応することが望ましいと思います

けれども、その辺どうでしょう。そういったものの

ハードの整備なんていうのは、できるものでしょう

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 そういった便利なツールの活用についても、大変

有効であると思います。ただ、どういったところ

が、どういう形で整備していくかということは、ま
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た少し視点が違うのかなと思いますが、ただ、そう

いうもので十分に活用しながら、やはりメインは人

が対応することが望ましいのでしょうが、緊急的な

場合にはそういったものの活用というものも有効で

あると思いますので、観光協会初め富良野の広域観

光も含めまして、そういった協議の中でぜひ上富良

野も、おくれをとることのないような対応をしてま

いりたいと考えておりますので、御理解を賜りたい

と存じます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 本当に町長とは、思いが同

じところがありますので、ぜひ進めていただくよう

私たちも強く協力させていただきたいと思います。 

 ２点目の自転車を活用した、まちづくりのことで

ございますが、若干もう少し深掘りして私のほうか

ら再質問したいなと思うのですけれども、いわゆる

町がイニシアチブをとっていただきながら、このエ

リア内で拠点をしていただきたいなというのは、や

はりまだまだ自転車観光というのは、日本におい

て、特に北海道においては日が浅いように私も感じ

ております。ただ、熱烈なファンというのが非常に

多い分野でもありますので、この富良野・美瑛の広

域観光の中においても、まだまだ未成熟な観光分野

にあります。 

 ですから、チャンスというか、チャンスという言

い方ちょっと語弊がありますけれども、地形的に

も、それから人材的にも、それからいわゆる外から

見たエリアの中の立地としても上富良野、非常に自

転車を生かした交通づくりだったりとか、その観光

づくりというものに対しての優位性というのを非常

にエリアが高いものですから、ぜひ近郊のエリアで

あったりとか、また、他の観光圏に負けないという

か、先んじてやることが非常に望ましいかなという

ふうに思っております。 

 官民のいわゆる機運が今、非常に上がってきてい

る状況にありますので、ぜひここは町長、リーダー

シップを発揮していただいて、他の自治体と共同は

もちろん共同でいいと思います。上富良野町だけと

いうことはないのですから、核として、中心として

ここがいわゆるサンクチュアリになるべきだという

ふうに考えますが、その取り組みについてはいかが

でしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の自転車の振

興の御質問についてお答えさせていただきますが、

私みずから自転車の愛好者の仲間に入っているよう

な、まだそこまで到達しておりませんので、割り引

いて聞いていただきたいと思いますが、今、金子議

員のほうからは自転車を生かしたまちづくり、地域

おこしということで御発言いただいていると思いま

すが、そういった特定のスポーツ、あるいは物を通

じて地域おこしをするという事例は、全国にたくさ

んあることも承知もしております。 

 ただ、自転車につきましても私の知る範囲におい

ても、広いフィールドを走って楽しむ方、あるいは

ヒルクライムのような競技性の高いそういったもの

もありますでしょうし、そういう中からこの上富良

野がその核として、拠点としてそういったことの機

能を持つことによって、それらがさらにしっかりと

した育っていく拠点に、拠点というか、そういう力

を与えることになるとすれば、それはどういう形が

望ましいかということはもう少し議論を重ねていか

なければ、町が主体的に取り組むとすれば、仮に仮

定すれば、他にもいろいろ町おこしのツールとなり

得るものもあることから、そこは少し、町の立ち位

置はどういうふうにあるべきかということは、少し

議論を必要とすることと思いますけれども、いずれ

にいたしましてもそういった将来性を見込めるもの

について、ただ、後ろから眺めていればいいという

ことではないと思いますので、少しいろいろ研究を

しながら、冒頭のお答えでも述べさせていただいて

いますけれども、自転車だけということに特化しな

いで、さらにあらゆる上富良野、富良野エリアを発

信する拠点が上富良野から発信できれば非常に望ま

しいことなので、その辺は少し幅広く勉強させてい

ただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 私も本当にそうなったらい

いなと思いますので、今後ともしっかり知恵を出し

合いながら、上富良野の魅力というものをいろいろ

なツールを使って発信していくのは大事で、その一

つに、今、まだまだそのブームではないのですけれ

ども、火つけ役となった自転車というものは、有効

なものになるというふうに考えますので、引き続き

お願いしたいと思います。 

 それで、先ほどの二つ目のいわゆるメディア招聘

というところなのですけれども、具体的に言います

と、自転車業界というところの一番の王道の雑誌で

サイクルスポーツという雑誌があります。これは非

常に自転車の競技をされている方、それからツーリ

ングをされている方、幅広く購読をされているので

すけれども、実は八重洲出版という出版会社が、今

回別冊で第１号が、先ほど申しました「しまなみ海

道」の特集の別冊を先般発行いたしまして、これも

かなりな売り上げというか、いわゆるサイクリスト

の皆さんにとってはバイブルとなるべくものなので

す。 

 内容については本当に、しまなみ海道に即した枝
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道であったりとか、それから一番いいなと思うのは

特産品であったりですとか、それから食べる物、そ

の町並み・文化そういったものも全部紹介して、い

わゆる丸ごとしまなみというものが、第１号として

出版されました。今、第２号はどこにするかという

選定がまだないという、実はその出版社の編集長が

上富良野町に来られて、上富良野町の十勝岳サイク

ルクラブにおいて、ＴＣＣの会長さんと直接お会い

していろいろ進めて、次はどこにしようかという打

ち合わせをされている最中でございました。 

 やはり出版に当たる、いわゆるこちら側からのコ

ミッション等々も発生してきますので、簡単にその

選定というのはできなかったのですが、広い意味で

この上富良野町だけでは、今言う広域の富良野・美

瑛の中の拠点としてやるのであれば、西のしまな

み、そして北のいわゆる大雪山を背景としたこのエ

リアというのは、非常にサイクリストにとっても魅

力あるものでありますし、そういうかなりな大きな

メディアというものを利用するということによっ

て、また、ボトムアップが図られるのかなと思いま

す。ぜひこの辺、上富良野単体の事業でなくても構

いません。そのための広域観光圏の富良野・美瑛の

協議会もありますので、そういったものの中で、町

がそういう第２号としてやるものなどの提案など

も、ぜひ町長のほうからしていただきたいというふ

うに考えますが、この辺はいかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の自転車振興

に伴います地域発信についての御質問にお答えさせ

ていただきますが、そういったメディアを通じて発

信をしていくということは、さまざまな事業振興の

中では、今では大変大きな力を持っているというふ

うに私も理解をしているところでございます。 

 とりわけサイクルスポーツにつきましては、しま

なみ海道につきましては、もはやあそこはサイクル

スポーツをされる方の聖地というふうに私も聞いて

おりまして、なかなかそこにはまだまだ及ぶもので

はないかなというふうに思いますが、広島県、それ

から対岸、四国愛媛ですね、両自治体も非常にこれ

まで熱心に取り組んできたということも伺ってもお

ります。 

 そういうような、あそこまで一気に到達すること

は不可能にいたしましても、議員から御発言ありま

したように、広域圏としてやはり今、サイクルレー

ンも整備をさせていただいているところであります

ので、そういう発信のチャンスがあれば、それは大

いに事業、今まで行ってきた事業を有効に活用する

ことになりますので、ぜひ広域圏の協議会の中で、

そういった取り組みについての提案と申しましょう

か、発言もしてまいりたいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） ぜひ広域を上手に使ってい

ただきながら進めていただきたいと思います。 

 ３点目のいわゆる公共のレンタルサイクリングで

ございますが、これは割と公共のレンタルサイクリ

ングというのは、大きな自治体さまざまなところで

扱っている。有名なのは東京都の乗り捨てていくと

いうやつもありますし、それから大阪の堺市は、町

のほうで管理をしてやっております。 

 もちろん、このしまなみに行ったときも、私も自

分でも乗ってみたのですけれども、あそこもレンタ

ルサイクリングをやって、何がいいかというと、こ

の辺のレンタルサイクリングというのは、借りたと

ころに返さなければならないのですね。ただ、広域

で取り組んでいるというのは、乗り捨てができるの

ですね。自動車のレンタカーあたりも借りたところ

と返すところが、同じところよりは、借りたところ

どこでも返せますよというのは、非常に優位性が高

くて、いわゆる使い勝手がいいものになっておりま

す。 

 そういったもののシステムというのをぜひ、この

富良野・美瑛の中で取り組みをしてみてはいかがか

なと。例えば、上富良野へＪＲで来て、上富良野駅

あたりから乗った人が、中富良野のほうの花畑を見

て、そして富良野のワインハウスでお土産を買っ

て、そこで乗り捨てることができるとかというそう

いうシステムが、いち早く構築されればいいなとい

うふうに思いますし、ただ、普通の自転車はやっぱ

りおもしろくないのですね。 

 先進事例のすばらしい取り組みというのは、そこ

の町独自の自転車を開発させるのですね。美瑛で言

いますと、大手のジャイアントさんが非常に連携を

図っておりますし、その町並みに合う自転車という

のをデザインして、ここから始まりというところの

おもてなし事業というのを、ぜひ進めていただきた

いと思います。いろいろなサイクリストだけではな

いのですね、普通の観光客が公共の交通機関を用い

てきたときでも、周遊できるというシステムができ

ると思いますので、そういった一つの切り口にもな

ると思います。その辺はいかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員のレンタルサ

イクリングについての御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 何と申しましょうか、取り組み、そのシステムと

して、そういったことは大いに観光に訪れた方々に

は、喜んでいただけるシステムかなというふうに思
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います。ただ、非常に自治体等が、公が主体的にや

ることになじむ事業かどうかということから申しま

すと、どちらかと申しますと、私が申し上げるのは

あれですが、非常に役所というのは商売が得意では

ないものですから、まさしくそういうような地域の

オリジナルの特色のある自転車だとか、あるいは

方々の観光スポットで乗り捨てできるとか、そうい

うことはまさしく民間の皆さん方がネットワークを

つくって、そして取り組んでいただけることのほう

が、自分の商売にもつながりますし、そういう側面

から行政としてお手伝いは可能であったとしても、

そういったことはまさしく民間の皆さん方が多様な

ニーズを、知識を持っておられますので、そういっ

たところに私どもからアプローチしていくことは結

構ですけれども、これは民間にゆだねることのほう

が実効が上がるのではないかというふうに考えてお

りますので、私どもとしてもそういった御相談があ

れば、側面から御協力させていただくようなことは

あると思いますけれども、行政が主体的にというの

は、なかなか難しいのではないかなというふうに

思っております。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） もちろん行政が、それで金

もうけをしなさいとかということではありません。

例えば、乗り捨てをすると、当然、回収等々もあり

ますので、そういったところのトラックに自転車を

積んで戻したりするというところを、広島と今治の

間、尾道と今治の間もそういったものは行政のほう

でサポートしながら、運営をしているという事例も

ありますので、それから東川さんですか、あれは観

光協会さんがモンベルさんと提携をして、観光協会

の中にレンタルサイクルに新しい自転車を、マウン

テンバイクを数台買って用意するというふうにも、

何かそういう事業も取り組んでおりますので、１０

０％町がやれということではないので、今、町長

おっしゃったように、民間と連携を図りながら、民

だけではできないところを一緒にやっていっていた

だければ、非常にこのエリアとしても囲い込みがま

たできて、特色ある周遊型の観光につながるのかな

というふうに思いますが、先ほど町長も町がやるの

ではなく、町は側面からということでありました

が、もう一歩踏み込んで、そういった実働できる部

分であったり、もしくは町と自治体間で協力をする

ような話し合いのテーブルに乗るというのは、民間

では簡単ですけれども、そういうではなくて広域観

光圏の中で、エリアとしてやっているというのは、

やはり首長の皆さんの連携が必要となってくること

から、そういった取り組みをぜひ必要だと考えます

が、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 そういった新しい領域に事業を展開するというと

きに、今、御質問の趣旨のみならず、事業のみなら

ず、やはり一定程度民間の皆さん方、こういった民

間の皆さん方が力を発揮することが望ましいような

事業につきましては、ある程度成熟、熟度が積み重

なってきて、事業としてひとり立ちできるような状

況が生まれてくることが、まず大事ではないかなと

いうふうに考えております。 

 これからいろいろサイクルスポーツ、あるいは自

転車を通じた観光等が、どのように展開してくるか

ということを少し見きわめながら、そういったもの

がある程度、成熟してきたなというふうに感じられ

るようになった段階では、次のステップに進むそう

いうお手伝いも協力も必要であろうと思いますの

で、少し今この部分について勉強、あるいは推移を

見るまだ時期かなというふうに考えているところで

ございます。 

○議長（西村昭教君） ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） いろいろな観光の切り口と

いうものは、たくさん上富良野町を中心とした十勝

岳あり、そしてその丘陵があり、スポーツ施設があ

り、本当にそういった中では、さまざまな切り口の

中のもしかしたら一つのスポーツかもしれません

が、やはりこれから何といいますか、健康であり、

観光であり、そして環境にも優しい。 

 ヨーロッパなどでは、ＣＯ２の排出を抑えていく

ということからも自動車を入れるのではなく、ある

土日はモータープールにして自転車か、もしくは公

共のバスかというような形で、環境にも配慮すると

いった意味から、この富良野地域にぴったりなまさ

しく観光であり、まちづくりのキーとなるものであ

ると思います。 

 最後になりますけれども、民間のさまざまな他団

体が自転車に関する小さな動きから、本当に大雪山

を一周するようなコースをつくったりとかいうこと

も進めておりますし、そうなりますと、管内をまた

ぐような大きな事業になったりするようなことも進

めていると聞いております。 

 そのような中で、町内の皆さんが気軽に走れるよ

うな堤防の河川の整備であったりとか、それから今

おっしゃっていただいた自転車レーンの拡充であっ

たりというものも含めて、今、さまざまな総務省で

すとか、それから開発の現職の中にも非常に自転車

好きの方がいらっしゃって、この地域を注目してい

るという状況を聞いておりますので、町長として、

ぜひ上富良野町のトップセールスをそういった方
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に、この地域の優位性というのをますますこれから

ＰＲしてほしいのですが、この辺はいかがでござい

ましょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 こういった新たな観光のツール、あるいは地域お

こしのツール、こういったものを戦略的に進めてい

く中で、常々、私は思っておりますが、きっかけを

つくったり、あるいはここ一番というときに背中を

押す、そういう役割を行政が果たすということは、

これは大変大事であろうと思いますし、まさしく行

政の果たす部分だと思っておりますが、どちらかと

いうと、そういった環境をつくっていく中で、やは

り高い志を持っておられる方、一方ではどちらかと

いうと関心度の低い方々、そういった多くの皆さん

方が混在する、まず地域には混在しておりますの

で、そういう中から機運を、住民の皆さん方、地域

の皆さん方が後押しをしてくれるようなそういう地

域のムードと申しましょうか、そういった環境をま

ず、環境が整っていかなければ安定した事業、安定

したイベントとなかなかなりづらいというふうに

私、常々考えているものですから、ぜひ今、金子議

員から御提言ありましたようなさまざまなことにつ

きましては、行政としてそういったものを開花して

いくようなお手伝いなり、バックアップは大いに検

討してまいりますけれども、地域の皆さん方の理解

が進む速度と熱心に取り組む方々に、余り速度に差

ができてしまってもこれは不幸なことになりますの

で、その辺は少し私どもこれからじっくりと検討さ

せていただきたいと思いますので、御理解賜りたい

と存じます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、６番金子益三君の一般質問を

終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

 再開を１０時４０分といたします。 

────────────────── 

午前１０時２３分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、１１番米沢義英君の発言を許します。 

○１１番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあ

りました４点についてお伺いいたします。 

 第１番目には、上富良野町の総合戦略についてお

伺いいたします。 

 国は、一極集中化を避けるため、各自治体に、ま

ち・ひと・しごと創生法に基づき、地方再生に取り

組むための総合戦略を策定するよう求めました。過

去の歴史を見ても、総合戦略に似た政策を打ち出し

た時期があります。 

 １度目は１９４１年、産めよ、ふやせよというス

ローガンの中で、人口１億人を目指すという状況が

ありました。そういう状況の中で戦後、国は戦争、

真珠湾攻撃という形に突入した経過があります。そ

して今回２回目は、１億総活躍社会という状況の中

で、地方財政、地方再生を打ち出したというのも特

徴ではないでしょうか。 

 私は、今回の特徴の中に、幾つかの問題点もある

と考えています。それは、地方の大都市にサービス

や施設を集約する、こういう多くの問題を抱えてい

るというのも特徴であります。しかし、いかにこの

制度を使って地域の再生をつくるかというのは、

今、何よりも求められていることは大切でありま

す。 

 町においては人口減少の中で、将来にわたり住み

続けられる町にするため、２０４０年に１万人程度

の人口を確保する、そのために四つの基本方向を明

らかにし、素案を示しました。しかし、具体的な施

策が示されていないというのも、また特徴ではない

でしょうか。本来、こういうものを進める、総合戦

略を進める場合においては、具体的な展開をきっち

り住民に知らせる、これが何よりも必要だと考えま

す。このことを述べて、次の点についてお伺いいた

します。 

 一つ目は、総合戦略を実行する上で個別の施策を

展開する、施策が明らかにされるべきだと考えま

す。この点についてどのような見解をお持ちなの

か、また、いつまで住民や議会に、その内容を明ら

かにされようとするのかお伺いいたします。 

 二つ目には、従来の延長線ではなく、１万人程度

の人口を確保するということでは、従来の延長線で

は到底困難と言わざるを得ません。そういう意味で

は、先ほどにも言いましたけれども、個別の具体策

をきっちり持つということ、これが今、行政や町長

に求められています。例えば、これらの点について

はどうでしょうか。移住促進、子育て等で新たな具

体的な施策の展開があれば、どのように実行されよ

うとしているのかお伺いいたします。 

 また、これを実行する上で、引き続き住民や各団

体との協議と連携が必要だと考えますが、どのよう

にお考えなのかお伺いいたします。 

 次に、２点目には保育料の軽減について伺いま

す。 

 町の保育料の設定は、国の基準の８０％の料金設
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定という形の中で、親御さんの負担軽減に努めると

いう状況の中で設定されました。また、その中でも

１号認定では兄弟で利用する場合、現在、小学校３

年生の子どもがいれば２人目は半額、３人目以降は

無料となりますが、子育て支援のためにも第１子が

就学している場合においても第２子目は半額などの

対策も、また料金設定の見直しも今後必要かと思い

ますが、この点についてどのようにお考えなのかお

伺いいたします。 

 ３点目には、介護保険制度の問題についてお伺い

いたします。 

 今、国は、介護保険制度の改悪を行いました。社

会保障費の伸びを理由に財源を確保するために、住

民や介護保険制度に負担を求める、予算を削減する

という状況になりました。そういう中で今回、介護

保険制度の見直しにより、従来の要支援者の介護予

防訪問介護、介護予防通所介護は、地域支援事業に

移行するという状況になりました。現行の介護保険

サービスの事業者のかわりになるサービス提供者の

確保が、多くの自治体で困難という状況の中で、今

年度地域支援事業に移行した市町村は、年度当初で

は約７％にすぎない状況がありました。また、町に

おいても同じく、現状ではサービスの提供ができな

いという状況の中で、２９年４月から地域支援事業

に移行するという方向を示しました。 

 介護保険制度は充実こそ必要であり、改悪は多く

の町民は、国民は求めておりません。このことを申

し上げて、次の項目について、町長の見解をお伺い

いたします。 

 一つ目には、要支援者の身体・心身の状態と生活

実態、ヘルパーなどが果たしている役割というのは

非常に大事だと思います。要支援者とはいえ生活を

維持する、そのために快適な生活を維持するための

ヘルパーの支援は欠かせません。そういう意味で

は、きちっとそのヘルパーがどのような支援してい

るのかということも含め、心身の状態も含めて明ら

かにすべきだと考えますので、この点について伺い

ます。 

 二つ目には、現行相当サービスを含め、四つの

サービスの提供の種類があります。町では、どのよ

うなサービスの提供を目指そうとしているのでしょ

うか。国は、多様なサービスを提供し、要支援者の

介護の充実に努めるとしています。しかし、この多

様なサービスの中には、ボランティア等も含まれて

おります。専門的なサービスが必要なのに、安易に

ボランティア等のサービスだけで要支援者の身体の

向上が図られるかどうか、多くの疑問があると考え

ますが、この点についてお伺いいたします。 

 三つ目に、総合事業に移行した場合でも、現在の

サービスを必要とする全ての要支援者が利用できる

ようにするということを基本に置かなければならな

いと考えます。今、国が進めるサービスというの

は、多様なサービスという形の中で、要介護の人た

ちを多様なサービスに移しかえる、そういうことを

行っています。 

 前段でも申し上げましたけれども、体をきちっと

維持し、身体の向上を維持するためには、きっちり

としたサービスの提供が必要でありますから、要支

援を支えるそういう事業のサービスが必要だと考え

ます。ですから、引き続き現在のサービスをどんな

ことがあっても、制度の改正があったとしても維

持・充実する、このことが今、必要だと考えます

が、どのようにお考えなのかお伺いいたします。 

 ４番目には、現行サービスを提供するには、当

然、委託業者が将来にわたって経営を維持できるよ

うにしなければなりません。そういう意味では、少

なくとも現行単価を委託業者に補償する、これが求

められていると考えます。 

 また、提供に至っては、無資格、基準緩和のサー

ビスをいついつに導入するのではなく、きっちりと

安定した資格のあるそういう状況の中で、専門性の

あるサービスを提供する、これが必要だと考えます

が、いかがお考えでしょうか。 

 また、五つ目には、新規認定者、継続者に対し、

多様なサービスの提供を義務づけようとしていま

す。国は、こういう段階において線引きをして、要

介護、要支援、介護から外そうという動きがありま

す。そういう意味では、仮に多様なサービスを提供

する場合に至っては、専門的なサービスの補完的な

役割として提供を充実させる、これが本来のあり方

だと考えておりますが、いかがでしょうか。 

 六つ目には、福祉協議会やボランティア等の連携

が、どうしても必要になってきています。地域のボ

ランティアの人材の育成は、地域のまちづくり、協

働の立場からも大切なものであります。私は、この

ことは否定しません。より一層、地域の力をかり

て、介護等や協働のまちづくりを進める、これはと

ても重要でありますから、こういう人たち、あるい

は協議会等の日常的な対話やあるいは連携が今必要

で、将来こういう人たちが必ず町を支える、今でも

支えておりますから、大事な問題であり、今後、こ

ういう連携について改めてどのようにされ、必要と

思いますが、お伺いいたします。 

 ７番目には、地域支援事業移行により、基本

チェックリストによる振り分けがされようとしてい

ます。現在でも６５歳以上の介護を受けられる方に

は、身体のあくまでも状況を調べるということで

チェックリストでチェックして、身体の状況を判断
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しています。しかし、今回の支援事業の中では、こ

の支援チェックリストを基本として、要支援に移行

するのか、あるいは要介護に移行するのか、地域支

援事業に移行するのかという振り分けと線引きがさ

れようとしています。 

 これでは困ります。あくまでも基本チェックリス

トという中で進められるべきものは、身体の状況を

きっちり判断して、その上で介護に必要な手だてを

打つ、そしてつなげるというこういう対策が必要だ

と思いますが、この手続上はどのようにされるの

か、お伺いいたします。 

 次に、教育振興についてお伺いいたします。 

 今、多くの社会問題として、子どもの貧困、教育

費の負担軽減等が求められ、社会でも多くの人々か

ら叫ばれています。学ぶことの支援など、多種多様

な中で税の負担、あるいは教育費の負担含めて、多

くの保護者負担が重くなるという状況があります。 

 また、進学等に至っては、新聞報道等においても

１,０００万円以上の収入世帯では６割が大学進

学、あるいは４００万円以下の世帯に至っては、３

１％が進学という状況の中で、所得によって進学や

塾通いも制限されるという状況になっています。本

来、教育というのはあくまでもどの子どもにおいて

も等しく教育されなければならない、これは憲法に

も定められている内容であると同時に、地域自治体

においても求められている課題であります。 

 その上でお伺いいたしますが、教育費の保護者負

担のためにも中学校へ入学する生徒への指定ジャー

ジの無償給付を行って、保護者負担の軽減を図って

はどうでしょうか。 

 また地域振興のためにも、また上富良野高校の生

徒確保のためにも、学校給食の提供をしてほしいと

いう声が聞かれています。そういう意味では、いろ

いろ課題があると思いますけれども、その実現に向

けて安心して学べる環境づくりに取り組むために

も、教育の一層の振興が大切だと思います。この点

について、町長及び教育長に見解・答弁を求めま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの上富良野町総合戦略に関する２

点の御質問にお答えさせていただきます。 

 当町の人口ビジョン及び総合戦略につきまして

は、行政報告でお示ししたとおり、これまでのさま

ざまな議論を踏まえ、その後、パブリックコメント

に付し、年度内に策定するよう取り進めているとこ

ろであります。 

 まず、１点目の個別の施策、事業についてであり

ますが、総合戦略案に掲げました四つの基本目標に

基づく、１９の施策に沿って事業化を進めていくこ

ととしております。国におきましては、現在、地方

創生の実現に向け、平成２７年度補正予算と平成２

８年度予算による交付金を検討していることから、

当町におけるこれらの交付金事業につきましては、

今後の国の動向を見きわめながら、町の平成２７年

度補正予算案、さらに平成２８年度予算案の中で、

具体的事業を示してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の新たな具体策等についてでありま

すが、まちづくりの基本的な方向性につきまして

は、基本的には第５次総合計画において、町民の皆

様と考え方を共有させていただいているものと理解

しております。そのようなことから、このたびの総

合戦略につきましては、第５次総合計画の基本的な

考え方を含め、まとめさせていただいたところであ

ります。 

 人口規模に対する考え方でありますが、これまで

町民の皆様との意見交換の中におきましても、人口

は地域の活力を示すバロメーターであるという認識

から、１万人程度の人口確保という目標に向かっ

て、地域全体で努力していこうということを共有さ

せていただいたところであります。 

 地方創生は、東京圏への一極集中を是正し、持続

的に発展する日本社会の構築を目標とするもので、

地域間での財や人の奪い合いを目指すものではな

く、限られた財源の中で、まずは安定した行政サー

ビスをしっかりと継続していくことをベースに進め

ていくことが、最も重要であると考えておりまし

て、これからもさまざまな機会を通じ、町民の皆様

との協議・連携を深め、「上富良野町まち・ひと・

しごと創生会議」による検証を行いながら、具体的

事業につきましても毎年度の予算審議等を通じ、お

示ししてまいりたいと考えておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの保育料の軽減に関する御質問に

お答えいたします。 

 当町の保育料につきましては、平成２８年度の保

育料の改定に当たり、基本的な考え方として、平成

２７年度と同様、６階層までの支援策として、国の

基準額の８０％、または給付単価限度額の９０％の

いずれか低い額で設定したところであります。 

 さらに、平成２７年度と同様の階層区分で算定す

ると増額の負担感が大きいこと、また階層間の格差

感が大きくなることから、利用者の負担感の軽減と

間差額の平準化を図るため、５階層及び６階層を２

区分に細分化したところであります。 

 また、１号認定の保育料につきましては、国の基

準とは別に、２号認定の２分の１の額で設定し、現
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行の保育園の保育料から就園奨励費を差し引いた実

質負担額よりも軽減を図ったところであります。 

 なお、多子世帯に対する軽減策についてでありま

すが、国の基準と同様に、１号認定は３歳から小学

校３年生までの６年間、２号・３号認定は就学前の

６年間の範囲内において、最年長の子どもから順に

第２子は半額、第３子以降は無料にするもので、料

金設定の見直しにつきましては、前段申し上げた保

育料の軽減を図っているところでありまして、制度

の変更は想定していないところであります。 

 しかし、少子化対策や子育て支援策の充実は重要

と考えており、少子化時代に対応した支援策につき

ましては、引き続き研究してまいりますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの介護保険制度に関する七点の御

質問にお答えいたします。 

 介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新し

い総合事業につきましては、当町は平成２９年４月

から実施することとし、本年３月の定例会におきま

して、上富良野町介護保険条例の改正をさせていた

だいたところであり、この新しい総合事業の実施に

当たりましては、現行の介護予防サービスの利用者

が、適切なサービスを引き続き安心して受けられる

よう、円滑な移行を行っていくことが重要であると

認識しているところであります。 

 現在、厚生労働省が示しましたガイドラインに基

づき、関係機関と調整を進めるなど、実施に向けて

準備に取り組んでいるところでありますが、高齢者

の方々が住みなれた地域で自立した日常生活を継続

できるよう、新しい総合事業の仕組みづくりに向け

て、今後も協議を進めてまいります。 

 まず１点目の要支援者の状態等についてでありま

すが、要支援１は、身の回りの世話の一部に支援が

必要であったり、立ち上がるときに何らかの支援が

必要な人に対して認定され、要支援２は、要支援１

の状態から日常生活動作の能力が低下したり、病気

やけがの影響により心身の状態が安定していない人

に対して認定がなされます。どちらも原則として、

食事や排せつなど日常生活のケアは自分でできるこ

とが前提となっておりますので、ヘルパーの要支援

者に対するサービスの提供内容につきましては、掃

除・買い物などの生活援助が大半でありますが、一

部で入浴の見守りの身体介護も提供している状況で

あります。 

 次に、２点目から５点目及び７点目の新しい総合

事業へ向けての対応についてでありますが、平成２

９年度４月の実施に向け、現行の介護予防サービス

の利用者が適切なサービスを引き続き安心して受け

られるよう、仕組みづくりについて、関係機関など

と協議を進めているところであります。 

 具体的なサービス提供内容につきましては、現在

検討中でありますが、厚生労働省が示しましたガイ

ドラインに沿った中で、新しい総合事業の趣旨であ

ります「地域の実情に応じて、多様な主体が参画

し、多様なサービスを充実することで、要支援者に

対する効果的かつ効率的な支援」が可能となるよう

な仕組みづくりを構築してまいりたいと考えており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 また、本当制度は、介護サービスの向上を目指す

ものでありまして、利用者の皆様へは不安感を抱か

れないよう、周知に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、６点目の社会福祉協議会やボランティアな

どとの連携についてでありますが、新しい総合事業

につきましては、既存の介護事業所による既存の

サービスに加えて、多様な主体によるサービスの提

供が重要となりますことから、地域福祉の核であり

ます社会福祉協議会やボランティアセンターなどの

役割が大きいことから、町と十分に連携を図りなが

ら、組織の強化を支援してまいりたいと考えており

ます。 

 いずれにいたしましても、新しい総合事業へ移行

するに当たり、要支援者に対する現行サービスを維

持するとともに、多様な担い手による多様なサービ

スの充実が図られるよう努めてまいりたいと考えて

おりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢議員の４項目

めの教育振興に関する御質問にお答えいたします。 

 まず、中学校入学時の指定ジャージの無償給付に

ついてでありますが、当町におきましては、要保

護・準要保護世帯に対し、新入学学用品、進級時学

用品、学校給食費の援助のほか、平成２４年度から

ＰＴＡ会費、生徒会費、クラブ活動費を就学援助の

対象に加え、経済的に困窮する世帯に対する支援の

拡大を行うとともに、本年度からは中体連の大会以

外の部活動にもスクールバスの利用範囲を広げ、保

護者負担全般の中で軽減を図ったところであります

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、上富良野高校の生徒確保の支援策として、

学校給食の提供実施でありますが、上富良野高校と

協議をいたしましたところ、現在の校舎の設備で

は、給食車による搬入ができない状況にあるととも

に、ＰＴＡなどからの要望も寄せられていないとこ

ろであります。 

 これまで、教育委員会から上富良野高等学校教育

振興会を通じまして、生徒に対する資格取得助成、

進路支援、進学指導対策や部活動などへの助成とと
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もに、平成２５年度からは生徒の保護者に対しまし

て、入学準備金の増額や通学費、就学支援金、下宿

費の助成施策を講じているところでもあります。 

 今後におきましても、学校や関係団体との連携・

協議し、教育費全般にわたる支援策の研究・検討を

進めるとともに、地元における道立高校の存続に努

めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問を受けます。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 町長に、総合戦略の件に

ついてお伺いいたします。 

 答弁の中では、今後の２７年、２８年度の補正予

算、また新年度予算等における中で、具体的な施策

の展開を進めたいということの答弁であります。こ

れは従来から町長が言われていた答弁であります。 

 ただ、私は、このようなまちづくりを進めるため

に、地方再生という形で常々、町長も問題視として

多くのこの上富良野町に住んでもらいたいと、１万

人の目標設定という形になりました。そこで問われ

ているのは、町長自身がこの間行ってきた政策につ

いて、どのような検証を持っているのかというとこ

ろです。 

 しかし、この答弁の中では、従来の行ってきたも

のを反省、検証するというだけで、町長自身が今回

の総合戦略の中でどのような課題を持ち、臨んでい

るのかということが一向に見えてきません。本来、

こういうものを設置する場合、あるいは進める場合

は、町長自身がすっきりと曇りなく前を向いて施策

の展開ができるような思考回路であるかどうか、こ

れが今、求められていると思いますが、この間、町

長は今までやってきた政策を踏まえて、今後、先ほ

ども言いましたが、子育て、あるいは移住対策等に

おいて、どのような政策展開を進められようとして

いるのか、この点が私の聞きたいところですが、明

確にしていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の地方創生

に関します御質問にお答えさせていただきます。 

 私、機会の都度、皆さん方にもあるいは町民の皆

さん方にもこの総合戦略を、あるいは人口ビジョン

を策定する基本的な考え方について、都度、御説明

させていただいております。 

 この総合戦略の私が認識しております位置づけに

ついて少しお話させていただきますと、この総合戦

略は私は全国一斉にこれが策定され、既に１０月末

終わって提出されている自治体もありますが、この

計画につきましては、国が今、行おうとすることに

対して、どのようにそれぞれの自治体が呼応してこ

の事業、国全体としての事業として進めていくかと

いうふうに位置づけられているものと思いまして、

個々の自治体の戦略、これは戦略という言葉、今ま

で使ってまいりませんでしたが、個々の自治体にお

ける将来の計画につきましては、上富良野町におき

ましては５次総が既に整えられており、ましてや５

年目を迎えた中で中間見直しもして、そして町民の

皆さん方とこの計画について思いを共有させていた

だいたところでございます。 

 人口ビジョンについても、人口についてもまたそ

ういうことでございまして、今、議員からこれまで

の経過等についての意見も求められておりますが、

私といたしましては、それぞれ都度申し上げており

ますが、これまでの個別計画ですね、個別計画を

しっかりと横串を刺すように総合計画というものを

活用して、そして一つ一つの個別計画の実効が上が

るようにすることが、最終的にこの総合計画の思い

を果たすことになるというふうに考えておりますの

で、これまでの評価については、私が、自分自身が

どうこう申し上げるものでもなく、皆さん方が判断

していただければいいわけでございますので、繰り

返しますが、総合計画が私といたしましては、一番

頭にある計画ではなくて、現在の個別計画を横串を

刺すように生かしていくツールだというふうに考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 何を言っているか、さっ

ぱり僕わからない、理解できないです。 

 例えば、よく話題になる島根県の海士町というと

ころあるのですが、ここは新しい地方の人の流れを

つくろうという形の中で、この１０年間だけでもＩ

ターンで４８２人、Ｕターンで３１４人の７９６人

の移住者を迎えたというのですね。 

 ここの町長さんは、彼らは新しいステージを求め

て来たのだ。仕事があったから来たのではなくて、

生きがいと心の豊かさを求めて来ているのだと、そ

ういう気分・感情をとらえたときに、自治体という

のはどういう移住政策をとらなければならないのか

ということを、この町長さんが言っているのです。 

 町長に足りないのは、そういう気分・感情も含め

て、この上富良野町のそれでは人口１万人、あるい

は少なくとも維持するために移住・定住政策をどの

ようにやるのか、子育てをどのようにしていくのか

という具体的な対策が見えてこないのです。僕は。

ただ、従来の政策一辺倒で、横串を刺すとか、わけ

のわからないことを言っているのです。 

 私は、この町長さんの同じことをまねするという

のではないけれども、こういう発想でまちづくりを
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しないと、１万人どころか、８,０００人も維持で

きない、こういうことになるのだというふうに思い

ますが、この点、町長どのようにお考えなのか、具

体的な展開を求めたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきますが、都度繰り返しており

ますが、上富良野町の少なくとも私の政策に臨みま

す考え方等につきましては、何度も申し上げており

ますが、それぞれの個別計画をしっかり読み込んで

いただきますと、私どもの目指す精神がその中に

宿っておりますので、その中からぜひ御理解いただ

くことを御期待しているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 従来の答弁で納得できる

のですかということなのですね。 

 この海士町では、中学生が一橋大学や東京大学へ

行って、自分たちの行っているまちづくりだとかそ

ういうものに対して、大学生に講義しているという

のですね。やっぱりそういう学生のときから、まち

づくりに関心持ってもらう仕組みづくりをつくって

いるということが出てきています。人材育成のため

のいろいろな、多面的な取り組みをやっているとい

うことが報告されています。 

 また、島根県の邑南町、ここは日本一の子育ての

村ということで、非常に定評であります。私も１回

行ってきたのですが、非常に先を見越した中で子育

て政策の充実を行っているのです。ここも上富良野

町と似たような人口で、この間だけでも定住・移住

政策を進めながら、あるいはＡ級グルメの構想を求

めながら、食で町おこしをしよう。あるいは人口が

減少する中で、高校の統廃合は絶対させないと、プ

ロジェクトチームを立ち上げて、高校を維持するた

めの、そこに当然、人が集まりますから、そういう

政策をする。 

 子育ての問題では、上富良野町でも実施されてい

ますが、妊婦歯科検診、あるいは子どもの医療費で

は中学校卒業まで、保育料の負担では２子目から全

額無料という形など、積極的なまちづくりの展開を

行っているという状況になっています。 

 また、Ｕターン就農支援者という形で、技術習得

の支援、あるいは農業技術の研修やハウスのレンタ

ルなどを行いながら、Ｉターン・Ｕターンのそう

いった呼び込みを行って、少しでも多くの若者を町

に来て、やっぱり誘導策を行っているという状況が

見受けられるのです。ですから、こういう政策は必

要だというふうに思います。 

 また、この間、視察に行きました豊山町というと

ころがあるのですが、中学校の卒業までに、何を財

源で使っているのですかと言ったら、特定防衛施設

周辺整備基金、調整交付金を、これを２３年度から

制度が変わりまして、ソフト面にも活用できるよう

になりましたから、それを基金として中学校までの

医療費の無料化を実現しているという状況になりま

す。 

 ですから、私が言いたいのは、過去の計画、政策

の検証を行いながらも、あるいは移住住宅であれ

ば、そこに移住されてきた人を支援員等を配置しな

がら、何が今、上富良野町に足りないのかという協

議の場を設けるなど、積極的な対応を、光輝く町と

いうのはそれなりにしているのです。上富良野町

は、そういった意味では全くしていないとは言いま

せんが、そういった決意と思いが、町長の中に見出

せないのです。だから多くの町民も不安と、将来の

子育てに対する不安を抱いているというのが現状だ

と思いますので、町長は、こういう具体的な最高の

執行者でありますから、きちっと指示すれば職員の

方たちだって、きちっと力、力量持っているわけで

すからやれるのです。具体的な展開必要だと思いま

すが、もう一度、子育てや移住に対してどのように

お考えなのか、この２例としてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 ただいま、いろいろ事例等を御意見を賜りまし

た。そういった事例もあるだろうなと、あるいはそ

ういったことも見聞きしているということは、私も

いろいろ情報の中で、詳しいところまではわかりま

せんが、見聞きしているところでございます。 

 それぞれ各自治体において、どういう事業に、ど

ういう強弱をつけて取り組むかということは、それ

は各自治体が判断することでありますが、私といた

しましては、上富良野町として私の思いをしっかり

と表現できるような、そういう施策を既にこれまで

も取り組まさせていただきましたし、現在もそう

いった取り組み中であるというふうに理解しており

ますので、議員にどういうふうに感じられるか、あ

るいはどういうふうに映っているかということに対

しましては、これはそれぞれの思いでございますの

で、何とも申し上げれませんが、私といたしまして

は個々のそういった将来の町の発展につながる事業

展開は、行っているというふうに理解をしておりま

すので、これからも町民の皆さん方にそういったこ

とを機会をとらえて、機会あるごとに発信してまい

りたいというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 何回言っても通り一遍の
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答弁です。ここで聞きたいのは、具体的に何を今

後、町長として展開されたいのかということを一番

お伺いしたいのですが、従来行ってきた範囲の中で

進めるというような答弁で、なかなか本質に入ろう

としたら、そこで門戸を閉ざしてしまうというよう

なそういう状況です。 

 本当に１万人のまちづくりをするならば、町長自

身の中に検証があって、こういう具体的なところに

は、不足しているところには、こういうことを少な

くとも私の思いの中には補って前へ進めたいという

のが本来、普通であれば出てくるはずだと思うので

すね、それが出てこないというのは非常に残念で

す。私、こういう問題に対しても町長自身もう一

度、きちっと全体の検証を行いながら、みずからの

立場で、みずからの口でどうするのかということを

もう一度語ってください。もう１回。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 何度もお答えさせていただ

いておりますが、現在、種々事業展開、事業をさせ

ていただいている中で、将来のまちづくりをどうい

う形を持って進めていくかという精神は、私の政策

に対する思いも含めて町民の皆さん方に、あるいは

議会の皆さん方にお示しをしておりますので、今、

個々の事業一つ一つを取り上げて、それについての

議論を行おうというようなつもりもございません

が、いずれにいたしましてもそういった町民に対す

る発信、あるいは私の考えを述べることは、常々

行っているというふうに私なりに認識しております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 何か押し問答になって、

非常に悲しいのですけれども、本当に、今、町民の

皆さんが求めているのは、創造力があって、次のま

ちづくりに対してイメージがわく、そういった町長

の発信なのだというふうに思いますので、町長自身

もう一度、単に通り一遍の５次総に基づいた計画を

行うというだけではなくて、みずから何を５次総に

基づいて検証してやるのかということをもう一度き

ちっと検証し、発信していただきたいというふうに

思いますので、この点ぜひ実現していただきたいと

いうふうに思います。 

 保育料については、今後、また検討しながら実施

していただきたいと思います。 

 次に、介護保険制度についてお伺いいたします。 

 介護保険制度の中に、この中にも書かれているの

は、いわゆる１点目の要支援の生活身体的な状態で

あります。日常の食事や排せつ、ケア、やっぱり欠

かせないという人たちなのです。 

 そうしますと、そういったところにボランティア

等が、いわゆる地域のサロン等でこういう人たちを

ケアするというだけで、果たして継続的な介護の支

援ができるのかどうなのかというところが、私、疑

問であります。 

 厚生労働省の示した案の中には、こういう人たち

であってもボランティアと地域のサロン、専門性が

必要なところは配置するけれども、そうでない人た

ちも含めてボランティア等に移行しますという形に

なっているのですが、この出された答弁書の中でも

今後継続な要介護、さらに悪化しないために必要な

介護の支援、専門的な支援が必要な人たちだという

ふうに思いますが、これをボランティア等に置きか

えて、果たして身体の介護の向上につながるのかど

うなのか、この点いろいろと疑問な点が見受けられ

ます。この点について、町長、どのようにお考えか

お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の介護サー

ビスについての御質問にお答えさせていただきます

が、２９年から新しい総合事業に移行することとし

ておりますが、冒頭のお答えでも申し上げておりま

すけれども、現在、要支援の方々がサービスを受け

ておられる仕組みを地域の包括事業の中で、例えば

現在、要支援サービスを受けておられるサービスを

ボランティアの方々に、担い手をかえるとか、そう

いうような思いは踏まえておりませんので、従来受

けているサービスはそのまま移行する中で、さらに

地域全体で、特にボランティアの皆さん方の活動を

通じて、厚くしていこうということが趣旨でござい

ますので、サービスが低下したり、あるいは利用者

の皆さん方に御不便をおかけすることは想定をして

おりません。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） この中に、多様なサービ

スだとかというふうに入っているのですよね、多様

なサービスを実施して、効率・効果的な支援を行う

ということになっております。この多様なサービス

というのは、どういうものを示しているのか、町長

自身よく理解されていますか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 現在、サービスを受けておられる方々の中にも、

あるいはこれからその支援が必要となってくる方々

も介護サービスの中に含まれていない、例えば少し

家庭の中で自分で動作をすることがちょっとつらい

というようなときに、例えば棚をつくってほしいと

か、あるいはお盆が近くなれば、仏壇を少し掃除し

てほしいとか、そういう既定のサービスを超えて、
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本当に日常生活をサポートすると、そういうような

意味もこれから多様なサービスということは言える

というふうに思いますし、本当に自分がひとりで生

活をするには少し不自由だと。ここを少し助けてい

ただきたいというのが、まさしく多様なサービスに

入るというふうに理解しているところでございま

す。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） そういうものも確かに入

るでしょう。しかし、国の厚生労働省の言っている

のは、地域支援事業に要支援の方を移行するという

ことで、専門性は比較的、体の介護度によって受け

られる人はいるけれども、多くは移行して、総合支

援の中に移行しようという形なのです。 

 私が聞きたいのは、この多様なサービスの組み合

わせの中に、あくまでも基本は専門的なサービスを

基礎にしながら、その補えない部分をいわゆるボラ

ンティアで補うという形が基本だというふうに思い

ます。そういう意味で、私は、あくまでも新しい総

合事業に至っては、やっぱり専門性を生かしたサー

ビスの提供を基本にすべきだというふうに思います

が、この点、町長として、その方向性として進めま

すかどうか、確認したいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきますが、専門的な知識や技術

を持ってサポートする部分については、それはこれ

からも継続していきますし、いくことになると思い

ます。 

 しかし、さらにそれに加えて、日常の生活の中で

ちょっとした支えがあることによって自立を促した

り、あるいはリハビリにつながったりというような

ことも期待される部分もあるわけでございますか

ら、そういったことを先ほど申し上げましたよう

に、重層的にサービスを提供することによって、そ

の一部を地域の方々が担うという、そういうふうに

私は理解しておりますので、サービスは向上するも

のというふうに期待をしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） サービス向上すると思い

ますが、例えば向上どころかその単価ですね、いわ

ゆるサービス提供するための現行単価というのがあ

りますが、これは国のほうでは上限が設定されま

す。あとは地方自治体が、どこをどの金額で業者に

委託するかどうかという形の判断と思います。 

 そうしますと、潤沢に財源が来なければ、当然、

専門的なサービスにつなぎたいと思っても、その財

源が確保できなければですよ、わかりやすく言いま

すが、当然、ボランティアに移行しなければならな

い、支えてもらわなければならないという部分が出

てくるのですよ。専門的なサービスを求めている人

であっても。 

 先ほど、第１点目でも言いましたけれども、要支

援という方は、少なくとも病気やけがなどと日常的

な生活に、歩行もできる方もいるでしょうけれど

も、少なくとも将来にわたって介護の重度化を防ぐ

ために、専門的なサービスが必要だということが、

私、町長の答弁の中でも感じ取られました。 

 そうすると、そういう人たちを簡単にボランティ

アにつないでいいのかということが問題だというふ

うに思います。そういうことも含めて、行政として

要支援者の人であってもきちっと介護に、専門的な

介護につなげるようなそういう対策というのが、今

以上に充実する必要があるというふうに思います

が、この点、きちっとその点、確保できますか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 議員御質問にありますように、給付費のキャップ

を意識して、それによってそこに吸収しきれない、

抱えきれない部分があるから、それを少し総合的な

支援の中に置きかえて、そして満たしていこうとい

うことではございませんので、これからその制度設

計は行ってまいりますけれども、給付の上限を意識

して、そしてそこから少しはみ出てしまいそうだ

と、それを総合的なサービスの中に組み込んでいこ

うという、そういう発想はもともと持っておりませ

んので、その給付額の中でどのようなサービスの充

実が図れるということは、大変重いものであります

ので、そこはしっかりと皆さん方に不安を与えない

ように、制度の中にしっかりと織り込んでまいりた

いというふうに考えております。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 町長、間違いないです

か、きちっとした専門的なサービス提供できます

か。この後で、そういうふうにならなかったら、大

きな問題ですよ。その点伺って、間違いないという

ことですね。 

 それで、次、担当者の伺いますが、基本チェック

リストによって振り分けるという、その方向性が打

ち出されましたが、これは何を目的にして振り分け

という、チェックリストに振り分けという形になり

ますか、分けられますか。 

 いわゆる要支援、地域総合支援事業に移すのか、

その判断、介護につなげるのか、そういう判断がこ

のチェックリストによって、今、振り分けされよう
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としているという実態があるのですが、こういう

チェックリストというのはどういう状態の時に使う

ことになりますか。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢議員の

チェックリストの関係についての御質問ですが、こ

れにつきまして、今、厚生労働省のほうで介護予防

日常生活支援総合事業のガイドラインの案の中で留

意事項として示されておりますが、チェックリスト

につきましては、従来のように２次予防介護対象者

の把握のためにという活用方法だけではなくて、相

談窓口におきまして、必ずしも認定を受けなくても

必要なサービスな事業を利用できるような本人の状

況、確認するツールとして用いるものだということ

と、介護予防のケアのマネジメントにつきましても

利用者本人、また家族との面談において基本チェッ

クリストの内容をアセスメントによって、その内容

をさらに深めた中で利用者の状況や希望者も踏まえ

て、自立支援に向けたケアプランを作成して利用に

つなげるというふうに示されておりますので、活用

方法というか、先ほど振り分けとかと言いましたけ

れども、あくまでもその方のサービスの利用をどう

するかということにつなげていくものの内容で使わ

れるものと判断したところであります。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 今、担当の課長おっ

しゃったように、サービスのどちらを利用するかと

いうことで、使われるチェックリストなのですよ。 

 私は、これはどこを選ぶのかというのは、自治体

の裁量にゆだねられるという部分、厚生労働省の指

導もありますので、私は基本的なサービスはきちっ

と行政が、専門的なサービスの提供を行われる。こ

れはすることが大切だと思いますので、決して現行

の水準を落とさないということが必要だと思いま

す。確認、お願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問

に、私のほうからお答えをさせていただきますが、

先ほどのチェックリストのお尋ねもございました

が、決してそういったことが言葉は適切ではありま

せんが、例えば従来の介護サービス、要支援者の

方々に対する支援が切り下げるというような働きを

するものではありませんので、適正にしっかりとそ

ういったものを生かしてまいりますし、何度も申し

上げておりますが、現在のサービスを低下させるよ

うなものではないということで、私どもも確信して

おりますので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１１番

米沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 次に、８番竹山正一君の発言を許します。 

○８番（竹山正一君） さきに通告いたしました商

工会の町補助金増額支援ということについて質問い

たします。 

 今まで商工振興ということで、商店、個店、商店

街を対象にいろいろ質問がされて、実行・実施され

ていましたけれども、今回は商工会に対しての支援

ということで質問いたします。 

 地域経済活動の回復が、まだまだ感じられること

もなく、商工会は小規模事業者に対し、経営改善普

及事業に取り組んでおります。組織の構成員は、廃

業や撤退により事業所の減少はとどまることなく続

いております。 

 最盛期であった昭和５４年ころには４１６名の会

員がおりました。しかし、三十五、六年経過した平

成２７年の春には、個人会員が１４０人、法人会員

が１１５団体、定款・賛助会員が１７人、青年部・

婦人部が８会員の合計２８０会員の現況になってお

ります。これは、マイナス１３６会員の減少、率で

いきますと、３２.７％の減少になっております。 

 こういう現状の中、現行会費財源等の収入維持に

も困難が伺える中、新たに小規模企業振興基本法が

昨年６月に制定されました。この基本法を踏まえ

て、商工会を中核とした活動支援体制を構築、経営

改善普及事業の中で最も重要である経営発達支援事

業を実施し、経営発達支援計画を策定しておりま

す。国が行う新たな小規模企業の振興施策などを活

用しながら伴走型支援という、ともに歩んでいく指

導体制へとなってきております。 

 一方、資金面での自己努力を求められ、毎年、二

百数十万円を持ち出し、予算を作成している現況で

ございます。しかし、手持ち資金が減少し、枯渇へ

と向かうと、町で取り組み始まります「上富良野町

まち・ひと・しごと創生総合戦略」、この戦略とほ

かの今まで実施されて、同じ期間内に取り組んでい

きます多数の実施にも影響が懸念されることから、

次の点について町長に考えを伺います。 

 一つ、経営改善普及事業の中における職員設置費

の町負担部分の考え方について。 

 ２番目、経営改善普及事業費等の人件費相当額、

補助率１００％への改定における町負担の考え方に

ついて。 

 最後３番目、今後の商工会振興支援策をどのよう

に考えていくのか。 

 以上、町長にお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番竹山議員の商工振興支

援に関します３点の御質問にお答えさせていただき

ます。 
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 まず、１点目の経営改善普及事業の中におけます

職員設置費の町負担部分の考え方についてでありま

すが、経営指導員等の職員の配置による適切な経営

指導が行われることにより、地域の小規模企業者の

経営改善・体質強化につながるとの基本認識に加え

まして、商工会及び会員の負担軽減を図り、商工会

の活性化のため、これに要する経費を補助しようと

するものであります。 

 次に、２点目の経営改善普及事業などに対する人

件費相当額の補助率についての考え方についてであ

りますが、町では、平成２３年度から３年間、商工

会における財務基盤の強化と活動の充実を図るた

め、一定額を通常補助に上乗せしてきたところであ

ります。また、上乗せ部分の活用につきましては、

商工会の自主的判断により御活用いただいたもので

あります。 

 商工会の財務状況につきましては、商工会は商工

業者により設立された団体でありますことから、商

工会みずから事業内容や活動方針を決定し、財源も

含め運営されているものと考えておりますので、運

営方針に係ることにつきましては、町として申し上

げる立場ではなく、人件費に対する補助率につきま

しても、同様でありますことを御理解を賜りたいと

存じます。 

 次に、３点目の今後の商工会振興支援策について

でありますが、当町におきます小規模事業者の現状

は、平成２６年度経済センサス基礎調査によります

と、農業、林業、教育、学習支援業、医療・福祉、

公務を除く産業で４３３事業所がありまして、その

うち従業者数２０人以下が４１１事業所で、９４.

９％を占めております。さらに、そのうち従業員数

５人以下が３２６事業所となっておりまして、当町

における事業所の大部分が小規模事業者であるとい

うことが、おわかりいただけるものと思います。 

 このように、町内の事業所の多くを占める小規模

事業者が安定して存続し、町内経済の担い手として

積極的に事業を行っていただくことは、町の経済活

性化のために大変重要であり、商工会はそのために

大きな役割を果たされておりますので、町といたし

ましては、引き続き経営改善普及事業を初め商工会

の事業を支援するとともに、意欲ある小規模事業者

が行う事業活動に対しましても、国の制度等を活用

しながら商工会と連携し、協力し、支援をしてまい

りたいと考えております。 

 また、現在、商工振興計画を策定しており、これ

を通じ、さらに商工会との情報共有や連携を強化

し、再び町のにぎわいが戻ってくることを目指し取

り組んでまいりますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。 

○議長（西村昭教君） 再質問につきましては、午

後より実施いたしますので、昼食休憩といたしま

す。 

 開始は、午後１時といたします。 

────────────────── 

午前１１時４９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 午前中に引き続き、会議を

再開いたします。 

 午前中の竹山正一議員の質問に、再質問を受けた

いと思います。 

 ８番竹山正一君。 

○８番（竹山正一君） 先ほどの答弁をいただいた

中ですけれども、人件費に対する補助というか、人

件費が道費の補助金、そしてその差額が生じたとき

には町の補助金ということで、１００％になるよう

に制度がなっています。しかし、ここの町では自己

負担、自己財源という形を求めて、商工会自身の負

担を求めております。ですから、その分、若干、町

のほうの補助が少ないわけです。この町のほうにし

ては少ないというような金額ですけれども、二百数

十万円が毎年毎年、自己負担として自己財源の中か

ら支出して充当しております。 

 先ほどもありました平成２３年度から３年間、２

４、２５と３年間、通常の補助に一定額を上乗せし

て出しているという内容がありました。しかし、こ

の３カ年度出していただいたものでも、今は平成２

７年です。これから８、９と行く中で、いただいた

補助金、聞くところによりますと５００万円の３カ

年、計１,５００万円というふうに聞いておりま

す。しかし、そのうち二百数十万円ずつ毎年毎年、

自己負担ということで出していきますと、経過年数

含めて５年たっていれば、１,０００万円を超える

持ち出しが発生しているわけです。これらについ

て、やはり小さな会というか、自己財源しかない会

については、やっぱり相当な重い負担になってき

て、また、この繰り返しになろうかとも思います。 

 今の早い段階で、町のほうの考え方を変えていた

だき、補助率を１００％にして、自己財源の持ち出

しをないようにしていただければと思います。そう

いうことの商工振興の商工会振興について、町長の

先ほどの答弁に対する意見をお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番竹山議員の商工会の振

興策に対します御質問にお答えさせていただきます

が、まず再質問でいただきました補助率についての

考え方でございますが、北海道が主体的に補助をし
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ていただいているわけでございますが、他の満たな

い部分を町村が１００％、その差額の１００％にな

るまで満たさなければならないというような、そう

いう仕組みではないというふうに私も理解しており

まして、１００％差額を町が補助をすることもでき

るというふうに私ども解しておりまして、毎年、商

工会の理事者の皆さん方と商工会に対します町の応

援の仕方、補助の仕方について十分議論をさせてい

ただいた中から、双方が合意の中で現在の補助率も

定められておりますことから、１００％義務的に満

たすというような性格でないという私ども押さえを

しておりますので、御理解を賜っておきたいと思い

ます。 

 それから、過去に別上乗せ分として、別枠で補助

をさせていただいた経過もございます。これらにつ

いては、冒頭お答えさせていただきましたように、

商工会みずから自分たちの体質強化、あるいは経営

改善のために役立てていただいているものというふ

うに思っておりまして、その後、３年が経過した

後、先ほど申し上げましたように、毎年、予算編成

の前段において商工会の皆さん方と私どもと、当該

年度の補助のあり方について議論をいたしまして、

そしてお互いが合意を得て予算編成をさせていただ

いておりますので、商工会と私どもとに思いの誤差

が生じているというふうには考えておりませんの

で、ぜひその辺は御理解いただきたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ８番竹山正一君。 

○８番（竹山正一君） 今のお話でございますけれ

ども、対等に立った協議がなされているかというの

もちょっと疑問に思われます。ということは、補助

を受けている団体は状況をお伝えしても、出してい

るほうの町から見れば何というのですか、これで終

わりだよ、打ち切りだよ、ここまでだよというよう

なことで、とても納得して合意できる内容、協議で

はなかろうかと思います。弱い立場の団体は、飲ま

ざるを得ないのではないかと思います。 

 そういう中で、二百数十万円というお金なのです

けれども、やはりこれらについては６人の職員が道

の補助の内容も一人一人、道の負担分が違ってきて

います。その合計が二百数十万円ということで、１

年間に自己財源の人出しておりますので、これらに

ついても町のほうの一方的な見なくてもいいような

そういう発言、その範囲内であればいいような発言

というのは、ちょっとやっぱり理解できないという

か、納得できないというふうに思います。 

 それらについて、再度お聞きしたいのですけれど

も、これらの財源とか、こういう財源不足を生じる

という、今の今ではないです。これが２年先、３年

先になったら、また以前と同じような何カ年か分

を、上乗せして出さなければならないという事態に

なろうかと想定されます。それであれば年々、毎年

毎年補助率を満たしていけば、その点はなくなるの

ではないかと思います。そして商工会の活動自身を

支えるような形でいけばいいと思います。 

 商工会自身も、新しい法律に基づき活動を進めて

おります。小規模企業振興基本法というのが昨年６

月に制定されて、それに基づいて地域の小規模事業

者の持続的発展を位置づけるということと、この法

に基づいて新たな取り組みにかかっております。そ

ういう中で、手持ちの財源が心細くなっていくと、

活動自体、運営自体にも支障が来すのではないかと

思われます。この法律に基づくのは、国とともに地

方公共団体が小規模企業の振興の施策を策定し、実

行していく責務を負っているという内容になってお

ります。 

 これらにつきましては、やはり一番最後に言われ

ています商工振興計画を策定中だという、年度内に

でき上がるということでございますけれども、それ

らについては当然町の仕事であって、そこに商工会

がどのようにかんでいくか、主体は当然、商工会に

なります。でもこのとき、資金不足を生じている状

態であれば、積極性にも欠けて、新たな事業にも取

り組みにくくなる。たとえ取り組んだとしても事業

規模が小さく、後で結果を報告するときには、さほ

ど効果を得てないようなそんな状況になりかねない

ような気がいたします。ですから、先ほどの補助率

についても、これ以上見るつもりはないと、町長、

おっしゃいましたけれども、それらについて再度お

聞きしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番竹山議員の商工会に対

します御質問にお答えさせていただきますが、まず

冒頭お尋ねありました補助側と補助を受ける側との

力関係というものは一切働いておりません。商工会

のみならず、町といたしましてはさまざまな団体、

さまざまな事業に助成・補助を行っておりますが、

どれをとらえてもそういった上下関係、あるいは力

関係というものが働きながら、協議をしているとい

う形跡もありませんし、まさしくそんな形をとるも

のでもありません。 

 ましてや商工会におきましては、特別認可法人と

いう法人格を持っているわけでございまして、全く

そこにはお互いに疑義を挟むものは持っていない中

で、協議をしているということをまず御理解いただ

きたいと思います。 

 それから、いろいろ今の中小企業振興法の中にお

きますそれらを推進する推進力として、当然、商工

会が主体的に取り組むわけですが、町もそれを支え
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る組織としては、それは役割を果たしていかなけれ

ばならないと思っておりますし、人件費等の補助

率、あるいは補助額等についても、それは上富良野

町商工会の皆さん方が組織決定をいただいて、そし

て私どもはそこにかかわりを持たせていただいてい

るということでございまして、町と商工会との間で

合意と申しましょうか、気持ちがすり合っていない

中で、商工会が事業運営をしているというふうには

とらえておりませんので、もし竹山議員から御質問

のようなそういう内部課題を内包されているという

ことでありましたら、それは商工会としての中で

しっかりと合意をいただいて、そして町と協議をさ

せていただくことがあるべき姿かなというふうに考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ８番竹山正一君。 

○８番（竹山正一君） 今、お伺いした中で、双方

の合意ができるような内容、そして商工会もそうい

う内容を持って町のほうに要望というか、協議の

テーマとしてともに話し合える状況をつくればとい

うように受け取りました。 

 そういう中で、これから商工会のほうも難しい運

営になっていこうかと思います。町のほうで今ずっ

と取り上げております、まち・ひと・しごと創生総

合戦略これは３１年度まで、第５次総合計画も平成

３０年度まで、人口ビジョンについては平成５２年

までという、長期にわたる計画を持っております。

その計画期間の中で、商工会が幾多かやはりきょう

申し上げたような内容で、いろいろまた詰めなけれ

ばならない部分が出てこようかと思っております。

そして、あとこの人件費につきましては、独身の

人、定年間際の人というか、年齢の高い職員、そう

いう中での異動があれば、当然、町の補助率によっ

て算定された金額も減少、若い人が来れば減少、ま

た同じような人が来れば従来と同じような形。でも

２００万円というラインは、ずっと行くのではない

かと推測されます。そういう中での弱い団体、そし

て強い指導ということで、個々の商店に向かって動

かなければならない商工会の実態も改めて確認いた

だいて、理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、８番竹

山正一君の一般質問を終了いたします。 

 次に、３番佐川典子君の発言を許します。 

○３番（佐川典子君） さきに通告させていただき

ました２項目について質問をさせていただきたいと

思います。 

 １、子育て支援について。 

 国レベル・各自治体レベルで人口減少問題がク

ローズアップされ、地方創生時代における、まち・

ひと・しごと創生総合戦略の策定が進められてい

る。我が町の人口動態の現状は、合計特殊出生率２

０１２年は１.６６人であり、このままでは２０４

０年には、町の人口は８,０８６人になると推計さ

れました。将来の町の人口を１万人確保するために

は、２０１９年までで合計特殊出生率を１.７人に

する目標値が出されました。国や自治体で子育て支

援に対する支援策の推進が図られてきている現状が

あります。少子化対策について、どのように進めて

きたのか伺いたいと思います。 

 １、若者の定住促進について。 

 ２、不妊治療の支援について。 

 ３、男性の育児参加などの環境整備について。 

 ４、子育て費用の負担軽減について。 

 ５、子どもを育てるまちづくりの情報発信につい

て。 

 ２項目めは、男女共同参画についてです。 

 第４次男女共同参画基本計画が策定されるが、そ

の実践法となる、女性活躍推進法が２７年８月に成

立いたしました。女性の就業や登用を進めるための

ものであり、２０２５年には団塊世代が７５歳の後

期高齢者となり、前例のない介護時代が到来しま

す。これからは、女性が一方的に介護の責任を任せ

られる時代ではなくなり、男女共通の認識が必要に

なってきます。男女を問わず平等に働く権利と、家

庭もともに両立させる新しい働き方の構築が求めら

れてきています。そのためにも、将来のこの町の進

展に必ず必要になる女性の労働に対する活躍の推進

や地域社会での処遇について、どう考えているのか

伺いたいと思います。 

 また、女性の意見を反映させるために、農業委員

会や各委員会などへの女性の登用をどうやってふや

していくのか、伺いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの子育て支援に関します５点の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 当町におけます子育て支援策につきましては、妊

娠から出産、育児、また小学校・中学校・高校まで

の子育ての各ステージごとに、保健・医療・福祉及

び教育・生活などさまざまな子育て支援策を講じ、

支援を図っているところであります。 

 まず１点目の若者の定住促進についてであります

が、平成２３年に策定いたしました定住移住促進計

画に基づき移住準備住宅の整備、北海道くらしフェ

アへの参加など積極的に取り組むとともに、人材育

成アカデミー事業や農業・商工業の担い手育成等も
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行い、若者の定住促進を図っているところでありま

す。 

 次に、２点目の不妊治療の支援についてでありま

すが、妊娠前の時期には、妊娠に関する普及啓発・

不妊相談を実施しているところでありますが、不妊

治療につきましては経済的負担の軽減を図るための

助成制度、北海道におけます特定不妊治療費助成事

業でございますが、これらの周知・活用を図ってい

るところであります。 

 また、子どもの適正体重の維持や生活習慣病の予

防は、将来健康な子どもを産み育てることができる

健康な体づくりにつながりますことから、かみふっ

子健診を実施しているところであります。 

 次に、３点目の男性の育児参加などの環境整備に

ついてでありますが、お父さん応援講座、あるいは

ワークライフバランスの講演会など、男性の育児参

加を目的とした講演会等の開催を進めているところ

であります。 

 次に、４点目の子育て費用の負担軽減についてで

ありますが、保育料の軽減を初め、妊婦検診費用、

予防接種費用、乳幼児医療費、就学援助費、子育て

支援ごみ袋交付など、必要性を見きわめながら軽減

策の新設・拡充を図ってきたところであります。 

 次に、５点目の子育て支援策の情報発信でありま

すが、子どもセンターの事業活用やホームページ、

広報紙を初め母子手帳交付時、出生届時、乳幼児健

診時など、さまざまな機会やネットワークを通じ

て、情報の提供・周知を図っているところでありま

す。 

 次に、２項目めの男女共同参画に関します御質問

にお答えさせていただきます。 

 国におきましては、第４次男女共同参画基本計画

の策定が進められる中、女性の職業生活における活

躍を推進するため、豊かで活力ある社会の実現を図

ることを目的に、女性活躍推進法が９月４日に施行

され、地方公共団体には、特定事業主行動計画の策

定が求められていることから、役場の組織といたし

ましては、国から示されている策定指針に基づき、

今後、策定に当たってまいりたいと考えておりま

す。 

 男女が社会の対等な構成員として、さまざまな分

野において活動に参加する機会が確保され、ともに

責任を担うべく社会を形成していくことは、まちづ

くりを進めていく上で極めて重要な要素であり、具

体的な対応に当たりましては、女性が活躍できる状

況や住民の意識向上など環境づくりに努めながら、

実態に即した取り組みが重要であると受けとめてい

るところであります。 

 町の男女共同参画に関する取り組みにつきまして

は、第５次総合計画において基本的方向性を定めて

おり、男女共同参画の意識を醸成するため、あらゆ

る場面での教育・啓発を推進するとともに、男女を

問わず仕事と家庭、社会活動との調和の取れた生活

実現のため、子育てや介護支援等を共同で取り組ん

でいけるよう推進を図っているところであります。 

 少子高齢化社会に対応し、社会の活力を維持して

いくためにも、女性の活躍が重要であることは申し

上げるまでもなく、現在、当町におきましてもさま

ざまな団体やグループにおきまして女性が大変活躍

されておりまして、今後のまちづくりに対しまして

も大いに期待するとともに、さらに女性が活躍でき

る機会を提供できるように意を用いてまいりたいと

考えております。 

 いずれにいたしましても、まちづくりのさまざま

な場面で、女性の皆様の御意見を反映していくこと

は、極めて重要でありますので、公的機関等への登

用につきましても、附属機関等の設置及び運営に関

する規程に基づき、対応してまいりますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） ここに４年前に、厚生文教

常任委員会の所管事務調査報告書がございます。こ

のレポートに関しまして、私も厚生文教常任委員会

ということでレポートを提出し、報告したその一人

でございますので、そのことについて少子化対策と

いうことで、議場で報告もさせていただいておりま

す。ちょっとまとめを読ませていただきます。 

 最近の若年層は、未婚・晩婚など結婚に対する価

値観の変化や出産・育児不安や育児、教育の負担が

大きな要因となり、２０代の若年層が特に減少し、

結果として婚姻数と出生数が減り、人口が年々減少

している。また、働く場所の確保など構造的に若年

層をふやすことが最も重要な課題で、不妊治療、乳

幼児医療、保育サービスなどの充実や男性の育児参

加など、地域全体で安心して産み育てる環境を整備

し、幼稚園と保育所のあり方など将来を見据え、子

育て費用の負担軽減など、町全体による支援を進め

る必要があるというふうに私たちは報告させていた

だきました。 

 子育て支援策は、全町体制で事業を推進すること

が特に重要であり、今後は先進市町村の取り組みを

参考にするなど、総合的で特徴のある子育て支援策

を打ち出し、これまで以上に子育て、子育ち環境の

整備に取り組み、若者の定住を推し進め、町全体で

子どもを育てるまちづくりのビジョンを町内外に発

信し、人口の減少を控える必要がある。これが私た

ち、厚生文教常任委員会の報告の内容でございまし
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た。 

 まさに今、少子化対策における、まち・ひと・し

ごと国全体でそれについて私たちが一番やっていか

なければならないと、そういう課題を４年前にも報

告しております。この報告の中で、私が今回５項目

についての内容として質問をさせていただきたいと

思います。 

 いろいろな政策を町で行っているのは、十分理解

してところではございますけれども、やはりいい結

果を出しづらい、そういう人口動態とかいろいろあ

りますので、そういう時代になっていっているとい

うことを踏まえて、移住定住についてワンストップ

の窓口でもやっているというふうに伺っております

けれども、お試し住宅等も２６年１２月に開始し

て、旭町で２戸ありますけれども、２６年としては

実質ゼロと、そういう数字も出ております。 

 移住の相談もふえてきているのですけれども、実

績もやっぱりだんだん少なくなってきている、そう

いう他町村、近隣町村との人口の奪い合いというの

が、今もう始まっておりまして、ぜひ若者の心をつ

なぎとめるというか、そういう施策、子育て支援を

十分にすることで人口をふやしているという、そう

いう町もたくさんございますので、そこら辺を十分

に、具体的なこと、予算もつけて、ぜひ今後やって

いっていただければなと。通勤手当を全額補助して

いるという町もありますし、居住手当に１万５,０

００円をやっていると、そういうことで人口を増に

つなげているという町がたくさんございます。 

 今、総務省は、大都市圏の人を任期づけで１年か

ら３年ということですけれども、地域おこし協力隊

というのをやっております。そこでこの間、北海道

新聞にも載っておりましたけれども、地域おこし隊

員の定住率が何と７９％にも及んでいるということ

があります。この町でもいろいろな議員もおっ

しゃっておりましたけれども、不足している部分が

あるのであれば、そういう人たちを利用して、総務

省の動きを利用して、そして上富良野町を知ってい

ただいて、そして定住にまた結びつく可能性もある

ということを、私たちはやっぱり少し学ばなければ

いけないなというふうな時期に来ていると思いま

す。 

 ＩターンだとかＵターンだとか、それプラス今、

孫ターンという言葉も出てきていますよね。そこら

辺も踏まえて、地域協力隊の総務省の動きですの

で、隊員一人当たり４００万円の補助が国から出て

おりますし、報償費なども含めて２００万円とかそ

ういうものを何とか利用して、そして上富良野町の

町のＰＲをして付加価値を上げる、そして定住移住

に結びつけるという、そういうことも大切ではない

かなというふうに思っております。 

 また、定住移住に対しましては、東川町のことに

なりますけれども、ふるさと納税を利用しまして宿

泊券を提供して、そしてその町に来て……。 

○議長（西村昭教君） 佐川議員、いろいろな例を

挙げるのは結構ですけれども、質問ですから、もう

少し簡潔、明瞭にお願いいたします。 

○３番（佐川典子君） これで、何でこういう地域

おこし協力隊というものがあるのに、こういうのに

参加しなかったのかということをまず伺いたいと思

います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 子育て支援と、ちょっと意味合いが違うかなと

思っていますけれども、お答えをさせていただきま

すが、まず、地域おこし協力隊につきましては、こ

れはきょう金子議員にもお答えさせていただきまし

たけれども、しっかりとした目的を持ってとらえる

べき事業でございますので、そういったニーズ、あ

るいはそういった盛り上がりをきちっと確認した中

で、そういった事業は取り組むべきだというふうに

考えております。 

 この件につきましては、事業として完結したわけ

でございませんので、そういう必要が生じたときに

は、積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 先ほども言いましたよう

に、厚生文教常任委員会で出した報告書の中の１、

２、３、４、５について私が質問しているというこ

とを先ほど申しましたので、移住定住も子育てに関

連しているのだということを、先ほど文書で読ませ

ていただいているのです。 

 次に、不妊治療について伺いたいと思います。 

 北海道の特定不妊治療費の助成事業というのがご

ざいますが、これは１回１５万円で、１０回までの

補助というふうになっております。町での補助は単

独ではありますでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 不妊治療の町独自の助成策

については、現在、取り組んでいないところでござ

います。これは以前にも佐川議員にお答えさせてい

ただいたところでございますが、そういった事業と

して町が上乗せ事業として取り組むようなまだ状況

が、あの当時は生まれていなかったということもご

ざいまして、現在、取り組んでいないのが状況でご

ざいます。 
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○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 以前に質問したときに、同

僚議員も質問しておりますが、そのときに今後の検

討、研究課題の一つとしてとらえていきたいという

ふうなお答えを、議会だよりにも載せております。 

 今、新鮮胚移植で、平均４０万円から４３万円か

かるということを伺っております。全道で見まして

も１７９市町村で、８１市町村の中で道の補助のほ

かに、町単独で補助をしているという実態がござい

ます。交通費等もかかりますし、いろいろな部分で

負担がかかっている、その夫婦の悩み、子どもがほ

しいという夫婦の悩みをぜひ町として補助を出し

て、上乗せした部分の補助を出して、そして少子化

や子育てに関して悩んでおられる人たちに対応する

ということが、今、求められてきているのではない

かなというふうに思っておりますが、これについて

の考えを伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 不妊治療等に関する支援につきましては、私ども

といしまして何ら否定する考えも持っておりません

し、ただ、健康づくりのそれぞれ所管の中で、そう

いった悩みをお持ちの方々と日々情報共有をしてお

りますので、そういった町の現状が、現場から上

がってきたときには、適切に対応することが必要だ

ろうというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 次に、男性の育児参加の環

境整備について伺いたいと思います。 

 １０年後には、男性の育児休暇を１３％にふやす

のだというふうな国の政府の方向性、そして出して

いる部分がございます。男女共同参画基本法を参考

にしますと、やはりこういうイクメンに関する町と

しての施策というのは十分理解し、そして進めてい

くべきだというふうに思っております。 

 子どもを持つ親の１日当たりの育児と家事の時間

を平成６年の６０分から、２０年には２時間３０分

とする具体的な数字目標も出ております。上富良野

町で、男性の育児休暇の目標とかそういうのは考え

ていらっしゃるかどうか、そこを伺いたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ３番佐川議員の御質問

にお答えいたします。 

 上富良野町でといいますか、町のほうでは、次世

代育成の法律に基づきまして、役場自身も特定事業

主となっておりますので、特定事業主の行動計画を

持ってございます。その中で男性等の職員において

も、育児休業を取りやすいようなそういう環境整備

を求めることを計画の中で盛り込んでおりますが、

具体の何％かというような数値目標を立てた計画に

はなってございません。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） また、後で出てきますけれ

ども、そういう行動計画も進めて、町として独自の

やっていかなければならないという法律もできてき

ますので、後でまたお話をさせていただきたいと思

います。 

 ４、子育て費用の軽減について伺いたいと思いま

す。 

 上富良野町は保健福祉課の町民に対して、健康の

まちづくり宣言をしてきたこともございますし、本

当に健診率も全道トップでありますし、十分に町と

して施策がなされてきたと、本当に誇らしいぐらい

の部分がございます。しかしながら、人口をふや

す、子育てに対応するために、そういう特殊出生率

を上げるためのそういった施策に関しては、少しま

だ十分考えていく余地があるのではないかなという

ふうに思っております。 

 健康を保つための予防策だとか、そういうのは十

分理解できますけれども、やはり予防をしても出産

にはつながらないという現実問題がございます。そ

こら辺を他町村と比べまして、プラスアルファの施

策をやっていかなくてはいけないというふうに思っ

ております。子育て世代は、とっても負担が多いと

いうことで、今、他町村でも中学生までの医療費の

無償化というのを打ち出しております。 

 この間も北海道新聞にも載っておりましたけれど

も、やはりこれからの時代、先を見据えて我が町も

健康は守りながら、子育て世帯に対応しているのだ

ということは十分理解しておりますが、やはりそこ

は他町村との平均レベルというのですか、そこら辺

に乗っかって、その時点でプラスアルファで上富良

野町は予防しているのだと、そういうような施策を

していかないと、どこかでラインから落とされる部

分が上富良野町であるとしたら、それはやはり子育

て世代の親御さんにとりましては、やっぱりちょっ

と何か足りないのかな。 

 お話を聞いたり、一つ一つの施策を見ると、一生

懸命やっているのは多分わかっていただけるのだと

は思うのですけれども、やはり外から見た目という

のは重要になってくると思いますので、ぜひそこら

辺の外からの目線で、また今後の人口増につなげる

ためには、何をしたらいいのかというそこら辺が、

一番これからの施策として重要ではないかなという

ふうに思います。 
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 今、子どもの医療費について、通院費プラス無償

という自治体がふえてきておりますが、それについ

て町長の意見を伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 子育て支援に対します御質問と理解しております

が、子育て支援策につきましては、まず、出生率か

らのお話もございました。出生率を高めるというこ

とは、一朝一夕にできることでもありませんし、こ

れは責任回避する意味は全くございませんが、１自

治体が何か取り組むことによって出生率が上がると

いうこと、際だって数字が変わってくるということ

の期待は非常に困難であろうと。 

 これはやはり国挙げて、地域挙げて取り組んで初

めて実行の上がることだというふうに考えておりま

すが、何もしないでいいということではありません

ので、それについては可能なものについては、取り

組みを進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 また、子育て支援策の具体的な支援策についての

御質問もいただきましたが、私といたしましては、

常々申し上げておりますけれども、他の町村と対比

をしたり、あるいは比較をしたりというようなこと

の中で、特定の事業をピックアップして、そこに注

目を集めるようなことは果たして行政、まちづくり

の中で、いっときはたしかインパクトはあることは

それは認めるところですが、やはり私ども行政を預

かっている立場といたしましては、やはりその政策

というものはしっかりと安定しているか、そして

しっかりと継続できるような仕組みがされているか

ということが、私としては一番重きを置いていくべ

きことだというふうに考えておりますので、なかな

かそういったことを押し並べて見ますと、どちらか

というと佐川議員のほうから御質問ありましたよう

に、外目から見ると、非常に地味に見えるかと思い

ます。 

 しかしながら、この上富良野町のみならず、今の

人口動態を見ますと、社会的減少が圧倒的に自然減

少より進んでおりますので、やはりこの上富良野に

住んで頑張っておられる若い世代の方々が、しっか

りとここで安心して働いて、また、安心して子育て

できるようなそういった安定感を私どもとしては

しっかりとつくっていくことが、まず重要であろう

というふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 今、安定感が本当に重要だ

と思います。ここに、上富良野町の子ども・子育て

支援事業計画というのをいただいたのがあります。

２６ページに、重点的に取り組む必要が高い子ども

に関する施策は何かというふうに若い世代、子育て

世代の親御さんに聞いております。 

 そうしますと、子どもの医療に関する充実という

のが７０.８％も上げていますよね、そしてあと子

育てに伴う経済的支援を望むと、これが４８.４％

も上げています。やはり若い子育て世代の親御さん

たちの民意というか、育てている親御さんたちの気

持ちをどれだけ行政でくみ取るかということも、私

はある一つの行政の施策として必要になってきてい

るのではないかなというふうに思います。 

 安心というのは、やはり一定ライン、子どもが病

気になったときには必ず親御さんも仕事を休まない

といけない、そして交通費ももちろんかかります。

医療費も負担があります。それで、そういった部分

を考えていきますと、できるだけ上富良野町は子育

てに、町長、よくいろいろな保育所等の行事に出て

いただいたときにおっしゃっていることは、この町

で皆さんが安心して子育てができるように対応して

まいりたいと、本当に私はうれしく聞いているとこ

ろなのですよね。 

 ここら辺は、やっぱり子育てするお母さんたち

に、私も自分で子育てもした経験もございます。本

当に負担もかかりますので、そこら辺をどのように

酌み取ってくれているのかなというその基準に、他

町村とやっぱり比べてしまいますよね。地味な施策

は、本当に上富良野町は、すばらしいというふうに

理解しております。調べれば調べるほど、逆にこん

なこともしていたのかという方もいらっしゃると思

いますよね。だけれども、やはり外から見た目と数

字と整合性のあるような動きをとることも必要では

ないかな、そういう時代に来ているのではないかな

というふうに私は思うのですよね。 

 ぜひ今後のまた国からの補助等の予算がついたと

き、暁には、ぜひここら辺を少しでも緩和していた

だけるような負担を、子育ての親御さんたちの負担

軽減につながるようなそういった意味合いで予算計

上していただければ、私たちの議会の中でも、それ

をやってくれたらなというふうに思っている議員の

仲間というか、たくさんいらっしゃると思いますの

で、ぜひそこら辺は強く言っていきたいなというふ

うに思っております。 

 私たちの厚生文教常任委員会も今回、子育て支援

についてという研修もやっております。また、そこ

ら辺について、町長がもし国として予算がつくので

あれば、そういった方向性で考えていただけるよう

なこともあり得るのかどうかも含めて、そこら辺を

伺いたいと思います。 
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○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の子育て政策

全般についてのお尋ねかと思いますが、お答えをさ

せていただきますが、やはりその時代、その時々の

社会環境によって適切にタイムリーな政策を持って

いくということも、米沢議員の御質問のときもお答

えさせていただきましたが、やっぱりそれは前向き

に取り組んでいくことだというふうに思っておりま

す。 

 まだ、これからいろいろ私ども内部の検討・研究

の中で詰めていくことになると思いますけれども、

これで子育て支援が足りていると、満たされている

というふうな前提には立っておりませんので、いろ

いろな調査機関の調査データを見ますと、医療費が

少し拡充されることが非常にありがたいという調査

結果も見ております。 

 また一方、何が負担感があるかというと、教育に

対して非常に負担感があると、そういうデータもあ

るわけでございまして、そういったことを実際、上

富良野町の中ではどういったことが満たされていな

いのかということを前提を持たずに検討しながら、

充実を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 以前の時にも申しました

が、ぜひ重要な部分における検討課題ということで

お願いしておきます。 

 次に、男女共同参画についての質問に移らせてい

ただきたいと思います。 

 女性の職業政策における活躍の推進に関する基本

方針の策定というのがあります。女性の活躍推進法

で、先ほども申しましたが、８月に成立したばかり

でございます。これについて、１０年間の時限立法

ということでございます。ここに、第２９条から第

３４条までに所要の罰則を設けるものとして、要す

るにきちっと自治体等で政策の推進が図られない場

合は、罰則も設けることだというふうに書いてある

のですけれども、これについて町長はどういうふう

に理解しているか伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ３番佐川議員の再質問

にお答えいたしますが、自治体の罰則というのはど

ういう、どの部分かちょっと私も勉強不足ですけれ

ども、今回の法律の中では、先ほどのエンゼルプラ

ンと同様に、女性の活躍推進法の中でも女性の例え

ば採用のあり方であったり、そのようなことを一定

程度、国の指針に基づいて役場も地方公共団体も、

特定事業主ということで指定されておりますので、

来年の３月いっぱいまでに子育て応援のプランと同

様に、特定事業主としての行動計画を策定すること

が義務づけられておりますので、それらの計画の策

定に向けて準備を進めているところであります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 事業主の取り組みに必要な

視点と行政の役割というのがございます。まず、

トップが先頭に立って意識改革、そして働き方改革

を行う、また女性の活躍の意義を理解し、女性の活

躍推進に積極的に取り組む、働き方を改革し男女と

も働きやすい職場を目指す、男性の家庭生活への参

画を強力に促進する、育児、介護等をしながら当た

り前にキャリア形成できる仕組みを構築する、こう

いうような内容が書いてあります。 

 この内容について、この責務と役割について、町

長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の男女共同参

画、もしくは女性の活躍推進法にかかわりましての

御質問にお答えをさせていただきますが、町全体の

町民の意識を向上させたり、あるいはそういう環境

づくりというのは、また一方であるでしょうが、役

場として、特定事業主として果たすべき役割と申し

ますと、先ほど総務課長のほうからお答えさせてい

ただきましたように、まず町がある種率先して町民

の皆さん方に取り組みを見えるような形で取り組ん

でいくことは、大変必要だろうというふうに考えて

おりますので、どういうところから実際実行してい

けるか、これから計画をつくってまいりますが、町

が率先して取り組んでいくということの形はつくっ

ていくべきだというような理解はしているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 公的部門による率先垂範と

いうことで、やはり町長、今おっしゃっていただき

ましたが、上富良野町の行政を預かる者として、や

はり公務員の方もそうですけれども、町民の方に示

すことができるようなそういう施策をぜひ具体的に

わかりやすいような、もちろんそういうことも考え

ていただきたいなというふうに思っております。 

 今回、この内容につきましては、公表だとか、啓

蒙活動をするというふうに、推進するというふうに

盛り込まれていると思います。これについて、どの

ように関係者への説明等をやっていただけるのか、

そこら辺をちょっと伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお
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答えいたしますが、こういった第三者の目から見る

一つの監視という言葉適切ではありませんが、第三

者の目から見てしっかりとそういった女性が活躍で

きるような環境づくり、あるいは男女共同参画が

しっかりと行われているかということを見えるよう

な形でということは、これから、この法律の中でも

書いてありますので、多分、されていくのだという

ふうに思います。 

 ただ、現在の上富良野町の状況から申し上げます

と、町は特定事業者でございますので、そういう計

画は持つことになりますけれども、国で言う、今、

ここで言われている特定事業主というのは、３０１

人以上の事業所を対象としておりますので、上富良

野町の実態に合うかどうかはわかりませんが、町の

特定事業者としての責務は、果たしてまいりたいと

考えております。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 女性の活躍推進法と推進計

画を今策定している、準備をしているのだと思いま

すけれども、その中で男女共同参画の計画と同一と

して一体化してやっていくのか、それとも単独で

やっていくのか、そこら辺をちょっと伺いたいと思

います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきますが、法律の趣旨そのもの

は、男女共同参画と女性の活躍推進法とは、これは

目的は違いますが、共通するところは私は多々ある

なというふうに考えております。 

 こういう小さな地域におきましては、それをしゃ

くし定規に分けるのではなくて、男女もしっかりと

共同参画ができるような社会状況、環境、あるいは

その中で女性がさらに活躍していただけるような状

況づくりというものをあわせ行うことが、非常に有

効だというふうに考えておりまして、繰り返します

が、そういった手本を役場の組織を通じて、町民の

皆さん方にＰＲできればというふうに思っていると

ころでございます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 先ほどの答弁の中で、附属

機関との設置及び運営に関する規程に基づいて進め

ていくというようなお答えをいただきました。 

 ２０１０年９月の定例会でも私、これについて質

問させていただいております。そのときに農業委員

会だとか附属機関に対して、各委員会の登用につい

てということで質問しておりましたけれども、その

ときの町長のお答えは、条例や計画がなくても十分

反映でき、まちづくりや自治体で精神は生かせると

いうふうにおっしゃっておりました。 

 附属機関等の今、実態を見せていただきますと、

女性の割合は本当に少しずつふえて、登用もふえて

きているなというふうに感じております。しかし、

農業委員会、それだとか固定資産審査委員会等、や

はりこの辺がほかの委員会もありますけれども、ま

だまだ不十分な部分がございます。これについてど

のように、特に農業委員会等は選挙という形もござ

いますし、どういうようにして反映をさせていくつ

もりなのか、そこら辺を伺いたいのですが、すごく

難しい部分があると思うのです。 

 実は私、個人的にお話を伺った中で、農業委員会

の方から、農業経験者、経営の経験がない女性に対

しては、そういう者に入ってもらっては困るみたい

なような、そういう言い方をする委員も中にはい

らっしゃいます。そこら辺の意識改革も含めて、ど

ういうふうに現実問題の具体的に登用をふやしてい

くのか、そこら辺を伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の女性の参加

機会についての御質問、公的機関への参加について

の御質問にお答えをさせていただきますが、お尋ね

の農業委員会に特定してお答えさせていただきます

と、現在、女性の委員が委員として就任されている

実態にはございません。 

 ただ、これは議員も御理解いただいているよう

に、機械的に男女の割合を決めればいいというよう

なものでもございませんし、やはり目的が地域の農

業を推進するという機関でございますので、その目

的達成のために女性の意見が反映されるようなこと

が必要であって、初めて機能するわけでございまし

て、その辺は農業委員会の自主性にもちろんゆだね

ることになりますが、ただ、農業委員会に限って申

し上げますと、次回の改選から実は選挙がなくなり

まして、町長が農業委員を指名するというような仕

組みに今度変わります。 

 そういった関係で、そういうような女性が活躍し

ていただけるような環境づくりもどうでしょうかと

いう意見は、今まで以上に述べられる状況にあるの

かなというようなことで考えておりますので、そう

いった機会を通じて発信してまいりたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 本当にいろいろな統計を見

ても、女性を登用したことによって企業がすごく収

益を上げたり、また農業生産のほうでも法人として

収益が上がったと、そういう経過の結果がたくさん

出ております。 

 あすもＮＨＫで上富良野町の「はらぺ娘」です
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か、農業女子の「はらぺ娘」というテレビにも出

て、皆さんもごらんになると思うし、私も拝聴させ

ていただきますけれども、ぜひ女性の農業者の支援

も含めた、そういう窓口の開けた上富良野町という

のも考えていただきたいなというふうに思っており

ますので、この辺についてまた伺いたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の女性の参加

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 もはや時代が大きく変わりまして、男であるべき

だ、女であるべきだという時代は、私は終わったと

いうふうに思っております。ともにそれぞれ持て

る、男性は男性・女性は女性としてならではで発揮

できるものがありますので、そういったこと、本当

に対等に見て女性の活躍の場がふえるように、とり

わけ役場の組織内においてはそういったことを常に

意識しておりますので、これからも御指導賜りたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、３番佐川典子君の一般質問を

終了いたします。 

 次に、９番荒生博一君の発言を許します。 

○９番（荒生博一君） それでは、私はさきに通告

いたしました３項目について質問をさせていただき

ます。まず、１項目めは町長に、２項目め、３項目

めは教育長にお伺いします。 

 まず１項目めは、平成２８年度予算の取り組みに

ついて。 

 平成２８年度予算編成時期を迎え、新年度予算に

対する次の点について町長の考えを伺う。 

 １点目、国の定めた中期防衛力整備計画に基づ

き、防衛省が効率化・合理化を徹底した防衛力整備

を進めている中、町では陸上自衛隊上富良野駐屯地

の規模縮小などがささやかれている。また、ＴＰＰ

連携協定によって農業に対する将来の不安や、少子

高齢化に伴う消費購買力の落ち込みが見られる。町

の経済や町政運営に及ぼす影響も懸念されており、

これらの諸問題に対し、今後どのように取り組んで

行くのか伺う。 

 ２点目に、十勝岳山麓ジオパーク構想に伴う今後

の町としての取り組みをどのように進めていくのか

伺う。 

 ２項目めは、町営パークゴルフ場の維持管理につ

いて。 

 今年度の町営パークゴルフ場の管理について、利

用者からグリーン上の芝の刈り込みが不十分である

との声を聞いた。コース上の維持管理について、ど

のように行われていたのか伺う。 

 ３項目めは、上富良野高等学校の振興策につい

て。 

 平成２６年度の成果報告書において、上富良野高

等学校振興策の中に、通学費等補助５３７万９,０

００円とあり、その内訳に入学準備金、通学費補

助、就学支援金の記載がされていたものの、下宿費

については支出の記載がなく、実績がなかったと考

えるが、本年度はどのような状況にあるのか。 

 また、上富良野町の就学機会の確保、地域の活性

化に資するよう、地元高等学校の存続を図るための

補助目的で行っている制度をしっかりと活用されて

いないのではないか。また、今後の上富良野高等学

校に対する町としての支援策はあるのか伺う。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの平成２８年度予算の取り組みに

関する２点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の今後の懸案事項についてでありま

すが、陸上自衛隊上富良野駐屯地の現状規模の堅持

につきましては、新たな防衛大綱・中期防衛力整備

計画に基づき、平成２８年度から上富良野駐屯地の

改編が行われるとの情報を得ているところでありま

す。これによりますと、現在の駐屯地の規模は、お

おむね維持できるものと理解をしておるところでご

ざいます。また、議員御発言のように、ＴＰＰの大

筋合意に伴う農業への影響や少子高齢化・人口減少

に伴う商工業への影響は、私も大変懸念をしている

ところであります。 

 現在、国におきましてもＴＰＰ対応策等が検討さ

れておりまして、それらを見きわめ、農業の維持発

展につながるよう準備を進めていかなければならな

いと認識をしております。 

 いずれにいたしましても、強い産業基盤を構築し

ていくことが、これからのまちづくりにおいては何

より重要と考えておりますので、第７次農業振興計

画、観光振興計画、また、現在策定しております商

業振興計画の着実な実践を図り、産業の活性化を通

じた活力のあるまちづくりに取り組んでまいりたい

と考えております。とりわけ産業間連携は、今後、

特に重要と考えておりまして、相乗効果が発揮でき

るよう事業の推進に努めてまいります。 

 次に、２点目のジオパーク構想についてでありま

すが、活火山十勝岳と共生した暮らしを共有する美

瑛町とともに、平成２９年度のジオパーク認定に向

け、取り組みを進めているところであります。今年

度は、両町による推進協議会の立ち上げから、日本
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ジオパークネットワークに準会員として加盟し、ジ

オパークに対する認識を高めていく啓発運動を中心

に取り組んでまいりました。 

 次年度は、平成２９年度の認定申請に向けて、申

請書の作成作業を進めていくことになりますので、

ジオサイトやジオストーリー、ジオテーマの設定と

あわせて砂防ダム群や土の館など教育的価値を有す

る施設のほか、地域の地形などを見渡すことのでき

る景観ポイントなどの選定を進め、地域住民の皆様

と意識の共有を図りながら、テーマに沿った活動の

広がりを進めていかなければならないと考えており

ます。 

 ジオパークは、貴重な自然遺産を地域の宝として

保全・保護に努め、教育や地域振興に継続的に生か

していくことが重要でありますことから、十勝岳の

活動や土壌、生態などにおける学術的な価値を多く

の方々と共有し、活動の広がりにつながるよう推進

に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番荒生議員の２項目め

の町営パークゴルフ場の維持管理に関する御質問に

お答えいたします。 

 平成２４年度から２８年度までの５カ年間におい

て、町内業者と指定管理制度による管理運営に関す

る協定書を結び、維持管理を行っているところであ

ります。 

 利用者から、グリーン上の芝の刈り込みが不十分

との声に対する維持管理の御質問ですが、業者とは

協定書締結の際に、芝維持管理仕様書を定めてお

り、その中で芝の刈り込みの高さは、グリーン約２

センチ程度となっております。 

 本年は、天候やコースの状態のほか、コース管理

の従業員が交代したこともあり、グリーンの芝の刈

り込み作業において、一時期、仕様書に定める高さ

より芝が長くなり、プレーする方々から御指摘をい

ただきましたので、直ちに業者に対しまして改善の

指導を行ったところであります。 

 今後におきましては、仕様書に基づく適切な維持

管理に徹底を期すよう強く指導を行うとともに、多

くの利用者の方に満足いただけるコース管理に努め

てまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの上富良野高等学校の振興策に関

する御質問にお答えをいたします。 

 上富良野高等学校振興策につきましては、上富良

野高等学校教育振興会を通じ、生徒に対する資格取

得助成、進路支援、進学指導対策や部活動への助成

とともに、平成２５年度からは生徒の保護者に対し

まして、入学準備金の増額や通学費、就学支援金な

どの助成を行い、平成２６年度においては、総額８

３０万円を助成したところであります。このように

保護者の負担軽減などを図るとともに、地元高校の

存続のため、町の振興策を講じているところであり

ます。 

 この中で、下宿費の助成の実績でありますが、町

内に下宿業を営む方がおられないこともあり、これ

まで実績がないところであります。また、本年度か

らは通学費の助成に当たり、これまで美瑛までの全

額助成を旭川まで拡充を図ったところであります。 

 下宿費の助成につきましては、遠距離から通学す

る不便の解消を図る上で必要と考えており、そのた

めにはアパートなどの空き部屋利用や企業への働き

かけなど、受け入れ態勢を整えることが重要である

ため、上富良野高校や関係組織、団体と連携を図

り、この支援策が効果的な役割を果たせ得るよう努

めているところであります。 

 また、今後の上富良野高等学校に対する支援策で

ありますが、引き続き上富良野高等学校教育振興会

を通じ、高校やＰＴＡなどと協議を行い、必要な支

援策の検討を進めてまいりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問を受けます。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） １点目の国の定めた中期防

衛力整備計画に基づいた上富良野駐屯地の規模縮小

などのささやきに関しては、町長からのお言葉をい

ただき、現状維持ができるだろうというおおむねの

回答で安堵しております。日ごろ継続的に行ってい

ただいている要望活動が実ったと思っておりますの

で、引き続き駐屯地のこちらの維持、それから規模

拡張を要請活動においては努力をしていただければ

と思います。 

 農業に関しても国が定めたＴＰＰ協定は、今後、

めまぐるしくいろいろな項目の中で取り決めがなさ

れるということで、今、この場ではお話は、詳細は

できませんが、手厚い農業従事者への保護は、予算

に組み込んでいただければと思います。 

 最後に、先ほども午前中、竹山議員のほうから商

工業支援に関して質問がありまして、当町において

は小規模事業者５名以下の施設が３２６事業所ある

ということで、現況をお話いただきましたが、こち

ら１点目の質問の最後に、現在策定しております商

業振興計画、こちらの着実な実践を図るとあります

が、今、お答えできる範囲で結構です。この商業振

興計画において目玉となる施策というのは何か、わ

かっていればお話いただければと思います。 

○議長（西村昭教君） 荒生議員、質問の趣旨と

ちょっと通告外でありますので、それについては答
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弁ということにはなりませんので、もとに戻ってい

ただきたいと思います。 

○９番（荒生博一君） では、２点目の十勝岳山麓

ジオパーク構想に関しては、僕も初めて９月に一般

質問をさせていただく中、現在、３カ月が経過して

おります。町の広報紙においても３度にわたり、こ

ちらを啓発していただいているのは承知しておりま

すが、現在、総務課で行っている出前講座を初め、

一生懸命行政のほうでもこちらＰＲ活動に努めてい

ただいているとは思いますが、まだまだオファーが

ゼロ件といった実態もあるようで、ＰＲ不足ではな

いかと思いますので、この件に関して伺います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員のジオパーク

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 このジオパークに対します私の期待は、大変大き

いものを持っておりまして、既に数日前に新聞等で

ごらんになった方もおられるかと思いますが、実は

旭川周辺で神居古潭をジオパークに結びつけようと

いうような動きがあります。 

 たまたまどちらも中心になって動いていただいて

おります先生が和田先生ということで、私どもも和

田先生を頼りにしているところでございまして、そ

ういった隣接した地域、同時進行をぜひ図っていた

だければと期待をしているところでございますが、

荒生議員御質問のように、まだまだ町民や住民の皆

さん方の中に浸透、私は行っていないと思います。 

 まず、そこをしっかり、まだまだ住民の皆さん方

と共有しないと物事は、これはよそから何か事業者

が入ってきて進めるということでありませんので、

みずからやるしかないので、今まで個々に取り組ん

でいたださまざまな事業をジオパーク構想の中にぶ

ら下げて、相乗的に効果ができるようにすることも

必要だと思います。 

 まず、何と申しましてもとにかく住民の皆さん方

に、今、進めようとしている構想が何たるものかと

いうことをもっと熱心に、説明を繰り返してまいり

たいと考えております。 

○議長（西村昭教君） 質問ございますか。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 今、お答えいただきました

今後ジオパーク事業による観光・農業・商工業、こ

ちら基幹施設への取り組みに関してですが、今、町

長、取り組みに関しての具体的な計画がありました

らお話いただけますか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員のジオパーク

構想に対します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 具体的な施策といたしましては、先ほど申し上げ

ましたように、現在、それぞれ個別事業として、例

えばヒルクライムの事業だとか、あるいはトレイル

ランだとか、そういうフィールドスポーツについて

はそういったもの。あるいは郷土館を通じて、土の

館を通じて多くの皆さん方に、この富良野の大地が

どのように形成されてきたかというような学術的な

部分、あるいは小中、子どもに対するそういったジ

オに対する知識をさらに高めていくこと、あらゆる

ものがこの上富良野の成り立ちそのものが、十勝岳

の成り立ちと歩みを一緒にしておりますので、全て

がそういったジオパーク構想につながることになり

ますけれども、全てということ、一遍にできません

ので、一つ一つまず既存に取り組んでいる事業、子

どもたちに対しては授業、あるいは郷土館、あるい

は土の館、そういったところで取り組んでいる事

業、そういったものを一つ一つしっかりと充実をま

ずさせていくことが大前提と。そして繰り返します

けれども、住民の皆さん方に、この価値をわかって

いただくということに努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） それでは認定まであと１年

半少々になります。多分、周りからの声ではＰＲ活

動が足りないという大きな声と、私を含めて町民全

員が、まだまだジオパークとは何かということを理

解していない町民が、圧倒的多数だと思います。 

 一説によりますと、認定に向けて、覆面調査員が

無作為に子どもたちなどを相手に、「ジオパークは

何」という質問をされるかもしれないということも

話されております。今後、本来はボトムアップ型と

いうことで、町民全員が一丸となってこの事業に取

り組むというのが望ましいことですが、そうなる前

にはやはり向山町長からのトップダウンの今後の経

過活動の指示なども含めて啓発をいただき、それか

ら真のボトムアップ型を目指したジオパーク認定活

動をしていただければと思います。これは共通認識

として、今後、目指していただくよう御協力をお願

いいたします。 

 次に、２項目めの町営パークゴルフ場の運営に関

してですが、教育長に再質問させていただきます。 

 私も温泉に勤務している関係で、近隣の市町村の

お客様をパークゴルフを絡めたお食事等で、日帰り

の宴会の送迎バスを数多く本年度も７本、旭川から

富良野沿線含めて仕事をさせていただきました中、

やはり町外のお客様ということで人数も制限されま

すが、回数券を買っていただいたり、それから５０

０円を実費で払われている中、去年もおととしも毎

年利用したお客様から苦情がありまして、去年もお
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ととしも管理は行き届いていて、十勝岳を背景に最

高に上富良野のパークゴルフ場は楽しいということ

でお声をいただいていましたが、ことしに限りこの

お客様が立腹されるほど、コンディションが悪かっ

たそうです。 

 これはまた直接聞いた生の声をもとにお話させて

いただきますが、まず指定管理者の責任者とこちら

管理委託側として、どのような改善に向けての話し

合いが行われていたのか、これを一つ伺います。 

 それから、仕様書に基づいた維持管理が行われて

いたのか、定期的に管理をしていたのかどうか、教

育長に伺います。 

 それに附随し１点だけ、２６年度の成果報告書に

２５年度、２６年の延べ人数の利用実績、数字が出

ていましたが、２７年度の利用実績数、掌握してい

たら教えてください。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番荒生議員のパークゴ

ルフ場に関する御質問にお答えをいたします。 

 まず１点目でありますけれども、指定管理者との

やりとりであります。 

 先ほどもお話いたしましたけれども、苦情をいた

だいた段階で適正な管理、いわゆる仕様書に基づく

２センチというものをしっかりと守るように業者側

にお話をしたところであります。その後、天候だと

かさまざまな部分、状況によって芝生の状況という

のは日々変化するわけでありますけれども、仕様書

基づいて対応する部分を指導をしたところでありま

す。 

 あと、人数的なもので、利用者の関係であります

けれども、関係については、総体的に前年と比較し

て大ざっぱな話で申しわけないですけれども、利用

人員は減っているというようなことをお聞きしてい

るところであります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） この利用者の人数の減少に

伴った大まかな要因は、もちろん維持管理も含めて

何が要因だと考えていますか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番荒生議員のパークゴ

ルフ場に係わる利用人数の減の理由についての問い

でございますけれども、まず一つに、直接ことしの

管理状況が適正でなかったということが、利用人員

に大きく影響しているかどうかという部分で言いま

すと、若干影響あるかもしれませんけれども、大き

な要因ではないと思います。 

 利用人員が減った大きな要因というのは、やはり

利用者の方が全体的に減ってきているのかなと。こ

の富良野地区に、たくさんのパークゴルフ場がある

わけでありますけれども、伸びているところは１カ

所だけだと。富良野の何といったかな、ちょっと場

所の名称は失念していますけれども、１カ所だけだ

と。それも旅行に来た方たちが、来たついでにパー

クゴルフをやってみたいというようなことで、そこ

だけが利用人員が伸びていて、ほかのパークゴルフ

場は、総体的に減だというような状況を聞いている

ところであります。 

 管理が悪かった点、あと全体的に利用人口が減っ

ていると、この２点が結果、うちのパークゴルフ場

の利用人員の減につながっているのかなと、そんな

ふうに感じているところです。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） わかりました。 

 パークゴルフ場に関しては、町の大切な財産だと

思います。もちろん町民の健康増進やスポーツ振興

を図る意味においても、また観光的な要素も十分ま

だまだ可能性がありまして、町内外から数多くの方

を誘致するといった意味では、何せあれだけの景色

というのは、ほかのパークゴルフ場においては考え

られませんので、今後も引き続き末永く利用できる

よう管理維持を指定管理業者に、こちらしっかりと

指導いただくようお願いします。 

 最後の３項目め、上富良野高校振興策に関してで

すが、１点だけ、教育長、こちらお伺いさせていた

だきます。 

 将来の上富良野高等学校について、今、何か考え

がおありでしたらお聞かせ願います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番荒生議員の上富良野

高校に対する御質問にお答えします。 

 振興策、今、持っているかという、端的に言うと

お話かなと思いますけれども、今現在やっている部

分、先ほども申し上げましたけれども、いろいろな

部分の対応をやっております。金額についても決算

ベースで約９００万円、８６０万円ということでお

話ししましたけれども、金額的にも相当の額を振興

策として対応しているところであります。 

 ただ、上富良野に高校を残していくために、ある

程度の予算をかけてでも対応しなければならないと

いうことは、もっとあるのかなと思いますし、これ

でいいという部分ではないというふうに考えており

ます。それで、先ほどの答弁の中でもお話ししたと

おり、学校、そしてＰＴＡ、関係団体と協議して、

いろいろな対応を図っていきたいなというのが現在

のところであります。 

 他市町村でもやっておりますけれども、先ほども
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ほかの議員の方から御意見もいただきました。給食

の関係、あと修学旅行に助成を出したらいいのでは

ないかだとか、海外旅行の時に助成をしたらいいの

ではないだろうかとか、あと大学の進学において、

入学のお祝い金的なものを出したらいいのではない

かとか、候補になるものはほかの町村でもたくさん

やっていまして、たくさん球はあります。 

 ただ、それが本当に上高の存続するための施策な

のか、単なるバラマキなのか、この辺は非常に難し

いところです。結果として、やった施策を受け入れ

てくれて、入学する方がふえていただくというのが

一番のことです。 

 ですから、そのためにどんな施策がいいのかとい

うのは、皆さんと一緒に考えながら、数打ちゃ何か

当たるというのもちょっとありますけれども、金額

的にも約９００万円という部分で、多くの金額をか

けて対策を組んでいますので、慎重に、そしていい

ものを考えていきたいということで考えております

ので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 町にとっては道立高校の存

続、これは地域振興においても非常に大事なことだ

と思います。引き続き、今、手厚くこちら支援をさ

れていることは十分理解した上で、他の市町村の実

例を挙げて、本当にやはりただ球数がふえるという

だけかと思われますけれども、お金のかけ方もいろ

いろあると思います。 

 足寄町のように、町が塾をつくり、生徒をそこの

塾に入れ、より高き大学進学を目指したりとか、こ

の間も道新に、福島町が道立の商業高校を抱えてい

て、町全体で商業高校の７２人の生徒を減らさぬよ

う、例えば自動車免許の取得まで町が補助をする。

そこまでは望みませんが、このままにおいては小学

校・中学校の人数もどんどん年々減っていく中で、

何か町として奇抜な策を講じなければ、本当に我々

も十数年前から１年に１度、上富良野高校の存続を

訴える署名活動もう十数年、それを書いているたび

に思います。何とかならないか。そのために行政の

ほうも、先ほどの海士町の例を米沢議員おっしゃっ

ていましたけれども、何か奇抜な策で上高を守って

ください。 

 以上で質問終わります。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、９番荒生博一君の一般質問を

終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ２時３１分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２７年第４回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 議会運営委員長、総務産建常任委員長及び厚生文

教常任委員長から、閉会中の継続調査として、配付

のとおり申し出がございました。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ９番 荒 生 博 一 君 

    １０番 高 松 克 年 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、１２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 私は、さきに通告をして

おります１項目１点について質問を町長にさせてい

ただきたいと思います。 

 町道の補修や改修整備についてということであり

ます。 

 町道は路線で４３１本あり、総延長は４１５キロ

になるとお聞きをしております。主要な路線につい

ては５７路線あり、供用開始から年数が経過してい

る路線は、道路状況が非常に悪くなっているところ

が目立ってきております。 

 これらの町道の補修・改修整備はどのような基

準、目安で行われているのかをお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。１２

番中瀬議員の御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 中瀬議員の町道の補修や改修整備に関する御質問

にお答えさせていただきます。 

 議員御発言にもありますように、当町におけます

町道は４３１路線、総延長４１５キロメートルであ

り、そのうち１級、２級路線は合わせて５７路線と

なっており、これらの町道につきましては、建設か

ら３０年から４０年が経過し、舗装面の損傷が進ん

できている状況にあります。 

 損傷の原因といたしましては、経年劣化や大型車

の通行、水道・下水道及び農業用水路埋設時におけ

ます舗装切断、復旧に伴います路面の凹凸が主なも

のとなっております。 

 町道に係る補修整備の基準、目安についてであり

ますが、陥没や凹凸及びひび割れが発生している危

険な箇所などは、その都度、部分補修で対応してい

るところであります。 

 また、改修整備につきましては、１・２級町道

は、ほぼ改良舗装済みであることから、今後の改修

方法といたしましては、舗装のオーバーレイが考え

られますが、１級、２級以外の路線の多くは簡易舗

装となっておりますことから、凍上による路面凹凸

が発生している箇所が相当あり、傷みの激しい箇所

につきましては、春先における車両や歩行者の通行

に支障を来していることから、土のうを置いて、一

時的に通行確保を図っているところであり、このよ

うな道路につきましては、早期に路盤改良を伴う改

修が必要なため、計画的な改良舗装を行っていると

ころであります。 

 オーバーレイを含めました道路改修及び側溝の改

修につきましては、各住民会より多数要望が寄せら

れておりますことから、町といたしましては、地域

の要望及び現場状況を考慮し、優先順位を決め、年

次計画を持ちながら実施してまいりたいと考えてお

りますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 補修については、危険な

箇所をその都度、部分補修するということでありま

すけれども、町道を維持するために、平成２７年度

予算として９,７００万円ほど予定しておりますけ

れども、町道維持をするために毎年これぐらいの金

額がかかっているのでしょうか。 
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 それから、補修に当たっては、補修する判断は誰

の判断で行っているのかをお伺いします。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま１２番中

瀬議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 毎年、事業計画を立てまして、整備計画のもと、

実施しているところであります。ことし、平成２７

年度につきましては９,７００万円程度ということ

でございますが、毎年同じような金額が、整備計画

のもと、実施しているところでございます。 

 また、誰が補修等を行うかということであります

が、まず現地を確認しまして、町民の方からもいろ

いろと要望とか報告もいただいておりますことか

ら、現地を確認しまして、危険な箇所につきまして

は、即舗装の補修等を行っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 今、補修に当たっては、

その現場を見ながら、危ない箇所があったときに

は、適宜対応しているということでありますけれど

も、これについては、役場の職員が常時道路を見て

回って、そして危険箇所ということを判断をして、

そして、その上で実施をしているという認識でよろ

しいのでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 補修箇所につきましては、まず、年２回ほど実施

しております。春先１回、それから夏から秋にかけ

て１回、危険な道路というか、傷んでいる道路を確

認しております。 

 また、道路の維持管理を行っている業者にもパト

ロールさせておりますので、随時報告があります。

その都度、修理を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） そのような形で適切な補

修をしていただきたいと思います。 

 次に、舗装道路の改修の目安ということで、先ほ

ど目安の件については触れられておりませんでした

ので、たまたま工法としてはオーバーレイが考えら

れると。 

 このオーバーレイについては、この費用というの

は、いわゆる１キロメートルというか、１００メー

トル当たりというか、工事の単価というのは、私ど

も基準がわかりませんけれども、これは幾らぐらい

かかるものなのでしょうか、もしわかれば教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいまの１２番

中瀬議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 オーバーレイにつきましては、大きく三つに分か

れます。一つは、舗装面がひび割れ状態、でこぼこ

していないで、ひび割れ状態の場合は、そのまま上

に舗装をかぶせます。補設します。 

 次に、２点目としまして、ひび割れた状態、それ

と凹凸がある場合は、へこんでいる部分について

は、舗装でまず埋めます。埋めた状態で、また上に

オーバーレイとして舗装を全体にかぶせるパター

ン。 

 それからもう一つは、３点目に、でこぼこして凹

凸していますので、一番高い部分を切削するという

部分もあります。舗装を削り取りまして、その上

に、平らにした段階で舗装をかぶせるというパター

ンがあります。 

 この三つがございます。それぞれ費用は相当かか

ります。試算によりますと、普通のセンターライン

が入っているような道路でありますと、安く見積

もってもメーター当たり２万円ですから、１００

メーターやれば２,０００万円というような形にな

ります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） オーバーレイについて

は、今、３通りの方法があるということでありまし

たけれども、こういう幹線道路につきましては、先

ほど言いましたが、町内にも町道がかなりのメー

ター数ありますので、一気に改修工事というのは非

常にお金がかかることでありますので、これは計画

的に改修をしていただかなければならないというふ

うに思っております。 

 これらの道路について、先ほども話の中に、町道

は４３１本で延長は４１５キロということでありま

すけれども、１級路線約８５キロ、２級路線約７０

キロということで承知しておりますけれども、町道

における１級路線というのは何本あるのかというこ

とと。 

 それから、１級、２級の路線の線引き区分という

のは、何を基準にしてこの路線を決めているのかと

いうことをお伺いします。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 先ほどちょっと計算間違いでゼロが１個少なかっ
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たですけれども、メーター当たり２万円で、例えば

１キロ、１,０００メールやった場合には２,０００

万円ということでございます。失礼しました。 

 次に、１級、２級の路線数ですが、１級につきま

しては２８路線、２級につきましては２９路線ござ

います。 

 １級、２級の違いですけれども、町の重要幹線道

路につきましては１級、また、産業とか、そういう

部分で重要な路線につきましても１級、２級という

区分けをしております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 今の話の説明では、区分

というのがきちっと説明が、私は理解できなかった

のですけれども、いわゆる１級の路線については、

こういう形だから、こういうふうな区分があるから

１級だという、話としてはちょっと理解できないよ

うな説明だったと思うのですが、もう一度お伺いし

ますけれども、１級と２級の道路の線引きの違いと

いうのを教えていただきたい。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１級につきましては、公共施設など重要な

路線、駅とか病院とか、そういう公共施設に近い道

路の部分、また、産業振興に重要な路線につきまし

ては１級というふうになっております。 

 また、２級につきましては、それぞれ条件もござ

いますけれども、これも幹線道路ということで位置

づけしております。 

 あと、そのほかについては、その他の道路という

ことで区分をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 私ども頭が悪いので理解

がきちっとできないのですが、いわゆる上富良野町

においては、こういう基準があるから１級なのだと

いう明確な、今の説明ではなかった気がするので

す。いわゆる町の１級路線というのは、当然幹線道

路でなければ１級路線ではないと思いますけれど

も、１級の路線になるには、こういった条件がある

からこうなのだという部分が見えない部分がありま

すので、いま一度お願いしたい。 

○議長（西村昭教君） 中瀬議員、それの資料が

今、手元にないもですから、後で答弁をいたさせま

すので。 

 他にあれば。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） ただいま町道の路線の数

とか補修の方法、改修の目安等をお聞きいたしまし

たが、いわゆる上富良野町の重要な幹線であろうと

思われる北２８号の西道路についての改修予定等に

ついて、今の町の見解を教えていただければと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 北２８号西道路につきましては、地域からの、住

民会からの要望も出てきております。その中で、現

場におきましては、去年とことし、２回にわたっ

て、部分的な補修工事でございますが、行っている

ところでございます。 

 今後におきまして、オーバーレイの道路の整備計

画の中にも載せてはおりますが、現在のところ、何

年に行うということを示すことは今のところできま

せん。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 北２８号西道路につきま

しては、町長も御存じのとおり、昭和４７に農免道

路として、草分の入り口から留辺蘂の入り口の９キ

ロほどの道路であります。草分、江幌、静修地域の

生活道路として使用しておりますけれども、近年は

非常に交通量が大幅に多くなり、大型車の通行頻度

も高くなって、さらには、上富良野の八景、いわゆ

るジェットコースターにつながる道としても、観光

客が非常に多く通る道となっております。そんなこ

とから、車の量が非常に多くなっている。道路状況

が非常に悪くなる要因にもなっております。 

 特に、草分の入り口から２キロ程度のところは、

あの道路を通る方はわかっていると思いますけれど

も、非常に道路状態が悪いということで、私ども農

業者として、農産物を町のほうに運ぶときに、乗用

車で走るときはそんなに感じないのですが、トラッ

クで荷物を積んで走ったときには非常に荷崩れが発

生しております。荷崩れだけで済めばいいのです

が、荷物が路外に落ちてしまう。そういったことが

たまたま起きております。それが、いわゆる事故に

つながらなければいいのですが、そういったことが

非常に想定される状況になってきておりますので、

一日も早くそういった改修をお願いしたいという希

望があるわけですけれども、先ほど課長のほうから

話もありましたけれども、住民会のほうからも、何

とかして早期に改修を手がけてもらえるようにして

ほしいという話も出ております。 

 そういった中で、今後、まだめどが立っていない

という話でありますけれども、補修にも結構お金が
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かかると思います。当然今まで道路の舗装の穴のあ

いた部分には補修はしていただいております。です

から、応急処置はしていただいておりますけれど

も、応急処置も限界が来る段階になっております。

そういった意味で、補修を改修のほうに向かってい

くために、何とかめどをつけられるような形はとれ

ないかということをいま一度お伺いをします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の町道の

補・改修についての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 議員がただいま御質問いただきました２８号道路

の状況につきましても、私も何度も通っております

ので、状況も私なりに理解をしているところでござ

います。 

 当初お答えさせていただきましたように、近年、

特に郊外の道路につきまして、車両が大型化、ある

いは農機具等が大型化してきて、改修した当時の状

況と変わってきているということは私も承知してい

るところでございます。 

 そういった中で、町といたしまして、道路の改修

等につきましては、限られた財源の中でどのよう

に、緊急性あるいは重要度、そういったものを総合

的に勘案して、改修計画を持っているところでござ

います。 

 特に、路線によっては、特定財源等を活用して事

業ができる、そういう地域性を持った道路につきま

しては、そういう対応をさせていただいております

し、また、他の一般、１・２級町道につきまして

は、一般財源が主となりますので、そういった中

で、優先度もありますし、さらに地域からの要望

も、方々の住民会から寄せられております。 

 そういったことを考慮いたしまして、しかも計画

的なものでなければならないということで、財源確

保も含めまして、お示しできるものはお示しさせて

いただいておりますが、現在、２８号道路につきま

しては、担当課長のほうから御説明させていただき

ましたように、まだ年次をもって皆さん方にお示し

するような、目に見えてきているようなところには

まだ行っていないというようなことで、将来、改修

を必要とする路線ということでの位置づけはされて

いるということは申し上げておきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 先ほどオーバーレイをす

るときの費用についてお伺いしましたけれども、非

常にお金がかかるということで、大変町の財政を圧

迫することになる。そしてまた、その工事をやるの

には、当然、何かの事業とか、そういった補助事業

といったものを使いながらやらなければならないの

ではないかという気はしておりますけれども、こう

いった道路を改修する場合の補助事業的なものはど

のようなものがあるのか、もしわかれば教えていた

だきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、改修につきましては、社会資本整備総合交

付金という事業がございます。補助率が最大６５％

になっております。 

 ただ、この事業の採択を受ける条件としまして、

幹線道路の整備については、道路ストック点検とい

う点検の調査等も加わってきますので、これにのっ

とってやるような形になると考えております。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 例えば今の北２８号西道

路を想定した場合、この道路を改修する場合の補助

事業というものは何が考えられるかということをお

聞きしたかったのですが。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 先ほども申しましたように、社会資本整備総合交

付金事業ということでメニューがございますので、

その中でオーバーレイの舗装ということを考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） どのような方法でも、ど

のような形でも結構です。当然、補助事業といった

ものを使いながら道路整備をしていただかなければ

ならないというのは間違いないと思いますし、この

北２８号道路に限らず、いろいろな道路が、これか

ら改修、補修も含めて非常にたくさんの箇所が出て

くると思います。これを一気にやるということは大

変なことになってくると思いますので、これは、本

当にきちっとした年次計画を立てて、その中で改修

を進めていただかなければならないと思っておりま

す。 

 その点、今後についても、何とか早期に道路整備

をしていただけるように、そのような格好で進めて

いただきたいなと私は思っております。その点、今

後、町道維持のために全力を尽くしていただきたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 答弁はよろしいですか。再

質問も終了ということですか。 

 以上をもちまして、１２番中瀬実君の一般質問を
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終了いたします。 

 次に、１０番高松克年君の発言を許します。 

○１０番（高松克年君） さきに通告してあります

３項目について質問いたします。 

 第１、新規就農者に対する支援体制について。 

 我が町において、過去においての新規就農支援の

条件が厳しい状況にあるというふうに思っておりま

す。資金面や農業経営形態など、さまざまな指導が

行われてはいますが、現在の新規就農の状況など、

次の点について、町長に考えを伺います。 

 １、５年間の認定新規就農者数と定着の割合はど

のようになっているか。 

 ２、青年就農給付金事業、これは準備型と経営開

始型とがありますけれども、その利用状況と受け入

れ農家の状況はどのようになっているか。 

 ３として、新規就農女性の受け入れを積極的に行

うべきではないか。 

 ４として、農業振興計画における新卒やＵター

ン、Ｉターン、また、このごろでは、孫ターンとい

うのがあるそうですけれども、それらを含めた就農

支援の制度の整備が必要ではないか。 

 １項目めです。 

 ２項目めとして、農産物加工実習施設の整備拡充

について。 

 現在の加工場は非常に老朽化してきています。６

次産業化に向けた基礎的な実習の場として、今後の

期待に応えるような施設整備の拡充が必要ではない

かと考えます。 

 また、農産物の持つ機能性を高めるための商品開

発が行われるような施設が必要だと思いますけれど

も、町長の考えをお伺いしたいと思います。 

 第３として、鳥獣害の軽減と将来の対応につい

て。 

 鹿や熊、アライグマ、カラス、ドバトなどによる

農作物への被害の拡大が見られます。今後、恒久的

な駆除や防護方法を考えなければ被害を減らすこと

ができないと考えております。 

 次の点について、町長に考えをお伺いします。 

 過去３年間の上記の駆除の頭羽数はどのように

なっているか。 

 また、２として、猟友会の方々の努力や支援によ

り、現在の駆除が成り立っている現況にあります。

今後の駆除対策をどのように考えているのか、ま

た、恒久的な対策をどのように考えているか、町長

にお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番高松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの新規就農者に対します支援体制

に関する４点の御質問にお答えさせていただきま

す。１点目、２点目につきましては、後ほど担当課

長のほうより、お答えさせていただきたいと思いま

す。 

 ３点目の女性の新規就農者の積極的な受け入れに

つきましては、４点目にもあります御質問と共通い

たしますことから、あわせてお答えさせていただき

ますが、性別・年齢を問わず、就農支援制度等の整

備を図りながら、確実に就農増につながるよう取り

組みを進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 現在、町におきましては、第７次農業振興計画の

着実な実行を念頭に置きまして、実践計画の策定作

業を進めており、その一環といたしまして、農業振

興審議会において御審議を賜り、先般、戦略的施策

の提言という形で答申をいただいたところでありま

す。 

 今後、第７次農業振興計画や、これらの提言をも

とに具体的な施策・事業を盛り込んだ計画を策定し

てまいりたいと考えております。 

 女性の積極的就農や、就農支援制度の整備につき

ましては、農業関係各機関との連携を図り、具体的

な施策に結ぶよう検討を進めてまいりますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの農産物加工実習施設の整備拡充

に関する御質問にお答えさせていただきます。 

 当町の農産物加工実習施設は平成６年に開設し、

既に２０年が経過しておりますが、建物自体はさら

に古く、老朽化が進んでおり、また、各機器類につ

きましても頻々に修繕・修理を行いながら使用して

いる状況にありますので、施設としての機能が低下

していることは認識しているところであります。 

 町といたしましては、豊富な地場農畜産物を活用

した新製品の開発、６次産業化を含めた新たな事業

展開を促進する観点から、これらの施設は必要な施

設・機能であると認識をしておりますので、農産物

加工実習施設の根本的な整備につきましては、重要

な産業施策の一つとして位置づけた中で、方向性を

見出してまいりたいと考えておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

 また、農作物の機能性に着目した商品開発につき

ましては、大いに期待が持てる分野でありまして、

大学や専門機関などと連携を図り、情報収集など、

関心を持って対応してまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの鳥獣被害の軽減と将来の対応に

関する２点の御質問にお答えさせていただきます。 

 １点目の駆除数につきましては、後ほど担当課長
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より、お答えさせていただきます。 

 ２点目の今後の駆除対策につきましては、現在、

議員御発言のとおり、地元猟友会の御理解ある御協

力のもと行われている現状にあります。 

 また、平成２３年度には防護柵の設置について、

農業者の皆様に御検討いただきましたが、事業化に

至らなかった経過もあるところであります。 

 現在、中山間事業を活用し、鹿被害対策用の電牧

柵設置事業を行っておりますが、さらに駆除の担い

手となる狩猟免許取得者の確保を図るため、免許取

得に係る費用の助成や地元猟友会の運営に対する支

援をさせていただいているところであります。 

 今後におきましても、これらの事業を継続すると

ともに、安定した効果的な対策を講じることが必要

と考えておりまして、関係機関とともに調査や研究

に努めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） まず、１項目めの１

点目、５年間の新規就農者数と定着の状況に関する

御質問にお答えをさせていただきます。 

 平成２４年度に２件、本年度１件の合計３件が、

ここ５年間において新規に就農された件数となって

おります。また、全ての就農者が現在も営農を継続

されております。 

 次に、２点目の青年就農給付金事業の利用状況で

ありますが、事業が発足した平成２４年度から本年

度まで、この間、４年間におきまして、経営開始型

の利用が３件ありましたが、準備型につきまして

は、現在まで利用がない状況となっております。 

 また、受け入れ農家の状況につきましても、準備

型に該当する事案がないことから、受け入れ農家も

発生していない状況にあります。 

 次に、３項目めの１点目、平成２４年度から平成

２６年度の過去３年間の駆除数に関する御質問にお

答えいたします。 

 平成２４年度におきましては、エゾシカが１５１

頭、ヒグマが３頭、アライグマが２３頭、カラスが

１６０羽、ドバト・キジバト合わせまして１７５羽

であります。 

 平成２５年度におきましては、エゾシカが６３

頭、ヒグマが３頭、アライグマが９頭、カラスが８

８羽、ドバト・キジバトが１０７羽であります。 

 平成２６年度におきましては、エゾシカが１３６

頭、ヒグマが１頭、アライグマが２９頭、カラスが

８０羽、ドバト・キジバトが２５羽となっておりま

す。 

 過去３年間の合計では、エゾシカで３５０頭、熊

が７頭、アライグマが６１頭、カラスが３２８羽、

ドバト・キジバトが３０７羽となっております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １０番高松克年君。 

○１０番（高松克年君） 最初にお伺いした５年間

での認定の新規就農者数の定着ということでお伺い

しましたけれども、３件という新規就農者数は、非

常に地域としても少ないのではないか。自然減の農

家戸数からいっても決して補える数ではありません

し、これは考え方にもよるのかもしれないけれど

も、農家戸数の減少による人口減少、それと町内で

の消費額の減少は地域経済にも大きな影響を及ぼ

す。これをそのままにしておくということはどうな

のだろうと。これが地域経済にとってもマイナスの

スパイラルに加速していくようなことになるのでは

ないかと思うので、これを防ぐために、この新規就

農に対する支援策を充実させるということをお伺い

しているわけですけれども、町長に、このことにつ

いてどういうふうに考えているか、３件というの

は、この地域において適正と思っているかどうかと

いうのをお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番高松議員の農業の新

規就農者に関します御質問にお答えさせていただき

ます。 

 就農者の件数について、多い少ないはともかくと

いたしまして、就農される方より離農される方の率

が圧倒的に多いという実態は私も非常に危惧をして

いるところでございます。 

 どのような形で新規就農者をふやすことにエネル

ギーを用いるのか、あるいは離農者を出さないこと

を優先させるのか、非常に悩ましいところでござい

ますが、私、機会あるごとに申し上げておりますの

は、北海道等にも強く最近申し上げているのです

が、離農のきっかけが、例えば年金受給になったよ

うなきっかけ、あるいは道内共通して減少があらわ

れてきているのは、国で、あるいはそれぞれ都道府

県で事業が行われております基盤整備事業、こう

いったものが意外と離農のきっかけづくりになって

いる側面があります。 

 そういう中から、私も北海道にも機会を捉えて申

し上げておりますが、そういった農業基盤整備事業

は、担い手に農地を集約しようとすることが裏に秘

められておりますので、そういうところから、それ

をきっかけに離農をする農家の方々が離農しない

で、経営の作型、経営類型を変えて、残れるような

施策をあわせて行っていく必要があったのではない

かということで申し上げておりますが、北海道のほ

うも、実は、今、振り返ってみると、まさしくそこ
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は抜けていたということで、普及センター等の力も

かりて、大きな面積を大きな機械を使って営農する

という形は担い手に託すにしても、農業を続けられ

るような形は、北海道としてもしっかり見ていきた

いということで、最近、思いを聞いておりますの

で、上富良野町といたしましても、そういうような

方向づけができるように、農業関係機関等と協力を

しながら、何としても離農者数を減らすような、も

ちろん新規就農者をふやすことも大事ですが、あわ

せて取り組んでいきたいと考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番高松克年君。 

○１０番（高松克年君） 作型の移行ということに

は非常に期待を持てるところだと思うのです。その

部分への新規就農の役割というか、それを認めて、

そこへ押し込んでいくというか、そのことも大切だ

と思うのです。 

 確かに、一形態の中で、それらの方向へ向いてい

く余力が生まれるということが確約できれば、それ

はその方法もあるかもしれないけれども、今の状況

でいうと、社会的な状況も含めて、難しい部分もあ

るのかと思うので、その辺については、ぜひ対策と

して進めていくという中に組み込んでほしいという

ふうにも思います。 

 続いて、現状で、入り口に当たる準備型が利用さ

れていないという原因としては、案件がなかったと

いうよりは、受け入れ農家をマッチングできなかっ

たというか、それらのことが大きい要因だったので

はないかと思うのです。 

 現在、国の準備している資金の中でも、青年就農

資金などは、以前我々がお世話したときよりは５割

ぐらいふえて３,７００万円。昔、たしか聞いてい

たのでは２,４００万円ぐらいが上限だったと思い

ますけれども、それぐらいのところまで広げられ

て、しかも、今言っている青年就農給付金事業なん

かも非常に拡充されて、使い勝手のいいようなこと

になっているのですけれども、それらが十分に利用

されていないというところにも一つ問題があるので

はないかと思うのですけれども、それについてもお

伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番高松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 広い意味でいいますと、農業就業者をどのように

ふやしていくかということかなと思いますが、青年

就農制度の準備型について、私なりに理解している

ところを申し上げますと、今、資金的なサポートも

含めて、制度としては、私は整っている制度ではな

いかなというふうに理解をしております。 

 ただ、現実に、これまで上富良野の中で新規就農

者、今で言う準備型に区分されるような形で就農さ

れている方、何件も存じ上げておりますけれども、

それとあわせて、指導される農業者の方がセットに

なりますので、そういう中で、どちらかといえば、

誤解をしないで聞いていただければと思いますが、

どちらかといえば条件が不利で、立地条件等さまざ

まな、農業経営を営む面において、条件が十分でな

いがために離農されたところを、えてして、新たに

農業を志す方々のための場所として、町としては提

供してきた、あるいはお世話をしてきたような傾向

がないかなというふうに私は理解しておりまして、

何十年も営農を続けてきた方が、将来の経営を断念

するような状況に至った後を、経験不足の新規の

方々が、そこに新たに就農して、なりわいとして成

功させるということは、仮に指導される方が熱心に

取り組まれても、非常に越えがたいハードルがあっ

たのではないかなということで、そういったことを

もう１回原点に返って、本当に今持ち合わせている

能力で、それに指導者がサポートすることによっ

て、将来ひとり立ちしていけるかということまで掘

り下げて私は組み立てる必要が、上富良野町にとっ

てはあるのではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○議長（西村昭教君） １０番高松克年君。 

○１０番（高松克年君） 今、町長の反省の話が出

たのですけれども、それは、確かに出てくる状況、

来られた方の方向性、そういうものがうまくいかな

い場合というのは多々あったかとは思います。 

 しかし、受け入れ農家として、今、現状で後継者

が決まっていない非常に優秀なベテランの農家が散

見というか、見られるようになってきました。 

 また、農業をしたいという人たちが、自分では実

感としてはないのですけれども、この間たまたま、

我々がお世話になった酪農学園の先生のところへ

行ったら、「高松、いい時代が来たぞ」と言うので

す。どういうことなのだろうと思ったのですけれど

も、若い人たちに農業に対しての志向があると。う

ちの学校へ来ている学生の中にもそういうのが見ら

れるぞという話を聞いたのです。帰ってきて、地域

でどうかと振り返ってみたら、それらに対して、そ

ういう声はなかなか聞こえてきているというふうに

は自分でも実感していなかったのです。 

 これはどういうことなのだろうと思って考えてみ

たのですけれども、その中で、うまく農業後継者が

定まっていないベテランの農家と、技術力とか経営

力は非常にあるわけですから、その人たちとそうい

う人たちがうまくマッチングすれば、例えば今の言
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われるような準備型とか経営移行型というのをうま

く使って、その間に研修してもらって、そして将来

的には、受け入れ農家と話し合いとか――ニュー

ジーランドでは、それらの支援体制が社会的にうま

くできているのです。それで、あれだけの酪農大国

を保っているわけですけれども、国は決して大きく

はないけれども、世界に冠たる酪農の輸出という

か、産業として成り立っているわけです。 

 そういうところでは、入ってくる人と親方と、農

家の経営をシェアして、分けて、お互いに、最初

入ったところは四、六だろうと思うのですけれど

も、五、五とか七、三とか、そしてそのところで働

いて、実力が認められれば資金を提供する銀行がつ

く、若い人に。そういうようなことで移行していく

のです。それが酪農を守っていることにもなってい

るわけです。 

 そういうことが、今の状況の中でできないかと、

システムとして。上富だったら上富の農業の中でと

いうことをちょっと思い描いたのですけれども、そ

れとしても、実際にそんな話を何件かの農家にして

みたところ、「それ、高松さん、おもしろいね」

と、「俺もいろいろ見ているけど、俺もそろそろ考

えなきゃならないのだ。それだったら、そういう方

法はどうだろう」ということがあって、そのような

ことを考えると、そういうことでマッチングできれ

ば、そういうような農業の継承というところまでつ

ながっていくのではないかと思うので、そういうこ

とを考えることができないかどうか、町長にお伺い

したいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番高松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 外国の先進事例等につきましては、それぞれお国

の国柄がそこに映し出されているのかなというこ

と。日本におきましては、やはり農村のみならず、

事業の継承というものは、世襲というのがやはり根

強く残っている実態にありまして、ヨーロッパある

いは今のお話のニュージーランド等については、日

本から比べると、そういうこだわりは非常に少ない

のかなということで、その差はあるかなというふう

に思います。 

 ただ、後段、議員からお話ありましたように、

マッチングというのは非常にかなめでございまし

て、いきなりいい指導者に、あるいはいい受け皿が

整った農家に迎え入れられるということは、大変

ハードルが高いかなというふうに思います。 

 それで、先ほど申し上げました振興審議会の答申

の中からも、御意見をいただいておりますけれど

も、まず、一義的に農業団体が主となるのか、行政

がある程度主導性を持つのかは別といたしまして、

そういった方が安心して研修を受けたり、あるいは

事前の学習を重ねたりできるような、まず、環境が

なければ、そういった学習活動を通じた中で、先ほ

どお話ありましたように、経営交代を計画されてい

るような方とうまくマッチングできるような、そう

いう前さばきが、まず必要ではないかなというふう

に思っておりまして、その部分については、これか

らの農業振興計画の中で、事業化できるように、私

も非常に高い関心を持っておりますので、これから

検討させていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） １０番高松克年君。 

○１０番（高松克年君） 実際に希望する、やって

みたらいいかもねという農家もありますから、本当

にそれこそ、今、町長が言われるように、マッチン

グが難しい部分もあるかもしれませんけれども、ぜ

ひ一歩進んでみてもらいたいというふうに思いま

す。 

 次に、現在、承知のとおり、北海道上富良野、最

大の話題になっていますテレビドラマ「はらぺ娘」

のモデルになっている女性たちに続く彼女たちが重

要なポイントを、今この時期、２カ月ばかりにわ

たって、今までだったら、富良野というのはしょっ

ちゅう聞きますけれども、上がついた富良野という

のは初めてかなというぐらいセンセーショナルな出

来事だと思うのですけれども、そのモデルになって

いる彼女たちに続く人たち、ある意味では、一つの

先導者、パイオニア、開拓者と言ってもいい人たち

になるのかなと思っているのです。 

 それで、この人たちに学ぼうとする女性たちが恐

らく出てくるというふうに思います。実際に、もう

何十年もなりますけれども、新得のレディース

ファームスクールとか、あれらを出てきた人たちに

ついて、新得とかいろいろなところで、それに見

習ってということもありますから、これをこの町

で、この町に興味を持ってくれる人たちを生み出す

ということは重要なことだと思うので、ぜひ素早

い、今、冬ですけれども、春になったらすぐそうい

うことが動き出す可能性がありますから、受け入れ

に対しての十分な支援体制というか、我々町民とし

ての心づもりというか、そういうものをつくってい

く必要があるのではないかと思うのですけれども、

町長にお伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番高松議員の女性の農

業就農者に関します御質問にお答えさせていただき

ます。 

 私といたしましては、男女問わず新たな就農者が

ふえることを大いに期待をしているところでござい
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まして、先ほどのお答えと重複いたしますけれど

も、やはり就農をしやすい環境づくり、それと、農

業に魅力を感じていただけるようなアピール、これ

も大変重要なことでありまして、高松議員の御質問

の中にありました新得の女性の農業後継者を育てる

学校につきましても、担当課に、その中身について

勉強してくるようにということで指示もしていると

ころでございまして、きのう、佐川議員のほうから

も、男女共同参画のお話ございましたけれども、や

はり女性が輝いてくると、何となく男性もついてい

くようなムードが出てきますので、大いに女性の皆

さん方が農業分野でも活躍してくれることの後押し

はしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（西村昭教君） １０番高松克年君。 

○１０番（高松克年君） 振興計画の中にも、今

回、戦略的施策の提言という形で、就農に対しての

支援をしていこうという姿が見られるということな

のですけれども、今回の地方創生総合戦略の中で、

現在、パブリックコメントに、町民の皆さんに論議

を付そうとしている、人口減少を食いとめ、仕事を

つくり出そうとする計画において、本町の基幹産業

であり、将来の担い手育成、農業後継者の確保が必

要とあります。 

 その中で、非常に自分としては残念だと思うの

は、３１年度における評価指標として３人というの

が載っていました。その前には、我々のところへ配

られた資料では、○○というのは書いてありました

けれども、人数は入っていなかったわけですけれど

も、この３人というのは、先ほど聞いたように、５

年間で３人というのと同じようなことで、これに対

して、努力をどういうふうにしていくか、本当に

言っている戦略的施策の提言という中に取り上げら

れているような形でいけるのであれば、もう少し積

極的な、非常に３人というのは消極的な数なのでは

ないかというふうに自分でも思うのです。それは残

念なことなのですけれども、これに対して、やはり

社会的な情勢、ＴＰＰがこの後どうなるか、かなり

まだ不透明な部分がありますから、諸外国でどのよ

うに批准されてくるか、また、我が国でもどういう

ふうに批准するかに係ってきているわけですけれど

も、そういうようなことがありますから、もう一段

の積極性が必要なのではないかというふうに思いま

す。 

 就農支援制度についても、国の施策、先ほどから

やりとりしているように、資金対応等も以前から見

ればかなり状況は整ってきているというふうにも思

いますから、それらと呼応して、充実した支援制度

として、具体的なものをつくってほしいと、つくる

べきだというふうに思うのですけれども、いま一

度、町長の決意をお願いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番高松議員の農業就農

者の御質問についてお答えさせていただきます。 

 総合戦略の中で示させていただいております数値

につきましては、それが妥当かどうかということ

は、それぞれ御意見はあることでしょうが、ただ、

町といたしましては、これまでの就農者の実績、そ

れと、私非常に危惧をしておりますのは、既に何か

の機会で申し上げているかと思いますが、北海道が

上富良野町の１０年後の農業者の戸数を、過去４０

年、５０年の上富良野の農業者の実態をベースとし

て、１０年後の農家戸数を町に示されております。 

 それによりますと、現在２００戸を超えておりま

すけれども、１０年後には１４０戸を切るというよ

うな数字が具体的に示されておりまして、そういっ

たことも勘案すると、やはり総合戦略の中におきま

して、３戸というような数字については、それを超

えることは望ましいわけですが、ＫＰＩを進行管理

していく中で、確実にそれは果たしていくというよ

うな押さえをしているところでございます。 

 一方、今後のことでございますが、新たな就農

者、あるいはＩターン、Ｕターンも含めまして、そ

ういった方々が安心して農業を営んでいただけるよ

うな環境整備のために、ソフト、ハード両面を通じ

て、これは産業政策としてしっかりと、さらに充実

させていこうという思いは強く持っておりまして、

そういったことから、今回、振興審議会に戦略を示

していただいたということで、これは上富良野町の

存亡にかかわることでございますので、力を注いで

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番高松克年君。 

○１０番（高松克年君） 続いて、農産加工場の整

備の拡充についてですけれども、ここにも町長から

の答弁にもありましたとおり、建物、機具・機材が

非常に老朽化していて、しかも、メンテナンスに非

常に時間とかお金もかかっているというようなこと

をお伺いしました。 

 それらについてですけれども、この整備に対し

て、将来的なことを一つお伺いしたいと思うのです

けれども、今までのような、地域の住民の人たち

の、ある意味では生活を豊かにする、食生活を豊か

にするための加工場と、これから求められている６

次化に向けた一つの施策というか、それらを行って

いくとすれば、生活を豊かにする部分と、また、産

業として、それを成り立たせていこうとする部分と

いうのは、かなり施設とか機具とか機材とか、その

中には、ひょっとしたら将来的なことまで展望する
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のであれば、人材の確保、衛生管理とか、そういう

面からいうと、ある一つの基準をクリアしなければ

ならない部分というのは出てくるかと思うのです。 

 そこら辺について、どのような考えで、ここにも

書いてあるとおり、非常に前向きな答弁をもらった

というふうに思っているのですけれども、これらに

ついて、どういうふうに将来展望を持って、町長は

このようなお答えをいただいたのかということをお

聞きしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番高松議員の農産物の

加工実習施設についての御質問にお答えさせていた

だきます。 

 冒頭の答弁でお答えさせていただいておりますよ

うに、現在の加工場の老朽化度は非常に進んでおり

ます。それと、今、将来を考えた中で、どういう位

置づけにというようなお尋ねかというふうに思いま

すが、私といたしましては、これまでの加工場とし

て果たしてきた機能、これは、一定程度町民の皆さ

ん方に御理解をいただきながら、その役割というの

は果たしてきたのかなというふうに考えておりま

す。 

 次に、この先をどういうふうにするかということ

に関しましては、やはり機能性をさらに高めたもの

を想定することが必要であろうと。そして、そこか

ら、当時、２０年前に想定していなかったような６

次化だとか、あるいは高機能食品だとか、そういっ

たことが視野に入ってきていますので、そういうこ

とに十分対応できるような機能を持った加工施設

に、やはりグレードを上げていく必要があるという

ふうに考えておりまして、それと加えて、現在の加

工施設が機能しなくなってから、さあ困ったでつな

げるのではなくて、その流れを、今の御利用いただ

いている皆さん方、あるいはこれから利用してみよ

うかなという、高い機能性を求める部分に期待を

持っておられる方にも応えられるような、切れ目が

なく整備できるような方向づけをしていくことが大

事だというふうに考えているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １０番高松克年君。 

○１０番（高松克年君） 農産物というか、今、テ

レビなんかでも、非常に農産物の機能性ということ

が言われてきているわけですけれども、これは、

我々、本当に日本の国も豊かになって、以前だと栄

養とおいしさと、腹を満たすというところだったの

が、今は、栄養とおいしさと健康の保持、積極的に

言うなら病気の予防ということを食に求めてきてい

るところから、機能性というのを言われるように

なってきているわけですけれども、これらの中に

も、本当に身近に我々が接している食品、今言われ

ているのはキノコ類とか、大豆の中でも黒千石の

云々とか、ベリー類、ハーブ類とか、そばなんかに

も食品としての機能性があるということなんかも出

てきているわけですけれども、それらの加工まで手

がけるということになれば、今、町長が言われるよ

うに、かなり高度な技術まで必要とする。それらを

全部我々のところで賄うということはできないとす

れば、ここにも書いてあるとおり、大学とか専門機

関、道の中でも、江別にありますけれども、そうい

うようなところを使ってでも、その辺へ向いていく

のが重要なことなのかと思いますので、ぜひそうい

うことを、それらについて町の中でも考えて、施策

として取り上げていってほしいというふうに思いま

す。 

 続いて、鳥獣害の対応についてですけれども、こ

れは調べてみたら、非常に難しい問題をいろいろ抱

えているということが、この町でも同じようなこと

が言えるのかと思います。 

 駆除の羽数、頭数なんかも調べていただきました

けれども、我が町の地域による特異性とかいろいろ

な、駆除をやっていただいている猟友会との関係と

か、いろいろなことがあるのだと思いますけれど

も、残念ながら道の持っている駆除の傾向と一緒に

はなっていない状況にはありますけれども、これら

の背景にあるもとしては、やはり上富良野でどれだ

けの頭・羽数というか、それらあたりが実際に生息

というか、お互いに生きているというか、そういう

関係がはっきり見えていないところに少し問題があ

るのかなと思いますので、ここにも書いてあるとお

り、関係機関とともに調査・研究に努めてまいりま

すということがありますけれども、それらのところ

で推計を、今までの捕獲頭数の変遷などから割り出

せないものかどうかというのを、ぜひ調査をお願い

したいというふうに思います。その辺についてはど

うでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番高松議員の有害鳥獣

の駆除についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 この上富良野周辺、富良野圏域と言ったほうがい

いのかなと思いますが、この地域に害をもたらすよ

うな鳥獣についての生息、あるいは生態等について

の研究というのは、北海道においては、ある程度形

が示されているのかなというふうに思っておりま

す。 

 これらにつきましては、一町村でそういったこと

をなし得るということは非常に困難でございますの

で、北海道あるいは振興局を通じまして、そういっ

た情報は収集できるものと思いますので、必要に応
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じてそういったものを収集して、活用してまいりた

いと考えております。 

○議長（西村昭教君） １０番高松克年君。 

○１０番（高松克年君） 北海道で今大きく変わっ

たのが、エゾシカの、以前は保護、管理だったので

すけれども、たしかことしからだと思うのですけれ

ども、保護が外れて、管理計画という形になって、

これはもう危機的な状況だということを道も認識し

て、保護よりは、数をどういうふうにしていくかと

いうところへ軸足を変えたのかなというふうにも思

うのですけれども、我が町で頑張ってくれて、ここ

までに――全道的にも、統計的に言うと２２年に６

３万頭いたものが、２６年度の統計では４８万頭に

まで減っているということが出ていました。前年よ

り６万頭。 

 これは、よるところは、狩猟によって、また捕獲

によって減っているということだと思うのですけれ

ども、このことに思いをいたしても、非常に北海道

でも狩猟をしてくれる猟師さんたちの高齢化が進ん

できていて、上富の町も同じなのではないかと思う

のですけれども、実に、５０歳以上の人たちの狩猟

というのが７７％にまで上がってきていて、これが

将来、一つ危惧するようなところだと思います。 

 上富でも同じような傾向があるのかなと思うので

すけれども、それをどういうふうにやっていったら

いいのか、すぐ近くでは、占冠では管理狩猟という

か、そういう方向へ向いている。道内でもそういう

ところは何カ所かありますけれども、今また新しく

狩猟の業者というか、そういうのを委託するような

ところも出てきているようなことが新聞にも出てい

ましたけれども、そのような方向を向いていかない

と、年率で１５％から２０％、その地域の頭・羽数

を減らしていかないと、鹿の場合ですけれども、ふ

えていってしまう。それより少ないと増頭している

ことになりますというような統計も出ているような

ので、ぜひその辺については、将来的なことも含め

て十分な手当てをお願いしたいというふうに思いま

す。 

 それと、ヒグマについては、ここでは人身的な害

が出ていないから、動物がやられたと、牛やなんか

がやられたということもないのですけれども、他の

地域ではそういうこともあります。管内で、２４年

度ですけれども、７７頭捕獲しているとあるのです

けれども、上富の町でも、このエリアの中で３頭と

か１頭とかということですけれども、これはどうに

か、どんどんふえているという状況にはないのかな

と思うのですけれども、将来的なことを考えたら、

狩猟技術の問題とか、老齢化していく人たち、熊を

とったことがない人たちが狩猟に加わっていくよう

なこともありますので、その辺についてはどういう

ふうに考えるか、お伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番高松議員の有害鳥獣

の駆除に関します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、鹿に対しましては、議員が御発言のよう

に、北海道におきましても、従来、長く、保護とい

うような立場をとってきておりましたけれども、こ

こ近年は、管理というようなことにシフトしてきて

いるところでございます。 

 とりわけ、道東地区におけます被害が非常に、仄

聞いたしますと、全道で年間６０億円とか、そうい

うような被害を想定しているところでありまして、

この駆除は非常に全道的に、今、課題となっている

ところでございます。 

 そういう中で、当町におきまして、現在、猟友会

に委ねているところが非常にあります。私も猟友会

の会合等にも出席させていただいておりますけれど

も、確実に高齢化してきている実態にございます。 

 それと、狩猟免許取得者を養成しようということ

で、町も応援させていただいておりますが、農業者

の方の中にも免許を取られる方が出てきております

けれども、これは、自己防衛ということが主でござ

いまして、なかなか他の地域、自分のテリトリー以

外のところへ活躍いただくということには至ってい

ない現状でございまして、どのように狩猟していた

だける方を確保していくかということは、私どもは

具体的な策は持ち合わせておりませんけれども、猟

友会への支援等を通じて、人員が確保できるように

努めていきたいというふうに思っております。 

 いろいろ鹿肉を活用しようというような動きもあ

ります。しかし、私もそういった事例を何カ所か勉

強させていただいたこともありますけれども、なか

なか料理に適するような、そういう狩猟の時期とい

うのが非常に狭い時期しかないということをお聞き

しております。しかも、狩猟した直後の処理、これ

らも非常に課題だということで、これは成功するか

どうかわかりませんけれども、養鹿も一つの方法だ

というような考えも示されておりますが、これは、

私としては、上富良野についていえば、防護柵が整

備されることが、どちらかというと安定した対応に

なるのではないかなというふうに今でも思っている

ところでございます。 

 それから、最後にお尋ねのありましたヒグマにつ

きましては、上富良野でもわなで捕獲している実績

がございますが、そこの部分については、私も

ちょっと詳しいことはわかりませんけれども、いず

れにいたしましても、銃を持って捕獲するというの
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は、なかなかハードルがあるのかなと思いますの

で、また、安全な方法で対応するようなことを、こ

れからも研究してまいりたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） １０番高松克年君。 

○１０番（高松克年君） あと、アライグマとカラ

スとドバト・キジバトなのですけれども、アライグ

マの資料を調べていたら、これはちょっとまずいな

と思うのは、確かに上富でも捕獲頭数がふえてきて

いるのです。 

 アライグマの性質というか性格というか、生息す

るところが水辺に近いところということで、各沢に

も入り込んできていて、かなり広範囲に広がってい

るというところで、資料によると、肝臓障害を起こ

す可能性のあるレプトスピラ、それにアライグマ回

虫、これが人にも感染するおそれがあるというのが

書かれていて、しかも、これが全くの外来種のため

に、道の資料の中にもあるのですけれども、こう書

いてあるのです。「既に定着し、被害を及ぼしてい

る特定外来生物については、被害の程度と必要性に

応じ、生態系から完全排除、封じ込めなどの防除を

計画的かつ順応的に実施するか、地域の生態系に生

ずる障害を防止する観点から、地域の事情に精通し

ている地方公共団体や民間団体が行う防除も必要で

ある。これらのものにより、防除の公示内容に従っ

て、防除が積極的に進められることが期待でき

る」、これは完全に封じ込めて、排除すべき種とし

てアライグマが挙げられているのです。 

 ですから、本当に、既に全道各地と言っていいぐ

らいのところまで広がっているように聞きます。し

かも、ここでふえていく要素としては、非常に環境

がいいというのもあるのです。川なんかもあり、何

もありということで、食べるものもある。 

 そういうことで、これに対しての防護策という

か、駆除策というか、これは自分は知らなかったの

ですけれども、こういうような人と共通の感染する

ようなものがあるということになると、問題が起き

てからでは遅いのではないかなという、そんなに心

配する必要もないのかなと思ったりもしますけれど

も、そのことは全体に知らせるべく必要があるのか

なというふうに思います。 

 カラス、町の神社の林を切ったために、カラスが

いっときねぐらを失って、どこへ行くか。今のとこ

ろは害になるようなことは見受けられませんけれど

も、春になって、それがどこへどういうふうに移動

していくか、非常に農業にとっても、農作物の被害

というか、そういうものが出てこなければいいがな

という懸念もありますので、その点についてもお願

いしたいと思います。 

 あと、キジバト・ドバトについてですけれども、

これは、大豆を非常に高性能な機械でまくように

なって、１点１点落としていくような形になって、

それらをぽんぽんぽんととられると、そこからはあ

と生えてくる予定がないことになるのです。そんな

こともあって、農家の人たちは駆除をお願いしたい

のだというふうに思うのですけれども、それらと。 

 あと、ドバトですけれども、これが牛舎の中へ

入ってくる。牛舎と牛舎を渡り歩くのです。今のと

ころは、感染的な肺炎とか、そういうものはかなり

地域でも、以前のことがありますから、抑えられて

はいるのですけれども、そういうところもちょっと

危惧するところがあります。 

 そういうことも含めて、ぜひこのことについて

も、畜産農家と提携してというか、知らせがあった

ときには、ぜひお願いしたいというふうにも思いま

す。 

 あと、これらについて、町長にもう一つお伺いし

たいのは、先ほどちょっと養鹿という話がありまし

たけれども、沢の中に囲いをつくって、それに追い

込んでというか、驚かしてはいけないのですけれど

も、それらをうまく誘導しながら柵の中へ追い込ん

でくるというような施設も、恒久的な駆除の方法と

しては必要なのかなと。普通のときには自由に出入

りできるところなのですけれども、シーズになると

囲って、そこへ追い込むというか、そういうような

こともやられているところも、白糠とか、向こうの

ほうではあるようにも聞いていますので、それらに

ついての検討もお願いしたいと思うのですけれど

も、一言お伺いできればというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番高松議員の有害鳥獣

等の被害防止についての御質問にお答えさせていた

だきます。 

 個々の鳥獣被害につきましては、これは、これと

いった得策はなかなか見出せませんが、一上富良野

町だけの取り組みで解決できるものでは多くはあり

ませんので、北海道のほうが、全道的な視点から対

策を講じるのが有効であろうと思いますので、それ

らと呼応して取り組んでまいりたいというふうに考

えております。 

 また、それぞれ地域の固有の課題等についても、

北海道のほうに積極的に意見を述べて、有効な対策

を求めるように、私のほうもそういった取り組みに

意を用いてまいりたいと考えておりますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、１０番高松克年君の一般質問

を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 
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 再開は１０時４０分といたします。 

────────────────── 

午前１０時２５分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 先ほど中瀬実君のほうから質問されました１級、

２級道路認定の区分についての資料がそろいました

ので、答弁いたさせます。 

 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １２番中瀬議員の

町道の区分でございますけれども、まず、認定の基

準というのがございまして、１級につきましては、

役場、駅、病院、その他の公共施設からそれぞれの

地区に縦貫する道路及び定期バス、スクールバス等

の路線である道路でございます。これを重要幹線道

路というふうに位置づけております。 

 次に、２級でございますが、二つ以上の地区が連

絡している道路。その道路の沿道に住居がおおむね

３０戸以上ある路線でございます。これを幹線道路

として位置づけております。 

 その他の道路につきましては、１・２級以外の道

路の部分でございます。 

 それと、幅員等の基準もございまして、１級につ

きましては、市街地、用地幅が１４メーター以上、

郊外におきましては１０メーター以上。２級につき

ましては、市街地１０メーター以上、郊外におきま

しては７メーター以上。車道幅員については、１・

２級とも５メーター以上というふうになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 一般質問を続けます。 

 次に、１３番村上和子君の発言を許します。 

○１３番（村上和子君） 私は、さきに通告してあ

ります１項目２点について質問いたします。 

 総合戦略に盛り込まれた事業の実施について。 

 地方の人口減少を抑止する政府の地方創生を受け

て、総合戦略の策定が進み、上富良野町において

も、本年度中に策定する総合戦略の素案が示され、

まちづくりトークや各団体との意見交換を行うな

ど、広く町民の意見を聞かれている。 

 こうした中、町議会としても総合戦略特別検討委

員会を設置し、具現化のための意見書を提出したと

ころである。 

 以下のとおり、町長の考えをお伺いいたします。 

 １点目は、定住人口の増加と地域経済の活性化を

重点項目と考え、地方創生による新たな交付金をど

のように活用するのか。 

 ２点目、平成２８年度予算の策定に当たり、地方

創生事業をどのように位置づけ、予算化していくの

か。また、具体策についてどのように取り組まれる

のか、町長にお伺いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 総合戦略に盛り込まれました事業の実施に関する

２点の御質問にお答えさせていただきます。 

 当町の総合戦略策定状況等につきましては、さき

の米沢議員の御質問にお答えさせていただいており

ますが、議会特別検討委員会からいただきました御

意見等も参考とさせていただき、パブリックコメン

トに付す案をまとめたところでございます。 

 御質問の交付金の活用方法及び対象事業の予算化

等につきましては、国において現在検討されており

ます平成２７年度の補正予算案による交付金及び平

成２８年度予算における新型交付金のいずれも総合

戦略に位置づけられるソフト事業が原則対象事業に

なるものと理解をしております。 

 加えて、地方財政計画の枠の中で交付される交付

金であるということも念頭に置きながら、総合戦略

案に掲げてまいりました１９の施策に沿ったソフト

事業について予算化してまいりたいと考えておりま

す。 

 現在、平成２８年度予算の編成作業に取り組んで

いるところでありますが、交付金の活用が期待で

き、かつ総合戦略に合致すると思われる事業の取り

まとめを行うよう指示をしているところでありま

す。 

 今後、国の動向を見きわめながら、町の平成２７

年度補正予算及び平成２８年度予算案を通じて、内

容を示させていただきたいと思っておりますので、

その折に御審議を賜りたいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問をお受けいたしま

す。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 今回の地方再生、まち・

ひと・しごと創生法、総合戦略でございますけれど

も、今、第２次安倍政府が発足して３年目になりま

すけれども、地方創生を重点政策の一つに位置づけ

たということは画期的だなとは思っているのですけ

れども、今回、国の手法には三つの問題点がありま

して、一つは、策定期限を設けたということです。

平成２８年の３月まで策定しなければということ

で。 

 それから二つ目は、総合戦略と交付金の配分を
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セット化したということとか、それから三つ目は、

総合戦略に基づく交付金の審査を、交付金を出す国

の目線で行うということでございまして、他市町村

では、時間が足りないということでコンサルタント

に委託したりしてやっている中で、我が町上富良野

町は、まちづくりトークの声ですとか、それから、

これからパブリックコメントも、多くの声を取り込

み、それからまた、議会のほうでも特別委員会を設

置いたしまして、議員一人一人、人口減少に向けて

の危機感を持ち、どのように取り組めば２０４０

年、１万人の人口が確保されるのかということで、

真剣に町で策定されました素案づくりをもとに議論

を交わしまして、意見を出せさせていただいたので

すけれども、そうしたことも参考として案に取り組

むという、今、答弁をいただきましたので、本当に

その点は評価したいと考えております。 

 それで、四つの基本目標が総合戦略にありまし

て、今までは町も第５次総合計画で事業を進めてき

た経緯もあります。向こう５年間の総合戦略の実効

性のある事業、１９の施策の予算化をするという御

答弁をいただきまして、予算がつくということは、

計画を具現化するのにも一歩進むことになるなと考

えているところでございますけれども、私どもが

今、重点項目にしましたのは、何といいましても新

しい人の流れをつくるということで、上富良野の農

産物を一括して購入できる場所ですとか、それから

地産地消の推進と交流人口の増加を図るということ

を重点項目にして、地域の経済を考えさせていただ

いたのですが、まさに町で示されました素案にも、

町の特産物を、観光資源を生かして、人を呼び、地

域に仕事を生み出す、総合的機能を有する拠点づく

り構想の推進を図っていくと、ここは、まさに我々

考えさせていただいたものと合致しているところで

ございまして、人の流れをつくる、雇用の場の拠点

をつくるということは非常に、一番の優先事業では

ないかと考えるところでございますけれども、町長

は、優先事業は、１９の施策のソフト事業の中でも

一番力を入れられる事業というのは、町長はどのよ

うに考えていらっしゃるのか、ちょっとお尋ねした

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の地方創生

に関します御質問にお答えをさせていただきます。 

 町では、議員から御発言ありましたように、１年

間かけまして、総合戦略計画策定を目指していると

ころでございます。 

 その策定を目指す中で、重点度と申しましょう

か、重心のかけ方はどうかというような御質問かと

思いますが、いずれの政策も、四つの基本目標にか

かわります１９の施策を掲げさせていただいており

ますけれども、どれ一つとして、それは、こちらが

先あちらが先ということはございませんけれども、

しかしながら、新しい人の流れをつくったり、町に

新たな活力が感じられるような仕掛けづくりという

のは、これはやはり施策の根本になりますので、そ

ういった一つのツールとして、拠点づくり等は非常

に大きなものになっていくのではないかというふう

に期待を持っているところでございまして、この１

９の施策全てが、できればしっかりとボトムアップ

をしていきたいと考えておりますが、しかし、実際

に施策を進める中では、当然財源等も絡んできます

ので、多少のでこぼこはできるかと思いますが、押

しなべて申し上げますと、やはり町全体に活気がつ

くようなことは、私の気持ちの中では高い順位にな

るのだろうというふうに考えているところでござい

ます。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 人の流れ、にぎわいをつ

くるということを考えていらっしゃるということで

ございます。 

 それで、今回、総合戦略を策定することによりま

して、国から交付金が来るということでございます

けれども、どれぐらいの額、交付金ありきではござ

いませんけれども、それを町のほうでは一生懸命、

２８年度の予算編成に、総合戦略に合致する事業は

どういうのかということで、しっかり見きわめされ

た上で、１９のソフト事業を選ばれたのだと思うの

ですけれども、その中で、交付金というものもある

わけですので、セット配分されるわけですから、そ

の交付金は、全部１９事業に振り分け、あるいはそ

の中で、今、町長は、でこぼこも多少とおっしゃい

ましたけれども、具体的に考えていらっしゃる、町

長は、まちづくりトークでも、農業と観光を結びつ

けるなどの取り組みが必要と認識されていらっ

しゃって、予算づけの中では、町長はそれらに対し

ての構想をお持ちではないかなということを、構想

がありましたらお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の地方創生

に関します御質問にお答えさせていただきます。 

 予算の組み方、これにつきましては、議員、冒頭

の御質問の中にも触れておられましたけれども、ど

ちらかといいますと、私ども町のほうで、地方自治

体のほうで、これは該当するのではないかなという

ような期待を込めて、さまざまな事業をチョイスし

て、これを地方創生の交付金につながらないだろう

かということで、国のほうに提示するわけですが、

国のほうで、国の思いにかなっているかどうかとい
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う基準でどうしても査定されてしまうことになるわ

けでして、しかし、そういう中でも、既に去年の補

正で一度経験しておりますので、今、予算編成の予

算を要求段階で、既に各課に地方創生事業のソフト

事業として取り組めるものについては、最初から

マークアップしてくれということで、今、集計して

おりますので、そういう中から、特に、前段申し上

げましたように、少し前のめりになる必要があるの

ではないかなというような事業を何としても、ハー

ドは伴いませんので、うまくソフト事業で拾われた

ものは、次、ハードにうまく、財源確保も含めてつ

ながっていくようなことを見据えて、今回の予算編

成をさせていただこうというふうに考えているとこ

ろでございます。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 町長おっしゃったよう

に、本当にいろいろ考えていただいているところで

ございますけれども、雇用を生み出すことが人口を

ふやすことになるということはわかるのですけれど

も、今は、大企業を誘致してなんていう時代ではあ

りませんで、かえって私は、足元を見詰めるという

か、足元を見詰めながらも戦略を立てていかなけれ

ばいけないと、このように思う次第でございます。 

 地方の雇用を支えているのは、昔から地元で頑

張っている既存企業だということ。これはやっぱり

圧倒的に既存企業。農業者も今頑張っていらっしゃ

る方、守っていかなければいけませんけれども、

やっぱり一番町に貢献しているのは、今、地元にあ

る、昔から頑張っていらっしゃる既存企業だという

ことも、もう一度考えなければいけないのではない

かなと。 

 ところが、今そういった人たちが少しやる気を

失っているというのも深刻な状況ではないかなと。

いま一度足元を見詰めながら、やっぱりこういった

ところにも支援を考えていかなければいけないので

はないかと、こういったことを考える次第でござい

ます。 

 それで、一番、人口減少すると暗い話、寂しいで

すし、元気も湧いてまいりませんので、やっぱりみ

んなで、町民も議会も行政も一体化した、情報を共

有して、経済の環境の将来の予測を、町としては、

５年後ぐらいにはこういう予測ができるのではない

かというようなことも数字として出していただい

て、情報も公開して、同じ共有の、人口減少対策の

計画のビジョンを、同じように数値化して共有して

いく、これが一番の方法ではないかなと。 

 また、今までどおりの行政サービスをやろうとす

るのではなくて、真正面から、人口をふやすために

は、どういうことが効果があって、どういう施策が

優先されるのかという手法、人材づくりということ

も人口を維持するためには必要ではないかというこ

とで、経済環境の将来予測というのを数値化してい

ただいてはどうかと思うのですが、いかがでしょう

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 町の元気を取り戻す根本は、やはり産業活動だ

と、経済活動だということは私も同感でございま

す。そういったことから、人口の下げどまり、そう

いったことにつながっていくものというふうに考え

ております。 

 とりわけ、移住人口をふやしていくことも、方法

としては、選択肢の一つでございますが、いつも私

申し上げておりますように、今現在、上富良野町で

お住まいいただいている方が、これからもずっと住

み続けていただくようなことは、私は優先されるべ

きであろうというふうに考えております。 

 それを支えるのは経済活動でございますので、少

し中身についてお話申し上げますと、農業関係につ

きましては、既に、上富良野町の、例えば６,００

０町歩の耕地を活用して、潜在的に生産力がどれぐ

らいあるかということを、今、調査をさせていただ

いておりまして、まだまだ生産余力があるのではな

いかというようなことも、具体的な数字を、何十億

円ということまでは、まだ取りまとめておりません

が、余地は十分あると。 

 あるいは商業活動においても、潜在購買力が上富

良野に７０億円あるのか９０億円あるのか、そう

いったようなことも、今、商業振興計画の中でそう

いったものを取りまとめておりますが、そういった

ものをしっかり現況を見きわめて、どれぐらい伸び

しろを期待できるのか、あるいは経営改善、経営改

革をしていく中で、新たな購買層を取り込めないか

とか、これからそういったものを一つ一つ検証し

て、議員が御質問にありましたように、数字を持ち

ながら、その目標に向かって、総合戦略あるいは総

合計画、個別計画も含めて、機動的に機能させて、

目標に近づけていくようにすることが、早急に求め

られているというふうに理解しているところでござ

います。 

○議長（西村昭教君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） そのような、同じような

気持ちで取り組んでいただきたいと思います。 

 それで、地方創生の本質は、何といっても人材だ

と思いますので、交付金ありきではありませんけれ

ども、自分たちの足で立つという強い気持ちを持っ

た人をどれだけつくるのかということも大事だと思
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いますし、今、地方総合戦略で、産官学金労で設定

するというのがマニュアルでできているようでござ

いますけれども、それらをしないで、みずから町は

考えていただいて、いろいろな意見も取り込んでい

ただいているということで、本当に１９の事業につ

きまして予算化をし、また、それら内容を示される

ということでございます。 

 そういったことで、やっぱり効果があらわれなけ

れば、効果も問われるわけですので、それには、一

番、１９の中でも優先順位はこれだというものを、

何といっても私は人の流れ、にぎわいをつくること

だと、このように考えておりますけれども、いま一

度、町長の気持ちを聞かせていただきたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 これから総合戦略のみならず、他の個別計画も含

めまして、町が今、将来を見たまちづくりの中で、

今どこに力点を置くべきかということは、これは

やっぱり取捨選択をしていく必要があると思いま

す。 

 私どもが考えております取捨選択の道が、本当に

町民の皆さん方と共有できるのかどうかということ

を、議会の皆さん方と審議等を通じまして、しっか

りと骨太のものにしていかなければなりません。そ

ういったものが定まった後には、全力でそこに傾注

してまいるということで、結果的に強弱が、少し思

いの強弱はつくか、それは避けられませんが、そう

いった中で、町民の皆さん方が安心していただける

ようなまちづくりに、この総合戦略もしっかりと結

びつけていきたいと考えておりますので、御協力を

賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 質問ございませんか。 

 以上をもちまして、１３番村上和子君の一般質問

を終了いたします。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 次に、日程第３ 議案第１

号平成２７年度上富良野町一般会計補正予算（第６

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第１号平成２７年度上富良野町一般会計

補正予算（第６号）について、提案の要旨を御説明

申し上げます。 

 １点目は、後期高齢者医療について、平成２６年

度療養給付費負担金の精算、保険基盤安定納付金及

び事務費負担金の確定に伴い、療養給付費負担金及

び繰出金の減額補正を行うものであります。 

 ２点目は、中学校用教科書の改訂に当たり、この

たび採択となった、来年度から使用する新しい教科

書の教師用指導書等の整備をするため、所要の補正

をお願いするものであります。 

 ３点目は、農地の集積・集約化を促進するため、

農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構に対

し、農地を貸し出した個人を支援する機構集積協力

金交付事業の実施に伴い、当該事業費として、歳入

歳出にそれぞれ同額を計上するものであります。 

 ４点目は、町内で障害者通所支援事業所を運営し

ている社会福祉法人から、障害者グループホームの

設置について計画案が示されたことから、当該事業

への支援を行うため、所要の補正をお願いするもの

であります。 

 ５点目は、特定防衛施設整備調整交付金につい

て、２次配分額が示され、一定程度の増額となった

ことから、既に完了した事業の事業費調整を含め、

後年度に予定していた４件の対象事業について、前

倒しして実施するよう、所要の補正をお願いするも

のであります。 

 ６点目は、第４５回旭川地区小学校スクールバン

ドフェスティバルにおいて、上富良野小学校スクー

ルバンドが大賞を受賞し、来年２月に開催される東

日本管楽器フェスティバルへの出場権を獲得したこ

とから、当フェスティバルへの参加に当たり、所要

の補正をお願いするものであります。 

 ７点目は、各事業における事業費の確定及び執行

見込みに伴い、所要の補正をお願いするものであり

ます。 

 以上、申し上げました内容を主な要素として、財

源調整を図った上で、財源余剰と見込まれる部分に

つきましては、農地防災事業等への備えとして、一

定額を農業振興基金に積み立てるとともに、今後の

財政需要に備えるため、予備費に留保することで、

補正予算を調整したところであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 なお、議決項目の部分について説明し、予算の事

項別明細書につきましては、省略をさせていただき

ますので、御了承願います。 

 議案第１号平成２７年度上富良野町一般会計補正

予算（第６号）。 

 平成２７年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ９１１万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の
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総額を歳入歳出それぞれ８０億１,２６６万９,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正）。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １４款国庫支出金３９７万６,０００円。 

 １５款道支出金３５８万円。 

 １７款寄附金３７８万４,０００円。 

 １８款繰入金５,０００円の減。 

 ２０款諸収入５万円。 

 ２１款町債２,０５０万円の減。 

 歳入合計は９１１万５,０００円の減でありま

す。 

 ２ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費１,１８３万４,０００円の減。 

 ３款民生費１,０３１万円の減。 

 ４款衛生費５５６万２,０００円。 

 ６款農林業費３,５９７万５,０００円。 

 ７款商工費１０３万９,０００円の減。 

 ８款土木費２,４１９万３,０００円の減。 

 ９款教育費６４３万４,０００円。 

 １２款予備費９７１万円の減。 

 歳出合計は９１１万５,０００円の減でありま

す。 

 ３ページをごらんください。 

 第２表、地方債の補正ですが、第２０号橋及び第

２１号橋のかけかえ事業につきましては、事業が完

了し、事業費の確定に伴い変更するものでありま

す。 

 橋梁長寿命化修繕事業につきましては、社会資本

整備交付金の減が示されたことから、うち適債分に

ついて増額変更するものであります。 

 以上、議案第１号平成２７年度上富良野町一般会

計補正予算（第６号）の説明といたします。御審議

をいただき、議決くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 何点か質問させていただ

きます。 

 まず一つ目には、１３ページのマイナンバー制度

にかかわって、この間、システム整備等が行われて

きました。当初予算でも１,０００万円ぐらいの予

算が計上されましたが、この間、システム整備に当

たってどのぐらいの整備費用がかかったのか、ま

ず、この点お伺いしたいと思います。 

 ２点目には、今後、個人番号カードの交付に当

たっての認証システム整備という形の中で、本人確

認のための整備費だということを確認したいと思い

ます。 

 それにあわせて、きのう、町長の執行方針等にお

いて、マイナンバー制度に伴って、町のほうで保管

している世帯分が、３８３世帯が受け手がなくて返

送されたという形になっております。 

 これに対する対応については、防災無線等によ

り、あるいは広報等を通じて相手に、世帯に周知す

るというような話でありましたが、恐らくこれは

３カ月間、町のほうで保管期間が過ぎれば破棄せざ

るを得ないという決まりになっておりますが、そう

いうものも含めて、今後、個人等における対応の仕

方というのはどのようになるのか、この点、改めて

もう一度確認しておきたいというふうに思います。 

 次に、１５ページ目の、委託料という形で、防災

ハザードマップ等作成費用というのが計上されてお

りました。しかし、法整備との関係で、これは一時

的に取り下げて、恐らく新年度あたりに新たな予算

が計上されるのかというふうに思いますが、この

間、当初予算等においても、ハザードマップ等にお

ける配布６,０００部、あるいは防災ハンドブック

においては、２,０００部等の費用も計上されてお

りましたが、今回、こういうものも含めて、事業実

績、あるいは今回、法整備が変わるという状況の中

で取り下げられたと思いますが、来年度以降、この

予算というのはどのように計上されるのか、改めて

確認しておきたいというふうに思います。 

 次に、１７ページにかかわって、障害者福祉の点

についてお伺いいたします。 

 これは、説明では、グループホームの設置費用に

かかわる話だという説明でありました。これにかか

わって、町の規則等に基づいて、賃貸あるいは修繕

費用、初期投資費用が、補助制度があって、それの

補助交付要綱に基づいて支給される予算だというふ

うに思いますが、その内容はどのようになっている

のか。グループホームといえば、現在、上富良野町

では全く社会福祉法人等においては運用されている

現状があるのかどうなのか、今回、あさひ郷が初め

て設置するということになれば、初めてだというふ
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うになると思いますが、どういう人たちがこのグ

ループホームを利用し、利用する内容等がわかれば

お知らせいただきたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

 次にお伺いしたいのは、２１ページにかかわっ

て、がん検診の予防費という形の中で予算が計上さ

れ、委託料という形になっております。利用実績等

がふえる見込みがあるかというふうに思いますが、

その内容と。 

 また、ここにかかわって、がん予防における、今

年度のきょう現在における受診率と、それぞれどの

ような内容になっているのか、お伺いしておきたい

と思います。 

 次に、２３ページにかかわって、農業の機構集積

交付金事業という形になりまして、貸し手が中間機

構に農地を預けて、受け手がいれば、初めて交付金

が貸し手に渡るというような内容だったかというふ

うに思いますが、その内容等、現状についてはどの

ようになっているのか、お伺いしたいというふうに

思います。 

 次にお伺いしたいのは、３３ページの学校管理費

にかかわってお伺いいたします。 

 タイヤショベルを購入するという形になっており

ます。上富良野小学校の除雪にかかわった予算だと

いうことでありますが、これは、初年度において、

こういうものが想定された部分があるのかなという

ふうに思いますが、恐らく防衛補助等の関係もあっ

たのかなというふうに思いますが、そのかかわりの

中で、計画的な備品等の購入という点でどうだった

のかなというふうに思います。 

 また、格納庫等については、防災の備品庫を当て

るというような話でありますが、別途きちっとした

格納庫という形で、屋根が、覆いがあるような、そ

ういう格納庫の設置というのも必要ではないかとい

うふうに思いますが、この点。 

 次に、小学校の活動費という形で、全国の小学校

の管楽器フェスティバルに出場するということで、

大変うれしいことであります。総体的な費用の約７

割が経費の内訳という形になっているというふうに

思いますが、それで、現行、それぞれ何人ぐらい派

遣される内容なのか、大まかな内容について、わか

ればお伺いしておきたいと思います。 

 それで、あわせて、楽器等の整備についてお伺い

いたしますが、小中学校等において、恐らく古く

なったり壊れたりというような状況があるかという

ふうに思いますが、非常に熱心に管理もされている

という話もお伺いいたしました。西小学校あたりで

は、なかなか、ちょっと壊れたりしているというの

が小耳に挟んだ点もありますので、そういうものも

含めて、各学校の整備状況等はどのようになってい

るのか、この点についてお伺いいたします。 

 次に、３５ページの上富良野中学校の体育館の外

壁の改修調査、実施設計という形になっております

が、恐らく経過もあって、相当腐敗したりだとか、

そういう状況の中で、この委託料が組まれたのかな

というふうに思いますが、この点についても、当初

予算との関係でどうだったのかなというふうに思い

ますが、今こういう形で出るのが、果たして適切な

のかどうなのか、早目に対処するということでは、

一定予算も計上しなければなりませんが、それはそ

れとしていいかというふうに思いますので、どのよ

うな状況にあるのか、見た目で判断せざるを得ない

部分かというふうに思いますが、現状等はどのよう

になっているのか、この点についてお伺いしておき

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の御質

問にお答えいたします。 

 １０件の御質問いただきました。私のほうの関

係、３件について、まずお答えをさせていただきた

いと思います。 

 マイナンバー制度に伴ってのシステム整備の関係

でございますが、今回につきましては、総務省関連

部分の補正をお願いしております。当初、春に国の

ほうから補助の上限額が、確定が示されましたの

で、その上限額に伴いまして、４月の臨時議会にお

いて補正をいただいて、歳入の予算、歳出の予算を

それぞれ計上させていただいております。 

 総務費部分につきましては、住民基本台帳にかか

わるシステム、それから地方税にかかわるシステ

ム、地方税にかかわるシステムにつきましては、３

分の１は地元の自治体が負担することになりますけ

れども、あわせて、連携サーバーの整備というもの

が、総務省部分の整備になります。 

 補助上限額で予算を計上させていただいて、今言

いました地方税システムの部分につきましては、一

定程度一般財源を用いて、歳出の総額を１,４６０

万円程度の予算を既決予算でいただいておりまし

た。その中で、整備を委託する業者のほうと、入札

等を執行した中で、契約となった金額が７８０万円

相当で契約をすることができましたことから、今

回、歳出では６７０万円程度の減額補正、歳入のほ

うでは６４０万円程度の補正を今回上程させていた

だいているという内容であります。 

 なお、厚労省関係につきましては、国のほうから

示された補助増減額とほぼ同額程度の内容で契約が

済んでおりますので、そのような形で進められてお

ります。 
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 あと、本人確認のシステム整備につきましては、

交付時において、顔認証システムを導入すること

で、本人の確認をより正確に行うというようなこと

で、これらのシステム整備をお願いする内容のもの

であります。 

 それから、防災ハザードマップの委託料の関係で

ありますけれども、水防法の改正が行われまして、

都道府県において、それぞれ浸水想定区域図という

ものをつくることになりましたので、北海道におき

ましても、今それらの浸水想定区域図を策定を北海

道がこれから着手されるということでありますの

で、町の防災ハザードマップが手戻りになっては

もったいないことになりますので、北海道の図面が

作成できました暁には、それをもとに防災ハザード

マップ等を作成していきたいということで、今まだ

時期が、北海道がいつ完成するのかということが示

されておりませんので、２８年度の予算に計上でき

るのか、それ以降になるのか見きわめたいというこ

とで考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢議員の

御質問にお答えします。 

 マイナンバーの交付状況につきましては、議員の

ほうからお話いただきましたように、３８３世帯に

つきまして、現在、町のほうで保管させていただい

ておりますが、実は、行政報告の中でも報告させて

いただきましたとおり、現在、防災無線、広報のほ

うに周知させていただくとともに、１月以降につき

ましては、まだ受領に来られない方につきまして

は、町のほうから御案内をし、受領していただける

よう促進に努めたいと考えております。 

 なお、国からは、おおむね３カ月間ということで

すので、３月３１日をもって、すぐ処理をしなさい

という指示は、決定はまだ来てございません。おお

むねということで聞いておりますので、今後、国か

らの指示により、その処理については、適切な対応

を考えていきたいと考えております。 

 なお、今現在も各住民会、老人会のほうからも、

マイナンバーについて、いろいろと集まる機会があ

るときに、ぜひ職員の方に来てくださいということ

で来ていますので、それについては、今後も丁寧に

対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢議員の

３点目の障害者福祉サービス事業設置補助にかかわ

る質問でありますが、これにつきましては、グルー

プホームの設置に対します補助でありまして、内容

につきましては、議員がおっしゃっておりましたと

おり、社会福祉法人の富良野あさひ郷が、上富良野

に知的障害者のグループホームを開所したいという

ことでありまして、以前からあさひ郷から設置予定

をしているということでありましたが、このたび賃

貸物件が見つかったということで、そこの整備をし

たいということでありまして、当町にございます補

助金交付要綱に基づきまして補助をするという中身

でありまして、その内容についての御質問でありま

すが、まず、賃借料として、賃借料の２分の１を補

助するという中身になっております。これにつきま

しては、上限が５万円となっておりますので、借り

る家賃は１０万円が限度ということで、６万円で借

りられるということで、貸し主とは話がついている

ということで、３月から借りることができるという

ことで、１カ月分の予算を計上させていただいてお

ります。 

 また、修繕費用等ということで、建物もそれぞれ

修繕しなければ使えないということで、特に、クロ

スだとかクッションフロアの張りかえ等を行わなけ

ればならないとか、消防用設備、これは義務であり

ますが、その設置もしなければならないという費

用、それが上限５０万円の補助となっておりますの

で、予算も上限額で設定させていただいておりま

す。 

 また、初期費用ということで、カーテンだとかブ

ラインドだとかじゅうたん等については、防炎とい

うことのルールもありますので、それに係る費用、

それから所要の備品等も必要になりますので、これ

につきましては、上限額５０万円ということで定め

られておりますので、その上限額で予算を設定させ

ていただいたところであります。 

 先ほど、どのような人たちが利用するのかという

ことでありますが、上富良野の事業所に富良野市か

ら４名の方が今、通所されているということであり

ますので、この人たちが中心になると思いますが、

今お借りできるところを整備して、４室の整備をす

ることから、その人たちの利用が中心になるのかな

ということで想定をしているところであります。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

議員の御質問にお答えします。 

 ４点目のがん検診委託料の件についてですが、御

指摘のとおり、受診者増の実績に伴う補正をお願い

しております。 

 １番目の内容についてですが、対象年齢全てにお

きまして、大腸がんが２４１人増、胃がんが１１０
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人増、乳がんが１２６人増、子宮がんが９０人増の

補正をさせていただいております。 

 ２点目のきょう現在の受診率ということで、手元

にあります新しい受診率に関しましては、がん対策

推進基本法に基づく対象年齢６９歳以下での受診率

を出しております。胃がん以外は目標を達成してお

りまして、２６年度で言いますと、国の目標に関し

ては、まだ到達はされていませんが、各都道府県に

おける地域保健健康増進事業報告という、市町村か

らの検診の受診率の集計に関しましては、上富良野

町は、子宮がんが２７.５％で、そこだけが達成で

きていないだけで、ほかはほとんど平均よりも上

回ってきている状況にあります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢議員の５

点目の機構集積協力金交付事業の内容等についての

御質問にお答えをさせていただきます。 

 事業の制度の内容につきましては、議員御認識の

とおりでございます。 

 今回、補正で上程させていただきました補正額の

内容、内訳についてでございますが、対象件数とし

ては２件でございまして、面積が１３.６６ヘク

タールということになっておりまして、これの貸し

付けに伴います交付金の交付額ということで計上さ

せていただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野崎孝信君） １１番米沢議員の

６点目、７点目、８点目に関してであります。 

 まず、タイヤショベルの上小除雪関係であります

が、当初予算との兼ね合いでございます。計画的な

整備ということでありますが、現在、駐車場が１１

月にでき上がったということから、その状況を見な

がら、今回、防衛の財政的な支援も受けられるとい

うことから、今回、この時期に整備を予定するもの

でございます。 

 また、あわせまして、格納庫の部分でございます

が、高さは約２メーター５０ということで、格納

庫、現在ある部分についても２メーター５０という

こと。ただ、中におさまるかどうか含めまして、大

体納期が３月ぐらいになりますので、その辺を見き

わめて、別な場所も含めて、適正に格納できるよう

なことを想定して考えていきたいと思ってございま

す。 

 続きまして、スクールバンドの関係でございます

が、この内容につきましては、議員おっしゃったと

おり７割負担ということで、教育委員会のほうで負

担をしてございます。 

 今回、２月１１日に横浜市で開催されます大会

に、２泊３日の日程の中で、児童が３４名、引率の

教員３名ということで、大会に行くことの内容でご

ざいます。 

 続きまして、楽器の関係でございます。楽器の整

備ということで、若干、西小のが壊れているのでは

ないかという御指摘もいただいたところですが、教

育委員会としましては、各学校ごとに配当させてい

ただいている予算の中で維持・修繕を進めていただ

いているところでありまして、特に、これについて

要望等を寄せられてはいないところでございます。 

 ８点目の上中の体育館の外壁の関係でございま

す。委託費ということで、今回、予算を計上させて

いただいた中で、当初予算との関係、この時期とい

うこと等を含めて、議員御発言のとおり、早目の対

応をさせていただいたところでございます。 

 これにつきましては、現在、壁の亀裂が進み、建

設から３３年たっているということで、今のような

状況含めて、壁の剥離、はがれている状態も散見さ

れます。そのようなことから、このまま放置すると

鉄筋も見えて、腐食が進むと軀体自体にも影響が及

ぶということから、早急に調査をした中で、有利な

財源確保を図るためにも、今言ったことを含めて、

所要の金額をはじくことが必要だと、このような判

断から、今回、補正の中で所要の経費を見積もらせ

ていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 他に御質問ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって、

質疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第２号平成

２７年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第２号平成２７年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）につきまし
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て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、歳入につきましては、１点目は、一般及び

退職者の療養給付費の支出増に伴い、療養給付費等

負担金及び交付金、財政調整交付金について、増額

補正するものです。 

 ２点目は、平成２７年度の保険基盤安定負担金、

財政安定化支援事業等の確定により、所要の補正を

するものであります。 

 次に、歳出につきましては、１点目は、一般及び

退職者の療養給付費と高額療養費の支出増による増

額補正をするものです。 

 ２点目は、平成２７年度後期高齢者支援金及び前

期高齢者納付金、介護納付金及び平成２６年度療養

給付費負担金の確定に伴い、所要の補正をするもの

であります。 

 また、収支の差額については、予備費を充用しよ

うとするものでございます。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に

つきましては、省略させていただきますので、御了

承願います。 

 議案第２号平成２７年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）。 

 平成２７年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,０６９万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１５億８,７７６万１,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ２款国庫支出金１,６３８万２,０００円。 

 ３款療養給付費交付金１００万円。 

 ４款前期高齢者交付金５万７,０００円の減。 

 ５款道支出金６１９万１,０００円。 

 ８款繰入金２８１万９,０００円の減。 

 歳入の合計は２,０６９万７,０００円でありま

す。 

 ２、歳出。 

 ２款保険給付費４,０００万円。 

 ３款後期高齢者支援金等２５万９,０００円。 

 ４款前期高齢者納付金等２万４,０００円。 

 ５款介護納付金１４万８,０００円の減。 

 １０款諸支出金１,３１１万円。 

 １１款予備費３,２５４万８,０００円の減。 

 歳出の合計は２,０６９万７,０００円でありま

す。 

 以上で、議案第２号平成２７年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）の説明といた

します。御審議いただきまして、議決くださいます

ようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 議案第３号平成

２７年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第３号平成２７年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、歳入につきましては、平成２６年度後期高

齢者医療保険広域連合事務費繰入金の確定に伴う精

算並びに平成２７年度後期高齢者医療保険基盤安定

繰入金が確定したことから、補正をするものであり

ます。 

 次に、歳出につきましては、歳入補正をしました

相当額について、広域連合納付金について補正をす

るものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に

つきましては、省略させていただきますので、御了

承願います。 

 議案第３号平成２７年度上富良野町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２７年度上富良野町の後期高齢者医療特別会
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計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１２万５,０００円を減額し、歳入歳出予算総額を

歳入歳出それぞれ１億３,５６５万６,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算の補正。 

 １、歳入。 

 ３款繰入金１２万５,０００円の減。 

 歳入の合計は１２万５,０００円の減でありま

す。 

 ２、歳出。 

 ２款広域連合納付金１２万５,０００円の減。 

 歳出の合計は１２万５,０００円の減でありま

す。 

 以上で、議案第３号平成２７年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の説明とい

たします。御審議いただきまして、議決くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第３号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第４号平成

２７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

補正予算（第３号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ただいま

上程いただきました議案第４号平成２７年度上富良

野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第３

号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 歳入におきまして、１点目は、寄附採納による一

般会計繰入金の増額補正であります。 

 ２点目は、地域づくり交付金の内示に伴う補正で

あります。 

 歳出におきまして、１点目は、寄附採納による９

万円を施設介護サービス事業費の備品購入費、介護

用ベッドに充当し、一般財源からその他財源への組

み替えをするものであります。 

 ２点目は、地域づくり交付金の内示に伴う８７万

２,０００円を居宅介護サービス事業費の備品購入

費、デイサービスセンター送迎用軽自動車に充当

し、一般財源から道支出金への組み替えをするもの

であります。 

 ３点目は、財源組み替えにより生じました一般財

源９６万２,０００円を予備費に計上いたしまし

て、ラベンダーハイツ事業における利用者のサービ

ス利用状況等に対処し、今後の施設運営に支障が生

じないよう、不測の自体に備えようとするものでご

ざいます。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第４号平成２７年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計補正予算（第３号）。 

 平成２７年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

９６万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億９,４９２万１,０００円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金９万円。 

 ８款道支出金８７万２,０００円。 

 歳入補正額の合計は９６万２,０００円でござい

ます。 

 ２、歳出。 

 ５款予備費９６万２,０００円。 

 歳出補正額の合計は同額の９６万２,０００円で

ございます。 
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 これをもちまして、議案第４号平成２７年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

３号）の説明といたします。御審議いただきまし

て、議決くださいますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第４号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第５号平成

２７年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第５号平成２７年度上富良野町簡易

水道事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、補正の要旨を御説明いたします。 

 まず、歳入におきまして、一般会計繰入金の減

と、諸収入におきましては、建物災害共済給付金確

定によります給付費金の減と消費税確定によります

還付金の増であります。 

 次に、歳出におきましては、事業の確定により、

７項目の減額となっております。 

 内訳は、１点目は、事業費の静修浄水場テレメー

ター修理費等の確定によります減と、２点目は、役

務費の手数料であります水質検査料及び保険料確定

によります減と、３点目は、委託料の水道施設管理

業務委託及び検針委託料確定によります減と、４点

目は、使用料及び賃借料の確定によります減と、５

点目は、公課費の消費税確定によります減と、６点

目は、工事請負費の事業確定によります減と、７点

目は、備品購入費確定、精査によります減となり、

歳入歳出同額を減額補正とするものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 なお、事項別明細につきましては、さきに御高覧

いただいていることから、説明を割愛させていただ

きます。 

 議案第５号平成２７年度上富良野町簡易水道事業

特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２７年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４６８万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８,３４７万９,０００円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ２款繰入金、補正額１４万１,０００円の減。 

 ４款諸収入４５４万８,０００円の減。 

 歳入合計４６８万９,０００円の減となっていま

す。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費、補正額４６８万９,０００円の減。 

 歳出合計４６８万９,０００円の減とするもので

あります。 

 以上、議決項目についてのみ御説明申し上げまし

た。御審議いただきまして、議決賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第５号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第６号平成

２７年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 
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○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第６号平成２７年度上富良野町公共

下水道事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、補正の要旨を御説明いたします。 

 歳入につきましては、国庫支出金及び一般会計繰

入金の減でありますが、１点目は、事業費確定によ

り、社会資本整備総合交付金の減と、２点目は、歳

出の減に伴う一般会計繰入金の減であります。 

 次に、歳出につきましては、下水道管理費及び事

業費の減でありますが、１点目は、消費税確定に伴

います一般管理費の減と、２点目は、施設修理箇所

の増によります施設管理費の増と、３点目は、社会

資本整備総合交付金事業確定によります建設事業費

の減と、４点目は、公債費の財源組み替えとなり、

歳入歳出それぞれ同額を減額補正とするものであり

ます。 

 以下、議案を朗読し、説明とかえさせていただき

ます。 

 なお、事項別明細につきましては、さきに御高覧

いただいていることから、説明を割愛させていただ

きます。 

 議案第６号平成２７年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第２号）。 

 平成２７年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４３６万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億７,６８０万１,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 ３款国庫支出金、補正額３１万４,０００円の

減。 

 ４款繰入金４０５万２,０００円の減。 

 歳入合計４３６万６,０００円の減となっており

ます。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費、補正額４３６万６,０００円

の減。 

 歳出合計４３６万６,０００円の減とするもので

あります。 

 以上、議決項目についてのみ御説明申し上げまし

た。御審議いただきまして、議決賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第６号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第７号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第７号平成

２７年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） ただいま上程い

ただきました議案第７号平成２７年度上富良野町病

院事業会計補正予算（第３号）につきまして、初め

に、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては、町立病院へ４名

の方から１４万円の寄附を賜りました。寄附者の御

主意に沿いまして、備品の購入費用として予算措置

するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第７号平成２７年度上富良野町病院事業会計

補正予算（第３号）。 

 総則。 

 第１条、平成２７年度上富良野町病院事業会計の

補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 資本的収入及び支出。 

 第２条、平成２７年度上富良野町病院事業会計予

算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正する。 

 以下、補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款資本的収入、補正予定額１４万円。 

 第１項出資金１４万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出１４万円。 

 第２項建設改良費１４万円。 

 以上で、議案第７号平成２７年度上富良野町病院
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事業会計補正予算（第３号）の説明といたします。 

 御審議いただき、議決賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第７号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 昼食休憩といたします。 

 再開を午後１時とします。 

────────────────── 

午前１１時５７分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 午前中に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第８号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第８号上

富良野町税条例等の一部を改正する条例を議題とい

たします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第８号上富良野町税条例等の一部を

改正する条例につきまして、提案の要旨を御説明申

し上げます。 

 国におけます平成２７年度の税制改正法案は、平

成２７年３月３１日に成立し、同日、公布されたこ

とから、上富良野町税条例等の一部を改正する条例

につきましても、平成２７年３月３１日、町長の専

決処分事項として、既に議決をいただいているとこ

ろでございます。 

 このたびの改正は、国税の改正を踏まえ、地方税

においても納税の猶予について、所要の改正をする

ものでございます。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第８号上富良野町税条例等の一部を改正する

条例。 

 （上富良野町税条例の一部改正）。 

 第１条、上富良野町税条例（昭和２９年上富良野

町条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、その主な改正点のみの説明とさせていただ

きますので、御了承願いたいと思います。 

 第１章、総則。 

 第２節、賦課徴収について、新たに第８条から第

１３条を定め、第１４条から第１７条を削除に改め

るものです。 

 第８条は、徴収猶予に係る町の徴収金の分割納

付、分割納入の方法について定めるものです。 

 第９条は、徴収猶予の申請手続について定めるも

のです。 

 第１０条は、徴収猶予の取り消しについて定める

ものです。 

 第１１条は、職権による換価の猶予の手続につい

て定めるものです。 

 第１２条は、申請による換価の猶予の申請手続に

ついて定めるものです。 

 第１３条は、担保を徴する必要がない場合につい

て定めるものでございます。 

 次に、５ページをお開き願います。 

 上富良野町税条例等の一部を改正する条例の一部

改正。 

 第２条、上富良野町税条例の等の一部を改正する

条例（平成２７年上富良野町条例第１１号）の一部

を次のように改正する。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、その主な改正点について説明させていただ

きますので、御了承願いたいと思います。 

 地方税法施行規則等の一部を改正する省令（平成

２７年総務省令第８５号）が、平成２７年９月３０

日に公布されたことに伴い、町の町民税、固定資産

税、軽自動車税、土地保有税、入湯税の各条文項目

の法人番号等について、所要の改正をするものでご

ざいます。 

 附則。 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 ただし、第２条の改正規定は、公布の日から施行

するものでございます。 

 以上をもちまして、議案第８号上富良野町税条例

等の一部を改正する条例の説明といたします。御審

議いただきまして、議決くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 
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 討論を省略し、これより議案第８号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第９号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第９号上

富良野町個人番号の利用に関する条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第９号上富良野町個人番号の利用に関す

る条例の一部を改正する条例について、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 個人番号の利用に関する条例は、マイナンバー制

度のスタートに伴い、行政事務において、個人番号

の利用範囲を定めるため、６月定例議会において御

議決をいただき、制定したところであります。 

 制定当初におきましては、利用範囲を、番号法第

９条第１項に基づき、法令の規定により行う事務

で、同一機関内での特定個人情報の授受を行う庁内

連携の場合のみと規定し、同条第２項に基づく町独

自の事務においては、今後の制度運用の状況や他の

自治体の動向等により検討していくこととして、利

用範囲には規定しなかったところであります。 

 このたび国において、特定個人情報保護委員会に

よる独自利用事務の全国ヒアリングの結果に基づ

き、情報連携が可能となる多くの独自利用事務が対

象とされたことから、当町において実施されている

これらの事務を含め、独自利用事務として、個人番

号の利用事務に追加することで、町民の利便性を高

めるとともに、効率的な事務の執行のため、条例の

改正を行うものであります。 

 なお、これら独自利用事務のうち、情報連携が可

能となる事務につきましては、あらかじめ、デジタ

ルＰＭＯと言われる国の番号制度に関する情報提供

サイトに登録が必要となることから、所要の改正を

行うものであります。 

 改正の主な内容は、第２条、定義の条項に個人情

報と特定個人情報ファイルを追加するとともに、第

４条の個人番号の利用範囲に、町の独自利用事務と

して１８の事務を追加し、うち１２の事務について

は、情報連携が可能な事務として、国の情報提供サ

イトに登録するため、利用可能な特定個人情報を定

めるものであります。 

 また、附則において、国民健康保険税の減免の申

請に個人番号を利用するよう、上富良野町国民健康

保険税条例の一部改正並びに介護保険料の執行猶予

及び減免の申請に個人番号を利用するよう、上富良

野町介護保険条例の一部改正を行うものでありま

す。 

 なお、当該条例は、平成２８年１月１日に施行し

ようとするものであります。 

 以上、議案第９号上富良野町個人番号の利用に関

する条例の一部を改正する条例の説明といたしま

す。御審議いただき、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第９号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１０号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第１０号

上富良野町道路線の認定についてを議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第１０号上富良野町道路線の認定に

つきまして、提案理由を申し上げます。 

 本路線は、去る１０月６日に行われました町内行

政調査におきまして確認をいただきました町道東町

１丁目１番通りと町道東町１丁目２番通りを結ぶ生

活道路であり、平成７年に所有者と町が協議を行

い、町の指導により認定基準にあった幅員、道路排

水の整備、土地の分筆及び給水管布設等の整備を行

い造成されたものであり、かつ通路周辺は、公共下

水道の受益区域となっていることから、平成２６年

度には、町において下水道の整備を終了しており、

今後、冬の除雪等の問題もあることから、町道認定

が必要なため、上程するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第１０号上富良野町道路線の認定ついて。 
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 上富良野町道の路線を別紙のとおり認定するた

め、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決

を求める。 

 １ページをお開きください。 

 別紙。 

 路線認定、認定番号３５９。路線名、東町１丁目

２条通り。起点、上富良野町東町１丁目４２２番９

７地先。終点、上富良野町東町１丁目４２２番８５

地先。主な経過地、東町１丁目地区。総延長９７

メートル。 

 以上、上富良野町道認定について御説明申し上げ

ました。御審議いただきまして、議決賜りますよう

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 認定第１号及び 

◎日程第１４ 認定第２号   

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 認定第１号平

成２７年第３回定例会で付託されました議案第８号

平成２６年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定に

ついて、日程第１４ 認定第２号平成２７年第３回

定例会で付託されました議案第７号平成２６年度上

富良野町企業会計決算認定についてを一括して議題

といたします。 

 本件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。 

 決算特別委員長、村上和子君。 

○１３番（村上和子君） ただいま上程されました

認定第１号、第２号を一括して、朗読をもって説明

にかえさせていただきます。 

 ２ページをお開きいただきたいと思います。 

 決算特別委員会審査報告書。 

 平成２７年第３回定例会において、本委員会に付

託された下記案件を審査した結果、次の意見を付

し、認定すべきものと決定したので、会議規則第７

７条の規定により報告する。 

 平成２７年１０月２９日、上富良野町議会議長、

西村昭教様。決算特別委員長、村上和子。 

 記。 

 付託事件名、議案第８号平成２６年度上富良野町

各会計歳入歳出決算の認定について。議案第７号平

成２６年度上富良野町企業会計決算の認定につい

て。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は、平成２７年１０月２６日、２８日、

２９日の３日間開催し、正・副委員長選出後、委員

会を公開とし、直ちに２分科会による書類審査を行

い、全体による質疑応答を行った上、各分科会から

審査意見を求め、これをもとに全体で審査意見書を

作成し、理事者の所信をただし表決をした。 

 ２、決定。 

 慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。 

 特に、委員会で発言された質問並びに別記「平成

２７年度（平成２６年度会計）上富良野町決算特別

委員会審査意見書」については、今後の予算編成と

町政運営に反映されたい。 

 また、監査委員の審査意見は、いずれも的確な判

断によるものと認められ、指摘事項については、早

急に改善または対応して、予算執行に当たられた

い。 

 裏面をお開きいただきたいと思います。 

 平成２７年度（平成２６年度会計）。 

 上富良野町決算特別委員会審査意見書につきまし

ては、以下のとおりでございます。御高覧いただい

たものと思いまして、省略をさせていただきます。

御審議賜りまして、認定くださいますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、決算特別委

員長の報告を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 最初に、認定第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８号平成２６年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定についてに対する委員長の報告は、意

見を付し、認定すべきとするものであります。 

 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

ことに決しました。 

 次に、認定第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７号平成２６年度上富良野町企業会計決算

の認定についてに対する委員長の報告は、意見を付

し、認定すべきとするものであります。 
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 本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

ことに決しました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 発議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１５ 発議案第１号

特別支援学校の設置基準策定を求める意見について

を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） ただいま上程されました発

議案第１号特別支援学校の設置基準策定を求める意

見について説明させていただきます。 

 以下、朗読をさせていただきます。 

 発議案第１号特別支援学校の設置基準策定を求め

る意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成２７年１２月１５日提出。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。提出者、上富

良野町議会議員、佐川典子。賛成者、上富良野町議

会議員、中澤良隆。 

 裏面に移ります。 

 特別支援学校の設置基準策定を求める意見書。 

 全国的に特別支援学校の児童・生徒数の増加が進

み、在籍者数はこの１０年間で３万６,８００人ふ

えている（２０１４年文科省調査）。 

 この背景には、特別支援学級や特別支援学校にお

ける教育への国民的な理解が進み、「一人一人に見

合った丁寧な教育をしてほしい」という保護者等の

願いが広がっていることがある。 

 一方、学校建設はほとんど進まず、１５０人規模

の学校に４００人以上の児童・生徒が押し込まれる

など、子どもたちの学ぶ権利を奪うばかりか、命と

健康をも脅かしている。 

 普通教室確保のために、一つの教室を薄いカーテ

ン１枚で仕切って使うことなどが常態化し、隣のク

ラスの先生や子どもの声も筒抜けになり、落ちつい

た授業にはならない。図書室や美術室、個別指導の

部屋などの指導上必要な特別教室が普通教室に転用

され、医療的ケアが必要な子どもと、動き回る子ど

もが同じ空間で過ごさざるを得ない状況も生まれて

いる。トイレの数さえ足りなくなり、待ち切れなく

て失敗する子もあり、子どもの自尊心を傷つけてい

る。 

 全国で不足している教室が、普通教室だけで３,

９６３教室（２０１４年）に上ることを文科省調査

も認めている。 

 こういった事態の根幹にあるのが、幼稚園から小

中学校、高校、大学、専門学校まで全てにある「設

置基準」が特別支援学校だけにないことにある。

「設置基準」というのは、「学校を設置するのに必

要な最低の基準」であり、設置者は、この基準の

「向上を図ることに努めなければならない」とされ

ている。 

 小学校の設置基準では、１２から１８学級が「標

準とする」とされ、それ以上は「過大校」という扱

いになり、新たな学校建設や増設が検討される。と

ころが、特別支援学校では、８０学級を超える学校

があっても、普通教室をカーテンで仕切ったり、特

別教室をつぶしてしまったり、子どもと教職員に負

担を強いるだけで、学校の新増設は進んでいない。 

 よって、国においては、次の事項を実現するよう

強く要望する。 

 １、特別支援学校の「設置基準」を策定するこ

と。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 平成２７年１２月１６日、北海道空知郡上富良野

町議会議長、西村昭教。 

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、文部科学大臣でございます。 

 以上、御審議いただき、お認めくださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 閉会中の継続調査申出について 

○議長（西村昭教君） 日程第１６ 閉会中の継続

調査申出についてを議題といたします。 

 議会運営委員会並びに各常任委員会から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において、別紙

配付の申出書の事件について、閉会中の継続調査の

申し出があります。 



― 68 ― 

 お諮りいたします。 

 各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員会からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決しました。 

 以上で、全議案について終了いたします。 

────────────────── 

◎町 長 挨 拶             

○議長（西村昭教君） ここで、年末に当たり、町

長から御挨拶をいただきたいと思います。 

 町長。 

○町長（向山富夫君） 議長のお許しをいただきま

して、平成２７年の最後の議会ということでござい

まして、御挨拶を申し上げたいと存じます。 

 まず、平成２７年第４回定例町議会が、議長を初

め議会議員皆さん方の大変深い御理解と御協力をい

ただきまして、ただいま閉会を迎えることができま

したことに、心から感謝とお礼を申し上げる次第で

ございます。ありがとうございます。 

 平成２７年、１年を振り返りますと、いろいろ東

京一極集中による弊害、あるいはいろいろ心配され

ております格差が進んだりと、あるいは地方が疲弊

からなかなか脱却できないなど、多くの課題がこと

しは浮かび上がった１年でなかろうかなというふう

に考えております。 

 当町におきましても、農作物等の作柄につきまし

ては、おかげさまで大変いい結果を得ることができ

ましたが、しかし、他方で商工業、あるいはさまざ

まな課題において、なかなか明るい材料が見出せな

い中で、１年間経過したような気がしております。 

 そういう中で、今、地方創生ということが非常に

大きな全国的に課題となっている中、上富良野町に

おきましても、町民の皆さん方が非常に真剣に、今

この問題に向き合ってくれているなと感じていると

ころでございます。 

 間もなく新年を迎えますが、平成２８年は、心を

新たにして、こういった課題に、皆様の御指導、御

協力を賜りながら、本当に一歩でも二歩でも前へ進

むように取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。 

 どうか引き続き御指導、御協力をお願い申し上げ

ますとともに、本年１年間、皆様方から賜りました

御厚情に深く感謝申し上げますとともに、皆様が御

健康で新しい年をお迎えいただきますことを心から

御祈念申し上げまして、お礼の御挨拶とさせていた

だきたいと思います。本当に１年間ありがとうござ

いました。 

────────────────── 

◎議 長 挨 拶             

○議長（西村昭教君） 私のほうからも、年末に当

たりまして、一言皆様にお礼を申し上げたいと思い

ます。 

 昨年の１２月の衆議院選挙から、昨年は４月の統

一選挙、そして我が町の８月の議会選挙ということ

で、非常に時間のたつのが早い１年だったのかなと

いう気がいたします。 

 そういう中で、本町議会も５人の議員が新しくな

られまして、また新たな雰囲気の中で９月の定例

会、そして１２月の定例会と、それぞれ皆様方の協

力のもとに運営されましたことに、改めて厚くお礼

を申し上げたいと思います。 

 今、世の中いろいろ変わってきてはおりますけれ

ども、皆さんも御存じのとおり、町長において、あ

る面では非常に責任のあるものがいろいろと加わっ

てきております。その１点が、農業委員会制度の選

出の仕方が変わる、それから教育委員制度も変わる

と。こういう中では、町長にその選出が委ねられる

わけですけれども、変わる背景にもいろいろと理由

があるわけでありまして、そういう面で議会も、そ

れに限らずいろいろな面で非常に変化をしていくだ

ろうと思いますので、その変化におくれないよう

に、また一生懸命我々も勉強して取り組んでいかな

ければならないと思っているところであります。 

 また、私個人的ではありますけれども、昨年、皆

さん方の温かい御支援で、全道の議長会の会長とい

うことで、まだ半年ほどしかたっていないわけであ

りますけれども、非常に貴重な経験もさせていただ

きましたし、また、議会としていろいろな課題を抱

えているということも、大所高所から非常に強く感

じたところであります。特に今、全国的に言われて

いるのは、議会議員のなり手が非常に少ないという

ことでありまして、また、議員の定数が全国で約３

００名ぐらい減りました。 

 そういうような社会情勢の中で、特に、若いなり

手が少ない。それとあわせて、報酬の問題、それか

ら議員が今置かれている年金、あるいは退職金と

か、今一切ありませんが、こういうものも大きな課

題になってきておりまして、今、年金につきまして

は、今、一生懸命総務省に働きかけているところで

ありまして、近々そういうめどがある程度出てくる

のかなと思っておりますので、そういう意味では、

地方におかれる議員の皆さん方の立場も非常につら

いところもありますけれども、また、そういう面で

は待遇改善をきちっとしていかなければならないと

いうことで取り組んでいるところであります。 

 全道を見まして１４４町村がありますけれども、
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やはり定数を減らしてきて、北海道も議員の定数が

約１,６００名ぐらい、これも若干、前回の定例か

ら減っているというような状況でございます。 

 そういう意味では、これから議会活動が住民とど

う、身近な議会として活動するかということは、議

会の我々のスタンスに係っているところもあるわけ

でありまして、そういう意味では、住民の身近な議

会として、また、住民の声を、意を酌み取りながら

行政に反映していくという仕事がますます重要にな

るのかなと思っているところであります。 

 いろいろな変化のある来年、また１年になろうか

と思いますけれども、その時代の変化におくれない

ように、我々もアンテナを張りながら、お互いに切

磋琢磨して、２８年がいい年であることを祈念しな

がら、新年をお迎えいただきますことを心から御祈

念を申し上げまして、また１年、町長を初めそれぞ

れ担当の課長や職員の皆さん方にいろいろな部分で

御協力や御理解のもとに、議会運営がスムーズに、

御協力いただきましたことに、改めて厚くお礼を申

し上げまして、それぞれ来年１年がいい年であるこ

とを御祈念申し上げまして、一言御挨拶にかえさせ

ていただきます。 

 本当に１年ありがとうございました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上をもって、本定例会に

付議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

 これにて、平成２７年第４回上富良野町議会定例

会を閉会といたします。 

午後 １時２９分 閉会 
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